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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

農業委員会事務局 

議案第２５号 財産の無償貸付について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

農 政 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

林 務 水 産 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

畜 産 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

耕 地 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

六 次 産 業 対 策 課 

議案第２６号 工場立地法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい 

      て 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

商 工 政 策 課 

議案第２７号 財産の無償貸付について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

交 通 貿 易 課 

議案第５２号 財産の無償譲渡について 

議案第５３号 財産の無償貸付について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

観 光 ・ シ テ ィ 

セ ー ル ス 課 

議案第２８号 薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の一部を改正する条例の制定につい 

      て 

議案第２９号 市比野小屋外運動場照明施設等の指定管理者の指定について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

市 民 ス ポ ー ツ 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

国 体 準 備 室 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（下園政喜）それでは、ただいまから

企画経済委員会を開会いたします。 

 本委員会は本日と明後日において審査を行いま

すが、お手元に配付のとおりの審査を進めること

とし、本日の審査は、予定では商工観光部の交通

貿易課までと思っておりましたけれども、あした

の審査が非常に重いものが残っておるということ

で、どうしても国体準備室まで進めたいと思いま

す。 

 つきましては、そのように審査を進めることで

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、審査日程により、そのように進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は委員長にお

いて随時許可いたします。 

────────────── 

△農業委員会の審査 

○委員長（下園政喜）それでは早速ですけれど

も、農業委員会の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）まず、議案第３６号平成

２９年度薩摩川内市一般会計予算を議題といたし

ます。 

 当局の補足説明をお願いします。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農業委員

会に係る平成２９年度当初予算について御説明申

し上げます。 

 各会計予算調書の２５５ページをお開きくださ

い。 

 ６款１項１目農業委員会費、事項、農業委員会

管 理 運 営 費 の 当 初 予 算 額 は ８ , ０ ８ ９ 万

８,０００円でございます。 

 農業委員会の農業委員につきましては、現在の

農業委員４９名の任期が４月末日で任期満了とな

り、５月から新しい農業委員１９名により農業委

員会となります。 

 また、農地利用最適化推進委員につきましては、

７月から農業委員会で委嘱する予定にいたしてお

ります。 

 経費の主な内容について御説明申し上げます。 

 農業委員会委員４１名に係る４月分報酬と５月

からの１９人に係る報酬と現地調査、農地利用最

適化推進委員２１人の活動等に要する報酬と費用

弁償、事務局職員７人分の給与等のほか、農家台

帳システム保守業務委託に係る委託料、鹿児島県

各市農業委員会連絡協議会、鹿児島県農業会議、

北薩地区農業委員会連絡協議会及び鹿児島県農業

委員会職員協議会に係る負担金でございます。 

 次に、下段の事項、農業者年金受託事務費で、

当初予算額は６９万２,０００円でございます。川

内、樋脇、入来、東郷、祁答院にあります農業者

年金受給者会の補助金のほか、農業者年金受給者

の現況確認、資格喪失、新規加入者等に係る年金

受託事務執行に関する経費が主なものでございま

す。 

 次のページ、２５６ページをお開きください。 

 事項、農業経営規模拡大促進事業費で、当初予

算額は１,２２８万９,０００円でございます。遊

休農地地図情報データの更新業務の委託料、農地

流動化による農地集積に対する農地流動化促進事

業補助金が主な経費でございます。 

 続きまして、農業委員会に係る歳入について御

説明申し上げますので、各会計予算調書の

７４ページをお開きください。 

 １４款２項４目農林水産業 手数料９万

８,０００円は、閲覧用農地台帳の閲覧及び農地台

帳記録事項要約書の交付に係る手数料、農業経営

基盤強化促進法に基づく嘱託登記手数料と諸証明

手数料でございます。 

 １６款２項４目農業費補助金６０２万

３,０００円は、国有地等管理処分事業交付金と農

業委員会管理運営費及び農業経営規模拡大事業費

に充当する農業委員会補助金です。 

 ２１款５項４目雑入６９万２,０００円は、独立

行政法人農業者年金基金との業務委託契約に基づ

く農業者年金事務委託金でございます。 

 以上で、農業委員会に係る平成２９年度当初予

算の説明を終わります。よろしく御審査賜ります

ようお願い申し上げます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 
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 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）お手元に

配付いたしました平成２９年第１回薩摩川内市議

会定例会企画経済委員会資料の農業委員会事務局

分をお開きください。 

 １ページでございます。 

 １ページにつきましては、１２月から２月まで

の審査事項について、２ページまでに記載してお

ります。 

 それから３ページにつきましては、上段で

１２月から２月までの３条、４条、５条及び

１８条に基づく申請関係を記載しております。下

段のほうが平成２８年度４月から２月分の累計で

ございます。現在、３条、４条、５条、それから

農地法の１８条に関することで３８１件の処理を

行っているところでございます。 

 それから、４ページにつきましては、太陽光発

電にかかわる農地転用の実績でございます。上段

が平成２８年度実績、下段が平成２４年度から平

成２８年度分について取りまとめたものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、このことも含め、これより所管事務

調査についての質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか。 

○委員（石野田 浩）主に転用されてるこの農

地というのは遊休地が大部分だと思うんですけれ

ども、そういうことですか。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）転用につ

きましては、主に遊休農地が大部分を占めており

ますけれども、中には、必要に応じて農振地域の

中でも転用される場合もございます。ですから、

一概に遊休農地だけとは言えない状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（石野田 浩）遊休農地でなくても許可

する場合もあるよということですね。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）はい、そ

うです。 

○委員（石野田 浩）その辺については、やは

り農地の縮小化になるので、よっぽど気をつけて

やってもらわないと困る面もありますので、十分

気をつけてやってください。産業が大事か、農業

が大事かということになると、それは比較はでき

ないかもしれませんけれども、やっぱり農地は大

事にしていかないといけないと思います。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

○委員（川畑善照）農地は放棄地になった場合

には農業の後継者や生産を促進する意味では、そ

のほうがいいんですが、ちょっと一番気になるの

は、ソーラー関係で農地を転換した場合に税金は

どのようになってるんですかね、ちょっとそこわ

からんですか。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農地を転

用されまして太陽光発電施設を設置された場合は、

まず土地の地目が農地の田畑からまず雑種地に変

わります。地目が雑種地に変わりますので、その

段階で雑種地に応じた課税となりますので、田畑

と比べると若干課税の評価は高くなっていくんじ

ゃないかと思っております。 

○委員（川畑善照）先ほど言いましたように、

やはりソーラーは確かに自然再生エネルギーとし

て大切であるんですけれども、農地がどんどん減

っていくことは先ほど石野田委員からもありまし

たとおり、やはり大変心配されることですので、

ぜひそっちのほうはよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（持原秀行）農地の――今先ほど委員の

方から出ましたけれども、太陽光発電への転用と

いうので、これはどんどん広がりつつあるんです

が、その中で、宅地の隣に広い畑があって、そこ

に建てられてる方というのはいるんですが、宅地

とのぎりぎりのところにフェンスを立てられて、

その上に鉄条網をされたんですね。そうすると通

りにくくなって、けがされるんですよ。ですから、
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農業委員会として、きちっとそういうところまで、

隣接のところに通行に妨げのないような形の中で

やっぱり私はするべきだと思うんですが、下手す

れば目の高さに鉄条網が来て、これはもう危ない

というのがあったり、ひっかけたりそういうのが

ありますので、やはりそこのあたりのある程度の

やり方というんですか、隣との境界、よっぽどで

はないんですけれども、そういうところがたまに

あって実際けがをされた方がいるんです。ですか

ら、太陽光発電を設置された方は余り来られない

ですからね。ですけれども、日常的にそういう宅

地とかの隣にするときには、私は鉄条網はいかが

なものかなと感じておりますので、そういうとこ

ろもきちっとできるだけ隣接の方に危害を与える

ようなそういうのがないような形の中で、ちょっ

と条件をつけていただけたらなと思うんですが、

そこらあたりはできるのかどうか。 

 それともう１点、農業者年金の関係なんですが、

昔は大分農業後継者の方が経営移譲年金とかとい

う形の中で受給されるのが多かったんですが、今

の現状的には、新しく入られる方とか経営移譲と

かそういうのがどんな流れになってるのか、ちょ

っとそこだけ教えてください。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）まず１点

目の太陽光発電に係るフェンス等の取り扱いでご

ざいます。 

 今おっしゃったとおり、うちは許可したらちょ

っと見なかったもんですから、今言われることは

今後細かく調査いたしまして、またお願いしてい

きたいと思います。 

 それから、今後太陽光発電施設の申請があった

場合には、そのようなフェンス等の高さについて

も今後ちょっと確認をしていきまして、今言われ

たことにちょっと注意を払っていきたいと思いま

す。 

 ２点目の農業者年金についてでございます。 

 農業者年金につきましては、毎年大体一人か二

人が現在入っていらっしゃる状況でございまして、

大体認定農業者の方の息子さんたちが主に入って

いらっしゃるという形で今現状は進んでいる状況

でございます。なかなか掛金が最低が２万円とい

うことで、一口２万円なんです、最低が、それで

なかなかその金額が高くて、最初新規に就農され

た場合には、なかなかその掛金が高いものですか

ら加入がなかなか進んでいかないと。この件につ

きましては、農業委員会のほうでも国のほうに掛

金をもっと安くしてくれということでは要望を出

しておるんですが、なかなかその２万円が進んで

いかないところでございます。 

 現在、それで農業者の年金受給者につきまして

は、加入者は少なくて受給者だけが今ふえている

という状況でございまして、平成２８年度現在、

薩摩川内市内におきまして、農業者年金受給者は

４１７人でございます。４１７人の方が農業者年

金の受給を受けていらっしゃいまして、平成

２７年度と比較しますと８件ほど減っております。

結局もう新しく加入しなくて、今まで加入された

方がだんだん高齢になって亡くなっていくもので

すから、結局その差額でいくと減ってくるという

形になっている現状でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で農業委員会事務局を終わります。御苦労

さまでした。 

 ここで、休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時１２分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時１３分開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△農政課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、農政課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第２５号 財産の無償貸付について 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第２５号

財産の無償貸付についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○農政課長（中山信吾）おはようございます。

農政課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第２５号について御説明させて

いただきます。 

 議案つづりその２の２５－１ページをお開きい

ただきたいと思います。議案第２５号財産の無償

貸付についてでございます。 
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 中段をごらんいただきたいと思います。 

 無償貸し付けいたします財産の内容についてお

示しをしております。 

 １、貸し付けする財産のうち、（１）土地につ

きましては、所在地、祁答院町下手字馬頃尾

３７４５番１及び３７４５番地６、地目は宅地・

雑種地、面積は１,４３４.９５平米でございます。

（２）建物につきましては、所在地、祁答院町下

手字馬頃尾３７４５番地１、構造は木造合金メッ

キ鋼板ぶき平家建て、延べ面積は１棟で

１２９.６７平方メートルでございます。 

 ２の貸し付けの相手方の名称でございますが、

日の丸市場マルタ果実、代表久保田みずえ氏でご

ざいます。同氏におきましては、入来町浦之名地

内の日の丸交差点付近で青果物小売業を営まれて

いる者でございます。また、現在当該施設の指定

管理者であります祁答院ロード５１出荷協議会の

会員でもあり、当該施設のこれまでの利活用状況

を理解されるとともに、これまでの青果物小売業

のノウハウを生かしながら、当該施設のさらなる

利活用を積極的に展開しようとする姿勢がうかが

えましたことから、適任者と判断させていただい

たところでございます。 

 ３の貸し付け条件は、物産販売及びこれに付随

するサービスを行う施設として使用することとし

ております。 

 ４、貸し付けの期間でございますが、平成

２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの

５カ年間としております。 

 なお、当該施設を無償貸し付けいたします理由

は、無償譲渡しました場合、固定資産税、不動産

取得税、登録免許税等々が発生することになりま

す。これらのことから、施設の設置目的である祁

答院地域の農産物の販売を行いながら、経営を継

承していただくためには、引受先の負担軽減を図

る必要があることから、庁内会議におきまして、

無償貸し付けとすることで方向決定をさせていた

だいたところでございます。 

 続きまして、２５－２ページをお開きいただき

たいと思います。 

 中段には土地の概要を、それから次のページ以

降、位置図、地籍図及び平面図をお示ししており

ますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第３６号一般会計予算を議題と

します。 

 まず、農林水産部長に概要説明を求めます。 

○農林水産部長（橋口 誠）おはようございま

す。それでは、農政課の平成２９年度の施策の概

要について説明させていただきますので、当初予

算概要の７８ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 下段の中山間地域等直接支払交付金事業は、中

山間地域におきまして高齢化が進行する中、耕作

放棄地の発生防止、多面的機能の確保及び担い手

の育成を図るための事業を実施する４２集落協定

に対する交付金でございます。 

 次に、７９ページの上段をごらんください。 

 新たな地域担い手育成事業は、今後の地域を支

える担い手である集落営農組織等を育成し、経営

の安定を図るため、共同用大型農業用機械の導入

や施設修繕等に要する事業費の一部を補助するも

のであります。 

 次に、７９ページ中段から８０ページ上段まで

をごらんいただきたいと思います。 

 鳥獣被害防止施設導入事業、ゴールド集落鳥獣
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被害防止施設設置事業及び鳥獣被害対策実践事業

の３事業は、電気柵及び防護柵等の設置に対して

の補助金等有害鳥獣からの農作物被害の防止対策

事業であります。 

 ８０ページ中段の農業者経営所得安定対策推進

事業は、米の直接支払交付金等の交付手続事務に

要します経費を市農業再生協議会に補助するもの

であります。 

 ８１ページ上段をごらんください。 

 農地中間管理事業は、県農地中間管理機構から

農地の貸し借りのあっせん及び農地利用計画策定

等に係ります業務委託を受けまして、担い手の農

地集積・集約等を促進しながら、農業の生産性の

向上を図ろうとするものであります。 

 同ページ下段の産地農業後継者支援事業と

８２ページ上段の産地農業活性化支援事業は、農

業所得の向上を図るため、認定農業者等への農業

施設・農業機械の導入等に係ります経費に対して

助成するものであります。 

 ８２ページ中段のかごしま茶産地力向上条件整

備事業は、消費者ニーズに対応しました高品質で

信頼性の高い茶の加工・流通体制の確立をするた

め、リーフ茶にかわります新しい製品による仕向

け先への多様化販売を目指し、所得向上を図ろう

とするものであります。 

 同ページ下段の活動火山周辺地域防災営農対策

事業は、桜島の火山活動による降灰の影響に伴う

農作物の被害の軽減を図るための、また８３ペー

ジ上段の農業・農村活性化推進施設等整備事業は、

農業・農村の活性化を総合的に推進するため、共

同機械の導入や施設整備に対する助成事業であり

ます。 

 ８４ページ上段から中段までをごらんいただき

たいと思います。 

 新規就農支援金支給事業及び青年就農給付金事

業の２事業は、担い手育成としまして、新規就農

者及び青年就農者に対する支援金の助成事業であ

ります。 

 以上で私のほうから概要説明を終わりますが、

予算の詳細な内容につきましては、課長から説明

させますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○農政課長（中山信吾）それでは、議案第

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、農政課分について説明をさせていただきます。 

 当課の平成２９年度予算につきましては、一つ

の国庫事業の取り組み追加を除きまして、基本的

には平成２８年度と同様の事業を実施する予定と

しておるところでございます。 

 まず、歳出予算について説明をさせていただき

ます。 

 平成２９年度薩摩川内市各会計予算調書の

１５８ページをお開きいただきたいと思います。 

 予算調書１５８ページの上段、６款１項２目農

業総務費についてでございます。農業総務費２億

８,７９３万１,０００円は、農業振興全般に係り

ます人件費や各種負担金と研修及び農産物加工施

設の管理運営に係る経費でございます。 

 経費の主な内容でございますが、まず人件費に

おきましては、営農専門指導員５人、農産物加工

指導員２人及び農政課、六次産業対策課と各支所

地域振興課産業振興グループ職員３０人分でござ

います。 

 その下、大村北部生活センター管理代行委託費

等５９４万９,０００円でございます。これにつき

ましては、農政課が所管します大村北部生活セン

ターを指定管理者に委託する経費と、ほかに農政

課が所管いたします１０施設の維持管理経費が主

なものでございます。このほか、大馬越農村研修

館加工室玄関サッシ改修工事や北薩地域農政推進

協議会負担金等４件の負担金が主なものでござい

ます。 

 続きまして、１５８ページ下段、６款１項３目

農業振興育成事業費１億４,１８７万５,０００円

は、農業振興に伴う各種団体の育成補助や集落営

農組織等の担い手育成に係る経費でございます。 

 経費の主な内訳は、まず農地中間管理事業推進

員一人は、国が進めます農地中間管理事業に関し、

本市における当該事業の円滑な推進を図るための

推進員の人件費でございます。 

 次に、中山間地域等直接支払交付金８,６６５万

５,０００円は、市内の中山間地域において協定を

締結し、共同で農道・水路等を維持管理しながら

農地維持活動をしている地区への交付金でござい

ます。当該交付金につきまして、平成２８年度は

４１地区で実施しておりましたが、平成２９年度

は１地区ふえまして、４２地域での事業実施を予

定しているところでございます。 

 次に、機構集積協力金は、農地中間管理事業を
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活用して農地の貸し借りをした際の協力金でござ

います。 

 次に、農業者経営所得安定対策推進事業補助金

１,０６１万７,０００円は、薩摩川内市農業再生

協議会に補助するものですが、水田等の経営所得

安定対策事業推進に係ります事務費で全額国費で

ございます。 

 次に、鳥獣被害対策実践事業費補助金ほか

１１件４,０９２万円でございますが、これにつき

ましては、鳥獣被害防止のための防護柵設置等に

要する費用に対する国からの補助のほか、集落営

農組織等支援のための新たな地域担い手育成事業

補助金、ゴールド集落鳥獣被害防止施設設置事業

補助金、農業資金利子等助成事業補助金などを計

上させていただいているところでございます。 

 続きまして、１５９ページをごらんいただきた

いと思います。 

 まず、１５９ページ上段の６款１項３目農業公

社運営事業費１,０５０万円でございます。これは

農業公社への運営負担金及び補助金に係る経費で

ございます。 

 経費の主な内容でございますが、負担金と補助

金でございまして、運営負担金４５０万円は、公

益社団法人薩摩川内市農業公社への年間会費とし

て拠出するものでございます。また、運営補助金

６００万円は、同農業公社が実施しております農

作業受託事業、農地利用集積円滑化事業、研修事

業の３事業を円滑に運営するために補助をするも

のでございます。 

 次に、下段、６款１項５目園芸振興育成事業費

２億５,４００万６,０００円。これにつきまして

は、野菜・果樹・普通作・工芸作物の生産体制を

推進し、産地育成及び認定農業者を含む担い手農

家の育成等を図るための各種事業に係る経費でご

ざいます。 

 その主な内容でございますけれども、まず薩摩

川内市農産物販売促進協議会負担金等３０４万

１,０００円は、市とＪＡ及び生産者団体が構成員

となり設立しております薩摩川内市農産物販売促

進協議会が行います重点品目を中心とした農産物

の販売促進活動やＰＲ活動、地元での地産地消活

動など、本市農産物の消費拡大を図るための経費

のほか、７件の負担金となっております。 

 次に、かごしま茶産地力向上条件整備事業補助

金１億２,０３７万円は、これが追加事業でござい

ますが、消費者ニーズに対応したお茶の加工・流

通体制を確立するために、国の補助事業を活用し

て茶工場等の整備を行うものでございます。 

 次に、活動火山周辺地域防災営農対策事業補助

金３,０７２万４,０００円は、降灰による農作物

の被害を軽減するためにブドウハウスの整備やキ

ンカンハウスのビニールの張りかえを行うもので

ございます。 

 次に、農業・農村活性化推進施設等整備事業補

助金２,９４９万９,０００円は、農業・農村の活

性化を図ることを目的とした共同機械の導入や施

設整備等を行うものでございます。 

 次に、産地農業後継者支援事業補助金ほか４件

３,４８４万２,０００円は、５５歳以下の認定農

業者等を農業後継者と位置づけまして支援を行う

もので、機械、施設や有料種苗の購入、小規模の

基盤整備等に対しまして事業費の２分の１以内の

助成を行うものでございます。 

 このほか、産地農業活性化支援事業、新規就農

支援金補助金等を計上しております。 

 次に、青年就農給付金事業給付金３,４５０万円

は、経営が不安定な就農初期段階の青年就農者に

対し、国からの補助金でございます。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただ

きます。 

 同予算調書の３８ページをお開きいただきたい

と思います。 

 まず、１４款１項４目使用料のうち農林水産使

用料１６５万８,０００円、これにつきましては、

農業使用料で、各地域の農産物加工センター使用

料が主なものでございます。 

 続きまして、１６款２項４目県補助金のうち農

林水産業費補助金３億１,０２７万円、これにつき

ましては、農業費補助金でございまして、その主

な内容といたしましては、鳥獣被害対策実践事業

補助金１,７１６万５,０００円、農業者経営所得

安定対策推進事業補助金９７４万８,０００円、続

きまして３９ページをごらんいただきたいと思い

ますが、３９ページ１行目のかごしま茶産地力向

上条件整備事業補助金１億２,０３７万円、４行目

の中山間地域等直接支払交付金６ ,４９９万

１,０００円、その下５行目の活動火山周辺地域防

災営農対策事業補助金２,８６０万２,０００円、

その下、青年就農給付金事業補助金４,７２５万円

などとなっておるところでございます。 
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 続きまして、２１款４項３目受託事業収入のう

ち農林水産業受託事業収入３２９万円は、農地中

間管理事業受託事業収入となっております。 

 以上が歳入の主な内容となっております。 

 続きまして、債務負担行為について説明をさせ

ていただきますので、各会計予算に関する説明書

の１０ページをお開きいただきたいと思います。 

 上から４行目でございますが、農業近代化利子

補給金でございます。期間は融資を受けた資金の

返済の完了する日まで、限度額は農業者が経営安

定のために融資機関から融資を受けた額の利子補

給額とさせていただいておるところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）予算調書の１５９ページ、

農業公社負担金、農業公社運営補助金とあるんで

すけど、この具体的な予算の使い方というか、中

身をもうちょっと教えてもらいたいんですけど。 

○農政課長（中山信吾）ここに記してございま

すとおり、市のほうから農業公社負担金とそれか

ら農業公社運営補助金ということで１,０５０万、

合計で支出させていただいております。これにつ

きましては、ＪＡとの取り決めによりまして、必

要な経費負担金及び運営補助金ともに農協が１割、

９割を市が負担するという申し合わせによって、

この金額は決定させているところでございますが、

説明をいたしましたとおり、農業公社の負担金と

してまず４５０万円、これは定額でございます。

それから、農業公社といたしましては、農業の受

委託作業、それから農地の集積を図る事業、農地

集積円滑化事業というものと研修事業という大き

く三つの事業を展開しながら、本市の農業振興に

寄与していただいているところですが、これを具

体的に事業運営をするに係ります経費の不足分に

ついて運営補助という形で負担をさせていただい

ているという二つの性質のものの負担を農業公社

のほうに支出しているという状況にございます。 

○委員（今塩屋裕一）農業公社自体が、例えば

耕作放棄地だったりあきの田んぼとか畑とか、こ

ういった把握というのは集積の中に入るんでしょ

うか。 

○農政課長（中山信吾）今委員がおっしゃるよ

うに、耕作放棄地の関係とか、それから利用され

てない土地の情報等については、農業委員会等と

連携しながら農業委員会から情報を提示しながら、

そして借り手、貸し手、そこのマッチングを農業

公社がしているという状況にございます。 

 ですから、それらの情報把握については適時農

業委員会の情報等々も情報収集しながら取り組ん

でいるというふうに理解をしております。 

○委員（今塩屋裕一）私も一緒になって若手の

方が農業を始めたいと。そういうときに、あきの

田んぼとか畑とかないですかということで私も一

緒に何度か行く中で、全くないと、全くないとい

うか、情報が全然不足だと。今こうやって予算も

出てる上で、本当やっぱり少しでも１反、２反で

もあれば、そうやって始められるんじゃないかな

というのがあるから、しっかり農政課のほうは一

生懸命やっていらっしゃるのに農業公社との把握

不足というか、そういうのがあられるんじゃない

かなと思いまして、それだったら田んぼのあきと

か畑とかの何か縛りがあるのかなとか、こっち側

のサイドですね。若手でやりたいのに縛りがある

のかなとかそういうのもあったりして、ちょっと

お聞きしたのもあったんですけど、できるだけそ

ういった意味で若い方も始めたいという方もいて、

そういった近隣とか情報とか、特にやっぱり農業

委員を通してとかじゃなく、そういった農業公社

に行けば随時にこういうところが、あきがありま

すよというのをちょっと率先してもらえればなと

いうのが質問の一つなんです。 

 あともう一つなんですけど、産地農業後継者支

援事業の補助金なんですけど、これは例えば合同

会社なり株式会社なり始めて、最初で収益を得た

会社が例えば分家といったら何ですけど、新しく

また会社をつくってやったときには、こういった

補助というか、２分の１の補助は出るんでしょう

か。 

○農政課長（中山信吾）先ほど申しましたとお

り、基本的には認定農業者を中心とした制度にな

りますので、経営所得、５年後の所得３５０万円、

それから年間労働時間２,０００時間以内をクリア

できる計画を申請していただきまして、認定農業

者資格を有していただくというのが入り口になろ

うかと思います。それをクリアしていただく場合、

それから場合によっては任意の組合、任意の農業

生産集団ですね、農業者が数名集まって事業を行
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いたいという方も該当にしておりますけども、基

本的には冒頭言いましたとおり、認定農業者を農

業公社として位置づけて支援する制度でございま

すので、認定農業者の資格を有していただくのが

一番よろしいかなというふうに考えております。 

○委員（今塩屋裕一）わかりました。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

○委員（中島由美子）概要の中で、かごしま茶

産地力向上条件整備事業という中で、ちょっとわ

からないので教えていただきたいんですが、新し

い製品、てん茶・紅茶というのが出てるんですが、

このてん茶というのがどんなものなのかというこ

と。今、かごしま茶って結構生産も多くて、全国

的には２位か３位かというレベルだと思うんです

が、その中にこの川内でできるお茶というのが結

構貢献ができてるのかなというのが聞きたいのと、

そのてん茶というのが健康食ブームで、いろんな

お茶がありますよね。御存じだと思いますけど、

ハーブ茶とか何とか茶、何とか茶って、本当に体

にいいですよといってゴボウからのお茶、ゴボウ

茶とかというのもあるし、何かそういう健康にい

いお茶なのかどうかですね。そしてこれが所得向

上を図るものというふうになっているので、所得

向上につながるその可能性がどれぐらいあるのか、

ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○農政課長（中山信吾）まず、地区別でござい

ますけれども、平成２７年度の実績でいいますと、

県下全体で生産量として１万３,０００トンぐらい

が茶葉として生産されておりまして、そのうち川

薩地域――薩摩川内市を含むんでですけども――

薩摩地方を含んで約６００トンぐらいが生産され

ているという状況でございます。 

 ですから、地域としての茶産地としての地域は

少々小そうございますが、ただ、本市においても

１２０ヘクタールを超えるお茶畑で茶のほうが栽

培されておりますので、我々としては重要な産物

として位置づけて振興を図っているところでござ

います。 

 それから２点目の茶の種類でございますが、こ

れまでの茶の農家というのは、お茶を蒸して、そ

れを乾燥させて荒茶ですね。茶葉として普通の

リーフ茶として販売される、次の段階に販売され

るというのが主でございましたけれども、まず紅

茶とかウーロン茶とかは、いわゆる発酵茶という

位置づけでございまして、これは蒸すまでは一緒

の段階ですけども、蒸して、それから乾燥させず

に発酵の段階にするというのが紅茶とかウーロン

茶の状況でございます。 

 それで、てん茶と申しますのは、これにつきま

しては、蒸してそのまま乾燥させて粉末にする。

流通している言葉でいいますと、いわゆる抹茶で

すね。抹茶になる原料がてん茶ということでござ

います。 

 そういうことで御理解いただきまして、今回こ

の事業を導入されてやりたい者につきましては、

今までの通常の蒸して乾燥させてもんでする工程

の茶ばかりではなくて、新たな手法として、そう

いうてん茶とか紅茶、発酵茶とか抹茶の原料とす

るところの茶葉を活用するということで新たな販

路を見出すということで、販路拡大それから経営

向上に寄与したいという思いがあるということで

承っているところでございます。 

○委員（石野田 浩）先ほどの農業公社の件な

んですけど、ちょっと私が議会を離れてたんでよ

くわからない点があるんだけど、後継者育成をや

ってるんですよね、今もね。現在何人ぐらい入社

していらっしゃって、そしてまた平成２９年度の

そういう見込みみたいなものは何件ぐらいあるの

か、ちょっと教えてください。 

○農政課長（中山信吾）農業公社については、

これまで約３０名が研修を受けられておるところ

でございます。そのうち６名の方が、うち２名は

死亡されてということですけれども、あと４名の

方は経営が行き詰まってほかのものに転職された

という実績でございます。 

 ただ、現在のところ希望者がない状況でござい

ます。また、今後も新たにまた再募集をかける準

備をしているところでございます。 

 背景といたしましては、先ほど言いました経営

を断念される背景といたしましては、公社制度、

それから市としても支援制度をしながら生活費等

の充当はしているわけですけれども、研修を修了

して実際経営を開始するとなると、機械整備等々

にやっぱり相応の経費が要るわけでございまして、

そこの部分がなかなかうまくいかなかった。いわ

ゆるそういう予備的な準備金が不足して経営が行

き詰まったという方々がかなり多かったというこ

とで、最近ちょっと審査のあり方についても、そ

ういう方がないように、修了された方がきちっと

就農していただくようにという体制を整えたいと
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いうことで、その条件をちょっとハードルを高く

した関係で、実際に相談件数は１０件近く毎年あ

るんですけども、そういう経済的な面というとこ

ろですかね。その辺でなかなかこちらの条件と合

わなくて、採用に至らないという状況にあるとこ

ろでございます。 

○委員（石野田 浩）ハードルを高くして申し

込みが少なくなったというのでは、ちょっとやっ

ぱり困るわけやね。１次産業というのは大事に育

てていかなきゃいけないし、特に、現在、１次産

業に従事していらっしゃる方々が高齢化して、ま

すます後継者がいなくなるという状況の中で、や

っぱり行政がてこ入れして後継者もつくるような

形をとっていかないと、農家というのは、その

１次産業というのはだんだん崩壊していくんじゃ

ないかと、そういうふうに思うんだけども。やっ

ぱりその辺のことを考えていって、ハードルを高

くするだけではなくて、実際に携わったときにど

ういうふうに支えてやればいいのか、あるいは援

助してやればいいのか、あるいは指導してやれば

いいのかということを提示していかないと、本当

の後継者育成にならないと思うんだけれども、そ

の辺は、部長ですか。 

○農林水産部長（橋口 誠）実は私、農業公社

の副理事長をさせていただいておりまして、農林

水産部長という立場で、この議論も確かに理事会

の中でもございます。ですので、先ほど委員のほ

うからもございました、確かに就農してからの機

械整備、いろんな当然お金要るんですが、その辺

はちゃんと見直しながら、いかにして次の世代を

担い手を育てていくかというその辺に力点を置き

ながら、その体制の見直しをしていかなくてはい

けないということは、理事会の中でも今協議をさ

せていただいておりますので、もう少しお時間を

いただきたいと思っております。 

○委員（石野田 浩）やはり県の就農者の講習

なんかを見てると、決して人数が少ないわけじゃ

ないんですよね。他県から帰ってきたりＵターン

する人もいたりするんだけれども、そういう人た

ちをだから本当に１次産業に定着させるというこ

とを十分検討しながら後継者育成をやっていただ

きたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（下園政喜）ほかにございませんか。 

○委員（落口久光）済みません、ちょっとお願

いになるんですが、今までの話と多分関連しての

ことになると思うんです。この予算を基本的に反

対する気はないんですけど、予算を立てるのに対

していいのか悪いのかを判断する材料で、前回も

ちょっと同じようなことを言ったかもしれないん

ですけど。この今のお金の使い方が本当に合って

るのかというのをちょっと判断する材料がいただ

きたいなというのがあって、ここからがお願いな

んです。とりあえず過去５年間の農政課だけじゃ

なくて、農林水畜産業全般にわたってなんですけ

ど、それぞれにつぎ込んだお金と、それに対して

各事業ごとの売り上げなのか、売り上げ、生産額

でもいいですね、その推移がどうなってるのかと

いうのと、事業世帯数がそれぞれ基本的に減って

るんだろうと思うんですが、どういうふうに推移

してるのか、その平均の世帯人数がどうなってる

のかと、世帯ごとの平均所得がどう推移してるか

というのもちょっと出していただけないかなと思

いまして。 

○農林水産部長（橋口 誠）大変申しわけござ

いません。今回そこまで資料が御準備できません

ので、６月の委員会のときでよろしゅうございま

すかね。それで、できれば平成２８年度の実績が

そこまで出ればいいですけど、直近では平成

２７年度が今でき上がっておりますので、それで

過去５年ということでございますので、その辺は

ちょっと整理をさせていただいて、６月の委員会

に向けまして準備をさせていただくということは

いかがでしょうか。 

○委員長（下園政喜）それでは皆さん、資料を

出してもらってもいいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）それでは、その時期でよ

ろしいですか。 

○委員（落口久光）いろいろあって６月しか出

せないという認識でよろしいんですかね。 

○農林水産部長（橋口 誠）農林水産業全体の

お話をいただきましたものですから、その辺がち

ょっと各課とやっぱり持ってるところとちゃんと

準備してるところとございますものですから、ち

ょっとお時間をいただきたいなと思っております。 

○委員（落口久光）わかりました。では、次か

らタイムリーに出せる仕組みも含めて構築をよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（下園政喜）それでは、質疑は尽きた

ものと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（松澤 力）済みません、１点だけちょ

っとお伺いさせていただきます。 

 今いろいろ新規就農者支援ということで、いろ

いろ取り組みをしてくださっていると思うんです

けれども、今後は私のような若い世代も農業を始

めたいということに対しては、やっぱり将来性と

か収入の面も非常に大事だと思ってるんです。今、

薩摩川内市では、畜産のほうとか牛肉のほうは、

かなり世界に輸出されてるようなところも出てき

ているというふうに伺ってるんですけども、いろ

いろ畑とか田んぼとかそういったつくっていくも

のの中で、今薩摩川内市として検討されている今

後将来性というか、世界に輸出していったり利益

もしっかり出ていくような、薩摩川内市としてブ

ランド化をもっと進めていく、力を入れていくよ

うな品目というか、そういったものはどういった

可能性があるのかというのが、なかなか絞り込み

は難しいのかもしれないですけど、今の検討のと

ころがあれば教えていただけたらと思います。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）今、農林水産

物の輸出の促進に関する事務は六次産業対策課の

ほうで所管をしておりますので、私のほうで現状、

農林水産物の輸出ということで前提で申し上げま

す。 

 今、御案内かどうかわかりませんけれども、ハ

ウスキンカン――市内の入来地域ですとか東郷地

域ですとか、川内もございますが、樋脇もござい

ますが――ハウスキンカンを一部輸出が香港のほ

うになされております。もう既に今シーズンで

５年目、５シーズン目になります。 

 今、キンカンの次ということで、このキンカン

自体は県のブランド指定ももらってるんですけれ

ども、後ほどこの六次産業対策課の予算でも出て

まいりますが、ＪＡのほうで事務局をしておりま

す農産物の販売促進協議会というのがございまし

て、今そちらの協議会をベースにいたしまして、

キンカンに次ぐ第２の品目ということで、輸出の

新しい品目の開拓ができないかということで今検

討をしております。ことし２８年度１年間やりま

して、来年度は２年目となります。 

 具体的には、まずカボチャを今想定をしてまし

て、主な輸出先といたしましては香港を前提に、

いろいろ栽培実験なんかの実証をしています。具

体的に言うと、香港の消費の形態といたしまして、

カボチャが日本のカボチャみたいに大きくなくて、

もっと一回り、二回り小さい小玉カボチャでない

と売れないというのがございまして、そうすると

日本のカボチャの流通形態とちょっと非常に異な

ってまいりますから、採算性、それから栽培技術

の確立等々含めて今ちょっと検証作業をしている

ところでございます。それが来年度また再来年度

うまくいくようなことになっていきますと、今度

は次の段階で試験的にちょっと輸出をしてみると

いうような段階に入っていくのかなというふうに

は思っております。 

 現在の状況は、以上でございます。 

○農政課長（中山信吾）農政課におきましては、

いわゆる田畑を活用した作物の推進等を行ってい

る所管課でございますので、畜産のほうはまた別

になりますが、一応主としましてはおおむね１億

円以上の販売額を上げる産品を市の重点作物とい

たしまして位置づけまして、その推進を行ってい

るところでございます。 

 その作物が、言いますと、イチゴ、ゴボウ、ラ

ッキョウ、キンカン、ブドウ、お茶、そして水稲

の７品目になります。これらのうち、例えば、ラ

ッキョウ、それからゴボウ、キンカン、これら等

につきましては、国内では非常に評価が高うござ

いまして、大消費地でも非常に高い評価を得てい

るものでございます。そういうものも、数量はな

かなか多くは出せないんですけれども、評価をい

ただいているものがございますので、我々としま

しては、農家の皆様には自信を持って作付をして

いただく。また、できましたら面積拡大もしてい

ただきたいというような形で、そこの重点作物を

中心に推進を図っている状況でございます。国内

ではかなり高い評価を得ているという状況にある

作物もたくさんあるということで御理解いただけ

れば。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。それで

は質疑は尽きたものと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、当局に説明を求めます。 
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○農政課長（中山信吾）所管事務調査の説明に

入る前に、皆様方におわびをさせていただきたい

と思います。 

 本日お渡ししてございます企画経済委員会の資

料、農林水産部でございますが、これを皆様方の

お手元に提出の資料の１５ページに示してござい

ます数値等に７カ所誤りがあることが判明したと

ころでございます。 

 修正点でございますけれども、例えば、表中、

左端の番号でございます。番号の２の右から二升

目に５６.２％というところに網かけと、その下に

アスタリスクマークがついていると思います。こ

れが修正部分でございまして、これが項目番号の

４番、５番、６番、１０番、１２番の数値等の後

にアスタリスクマークがついているところ、これ

が修正点となっておるところでございます。 

 十分注意したつもりでございますが、このよう

な事態になってしまいました。今後当課としまし

ては、このようなことがないように十分注意をし

てまいりますので、皆様方には大変御迷惑をおか

けいたしましたことをこの場をかりておわび申し

上げます。まことに申しわけございませんでした。 

 それでは、農政課の所管事務調査といたしまし

て、薩摩川内市農業振興地域整備計画全体見直し

に係る計画案について、それから第２次薩摩川内

市食育・地産地消推進計画についての２件につい

て説明をさせていただきます。 

 また、２件の説明に合わせて１０分を超える時

間をいただきたいと思います。長くなりますが、

御理解お願いいたします。また、御説明したい主

要部分につきましては、あらかじめアンダーライ

ンを引かせていただいているところでございます。 

○委員長（下園政喜）省略できるところは。 

○農政課長（中山信吾）わかりました。 

 それでは、１ページをお開きいただきたいと思

います。 

 １ページには、今回の全体見直しに係る基本的

な考え方をお示ししております。 

 １の１、この計画見直しの概要でございますけ

れども、これは農業振興地域の整備に関する法律

に基づき策定しているものでございまして、鹿児

島県が定めた農業振興を図るべき地域、農業振興

地域のうち農業用に積極的に活用する区域として

農用地区域を市町村が定めることになっておりま

して、これにつきましておおむね５年ごとに調査

して、社会情勢の変化に適切に対応した計画を策

定するということから、今回、見直し作業をして

いるところでございます。 

 本市では、この農業振興地域整備計画を平成

１７年度に策定し、２０年度に計画変更しており

ますが、それから５年以上経過しておりますこと

から、２７年・２８年の２カ年をかけて見直しを

行っているところでございます。 

 （２）につきましては、農用地区域の定義を、

（３）には、農用地区域の除外の考え方をお示し

しております。 

 これは、これまでの委員会でも説明した部分で

ございますので、御確認いただきたいと思います。 

 ２ページをお開きください。 

 ２ページには、作業経過及び今後のスケジュー

ルをお示ししております。 

 これまで、２２までの作業を３月８日までに実

施いたしております。本日が２３、常任委員会の

説明となっておりますが、２４の鹿児島県からの

変更協議の回答・同意、これが先週の３月９日に

いただいておりますことから、２５の１２条公告、

計画変更の決定の作業を実施しているところでご

ざいます。 

 続きまして、３ページでございますけれども、

３ページには、昨年６月９日から７月６日にかけ

て市内８カ所で実施した地域別意見交換会での主

な意見等をお示ししておりますので、詳細は御確

認いただきたいと思います。 

 続きまして、４ページをお開きください。 

 ４ページには、今回の全体見直しに係ります検

討結果についてお示ししておるところでございま

す。 

 表につきましては、表中右端の最下行、全体合

計欄を主に説明させていただきますので、個別の

内容については、各自御確認をいただきたいと思

います。 

 まず、上段の表でございますが、今回、農用地

区域として設定する面積を約４,０１７ヘクタール

としております。 

 次に、中段の表、社会情勢の変化に伴いまして、

今回、除外を予定している面積として２０３ヘク

タールを予定しているところでございます。 

 このうち川内地域の田の３７.３ヘクタール、こ

れは久見崎地域の開発計画に伴う除外が主なもの

でございます。 
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 また、同じく川内地域の採草放牧地の６１ヘク

タールの除外は、公共牧場の除外を予定している

ところでございます。 

 次に、下段の表ですけれども、編入を予定して

いる面積として１０.８ヘクタールを予定している

ところでございます。 

 この要因といたしましては、畜産農家が国の事

業を活用して畜産施設等を整備したことが大きな

要因として上げられるところでございます。 

 ５ページ以降には、当該整備計画の概要版を示

しているところでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 ６ページの上段には、農地の利用計画について

お示ししているところでございますが、本市の総

面積は、御存じのとおり、６万８,２９２ヘクター

ル、このうち３万９,７８４ヘクタールを鹿児島県

が農業振興地域として指定をしておりますが、そ

のうち農用地はわずか６,２４４ヘクタールという

状況になっておるところでございます。 

 なお、中段の表に示しておりますとおり、目標

年次となります平成３８年度におきましては、農

用地は６,０３４ヘクタールとなりまして、現状値

とすると、２１０ヘクタール減少するというふう

に予測をしているところでございます。 

 また、下段には、農用地等の利用の方針を示し

ております。 

 本市の農用地区域面積は、先ほど申しましたと

おり、約４,０１７ヘクタールを予定しているとこ

ろでございます。 

 その内訳は、７ページに掲載してございますの

で、詳細は見ていただきたいと思いますが、これ

らの農用地等の利用については、農地中間管理事

業などを活用しまして優良農地として今後も維持

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。 

 ８ページの第２、農業生産基盤の整備開発計画

から１０ページの第７、農業従事者の安定的な就

業の促進計画におきましては、今般設定しました

農用地区域を優良農地として維持していくための

方針や担い手の育成、確保等の取り組み内容を記

載させていただいております。 

 その内容としては、大きく２点ですけれども、

農地中間管理事業、日本型直接支払制度等の活用

や担い手、集落営農組織に農地利用の集積・集約

を図りながら農地の保全を図ること、それから農

業公社が実施する研修制度や関係機関と一体とな

った指導・支援により、農業経営者や認定農業者、

青年等を育成しようということと等が主な記載内

容となっておりまして、これらの事業展開をしな

がら農用地区域を優良農地として維持したいとい

うふうに考えているところでございます。 

 １０ページでございますけれども、１０ページ

の第８、生活環境施設の整備計画につきましては、

安全性など、それぞれの項目について、第２次薩

摩川内市総合計画に記載されております内容を示

しておりますので、御参照いただきたいと思いま

す。 

 続きまして、１１ページでございます。第２次

薩摩川内市食育・地産地消推進計画（案）でござ

います。 

 当該計画につきましては、２４年３月に、５年

後でございます平成２８年度を目標とした、この

薩摩川内市食育・地産地消推進計画を策定しまし

て、食育・地産地消の取り組みを展開してきたと

ころでございますが、本年度、計画期間に達する

ことから、これまでの取り組み、検証を振り返り

ながら、第２次の推進計画を策定中であるところ

でございます。 

 １２ページをお開きください。 

 １２ページは、目次をお示ししております。 

 今回の推進計画では、六つの項目と参考資料で

の構成を予定しているところでございまして、こ

のページに付してありますページ番号につきまし

ては、本冊のページ番号をお示ししておりますの

で、御注意いただきたいと思います。 

 １３ページには、計画策定の趣旨をお示しして

おるところでございますが、第２次推進計画では、

これまでの現計画を踏襲したものとしているとい

うことの内容記載等をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 １４ページをお開きいただきたいと思います。 

 １４ページには、計画の位置づけと計画期間を

お示ししております。 

 この計画でございますけれども、これは食育基

本法など国の法律に基づく計画でございまして、

第２次薩摩川内市総合計画の分野別計画として位

置づけておるところでございます。 

 また、昨年３月に国が策定しました第３次食育

推進基本計画や県が策定しました第３次かごしま
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の食交流推進計画や本市が策定している関連計画

と整合を図ることとしているところでございます。

計画期間は、平成２９年度から３３年度までの

５カ年間としております。 

 １５ページをお開きいただきたいと思います。 

 １５ページにつきましては、先ほど差しかえを

させていただきました資料で説明をさせていただ

きます。 

 １５ページには、現在の計画で設定しました数

値目標に対します評価といたしまして、平成

２２年度の現状値に対して設定した平成２８年度

目標値に対する平成２６年度における評価結果を

示しております。 

 現在の計画では、１３の目標項目を２４に区分

した目標値を設定しながら、それぞれの活動を展

開してきたところでございます。 

 これに対する平成２６年度時点の評価結果では、

表の右端にお示ししておりますとおり、目標を達

成している「◎」が９区分、目標に向かっている

「○」が５区分、計画策定時よりも悪くなってい

る「×」が９区分などとなっているところでござ

います。 

 これらのことから、目標項目１１に示しますと

おり、食育・地産地消に対する市民の認知度や関

心は高まっていることなど一定の評価があったも

のの、目標項目の５・７・８及び９に示すとおり、

若年層の朝食欠食や野菜・魚を食べる人が少ない

などの課題が見えてきたところでございまして、

今回は、この検証結果や振り返り等を踏まえなが

ら、第２次計画の検討を行ってまいったところで

ございます。 

 １６ページをお開きいただきたいと思います。 

 １６ページは、今回策定いたします目標をお示

ししております。 

 今回の計画では、目指すべき姿、基本目標を、

これまでの計画を踏襲した「『さつませんだいの

“食”』を通じた健康で豊かな食生活の実現」と

しておりまして、これを実現するための推進目標

として２項目を設定しているところでございます。 

 １７ページでございますが、計画の方針と施策

としての基本目標を実現するための体系をお示し

しているところでございます。 

 基本目標を実現するための推進目標のうち、上

段の「ライフステージや生活実態に合わせた『さ

つませんだいの“食”』の実践」、いわゆる食育

では、三つの推進方策と九つの具体的施策を、ま

た下段の２の『さつませんだいの“食”』の実現

に向けた本市農林水産物の供給支援、地産地消で

も、三つの推進方策と六つの具体的施策を設定し

ながら、食育・地産地消の推進に取り組むことと

しておるところでございます。 

 １８ページをお開きいただきたいと思います。 

 １８ページから２１ページには、計画推進のた

めの方策としまして、六つの推進方策ごとに

１５の主要な施策の具体的な取り組み内容をお示

ししているところでございますので、詳細は御参

照いただきたいと思います。 

 これら１８ページから２１ページに記載してあ

ります取り組みを展開しながら、基本目標の実現

を目指してまいりたいというふうに考えておると

ころでございます。 

 続きまして、２２ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ２２ページには、計画の実現に向けた推進体制

をお示ししております。今般策定します推進計画

におきましては、薩摩川内市食育・地産地消推進

協議会を中心に、薩摩川内市民を初め関係機関と

団体が相互に連携・協力しながら一体的に取り組

むことで、基本目標である「『さつませんだいの

“食”』を通じた健康で豊かな食生活の実現」を

目指すということにしているところでございます。 

 早口になりましたが、以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、このことも含め、これより所管事務

について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）この２１ページに、直売所

等の本市農林水産物の販売拠点の充実強化という

ことで、大変すばらしいことで、あそこに港のほ

うにとれたて市場が開設されましたね。これの当

初からの売り上げの推移というか、どういう状況

なのか。いろいろ規模的には、私は前から言って

きたのは、蓬莱館みたいな、ある程度の、駐車場

は広いんだけど、規模的に小さいもんだから、長

期的に見たときに、近隣にあれ以上の規模ができ

たら、やっぱり大変こたえるんじゃないかと思う

んですが、そういう今の最初からの、まだ期間は

短いんですけれども、状況を教えてください。 

○委員長（下園政喜）川畑委員、所管外だそう
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です。 

○委員（川畑善照）これ、所管外。今、説明が

あったもんだから。 

 ごめんなさい。わかりました。ここに、写真も

２１ページに載っているもんだから、申しわけな

い。また、よろしく。 

○委員長（下園政喜）答弁できますか。どうぞ

部長。 

○農林水産部長（橋口 誠）昨年の１１月に

オープンいたしまして、おかげさまで、特に土日

は非常にお客様も多ございます。 

 先日も、土曜日にマグロまつりを開催させてい

ただきまして、解体ショーをやらせていただきま

した。 

 まだ、１年を通さないと、実際の売り上げの関

係というのは、数字は出そろわないところなんで

ございますけれども、ある程度、目標値に近い数

字で推移してきているというお話は聞いておりま

す。 

 あと、それと広さの問題ですけれども、やはり

最初は、御存じのとおり、飲食業組合と川内の漁

協がタイアップしておつくりになると。やはり、

私どもいろんな補助金をいろいろ考えまして、最

後は県の地域振興の補助金を２分の１いただくと

いうことですね。事業費の関係やらがございまし

て、あの面積が精いっぱいだったということでご

ざいます。 

 今後、ですから将来に向けて、今、川畑委員が

おっしゃいましたように、駐車場が広うございま

すので、あれで今後、売り上げが伸びて、また漁

協さんなんかの思い、県との協議なんかがそろっ

ていけば、将来、拡張できればいいなという思い

ではおりますが、今現時点では、今の形の中で頑

張っていただきたいと思っているところでござい

ます。 

○委員長（下園政喜）ほかに質疑ありませんか。 

○委員（中島由美子）この１５ページの薩摩川

内市食育・地産地消推進計画で現状値ということ

で、「◎」「○」「×」と評価をされたんですが、

詳しい調査をされたんだと思うんですが、学校現

場でしっかり推進していけるものと、この若い人

たちですね、２０歳代・３０歳代男性、２０歳代

女性、この朝食欠食者の割合というのが全て

「×」なわけですが、このあたりにはどのような

アプローチをして「○」に近づけていかれるのか。

難しいものはあると思うんですけど、何か手を打

っていく考えがあるのかというのをちょっとお聞

きしたいと思います。 

○農政課長（中山信吾）今、委員のおっしゃる

とおりでございまして、それにつきましては、

１７ページに示してございます計画の方策と施策

のところにございますが、そのうちの推進方策の

１番、２番で御理解いただければと思います。特

に若い世代に食の大切さを理解していただくこと

によって、その方が１０年後、２０年後、成人さ

れたり成長されていくわけですから、各ライフス

テージに合わせた健康で豊かな食育の推進もしな

いといけないということで、３番目に記させてい

ただいております。そのもとになりますのは、や

っぱり若年層、小学校とかに正しく理解させると

いうのがまず基本だろうということで、今回は、

そういうことで、家庭、それから地域を交えた中

で、そういう食育を展開するということ、それか

ら低年齢層の学校とか保育園とか、そういうころ

から正しい食育について理解させるという取り組

みを展開することで、少しでもこういう若年層の、

特に２０歳代・３０歳代の朝食欠食の割合とか、

その辺が減るようにしていけばなということで、

直接的じゃないですけれども、間接的に１０年後、

２０年後の本市の食育の理解を深めていただくと

いうような形での計画で取り組んでいきたいとい

うような形で整理させていただいているところで

ございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑が尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の発言を許します。 

○議員（森満 晃）済みません、４ページの今

度の計画の全体的な見直しの中で、この除外予定

地の内訳で、川内が３７.３ヘクタール。その中で、

先ほど説明いただいたんですけれども、久見崎の

開発予定地が２７ヘクタールぐらいあるというこ

とで、全体的な話は私たちも聞きまして、ちょっ

と所管外かもしれないんですが、今後、個別に交

渉に行くと思うんですけれども、この２７ヘク

タールの中で、現在、まだ５軒ぐらい田んぼをつ

くっていらっしゃる方がいらっしゃって、恐らく

大丈夫だと思うんですけれども、「ことし田んぼ

をつくれるのけ」というちょっと相談を最近受け

まして、まだ個人的な話に入っていないもんです



－17－ 

から、その辺の状況がもしわかられましたら、ち

ょっと御説明いただければと思うんですが。 

○農政課長（中山信吾）今回、農用地区域から

は除外するということになりますけれども、地目

としては、現状でも、その地域からは省かれます

けれども、農地でございますので、ですから区域

から外れたことで水稲作付ができなくなるとか、

そういうことでは全くございません。そういう優

良農地として今後も振興するエリアからは省いた

ということでございますので、農地として活用さ

れる分についても、それは御本人様の意思があれ

ば、それは一向に構いませんので、そういう御理

解でいただきたい。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

○議員（帯田裕達）ちょっとお聞きします。 

 ２１ページの直売所等の本市農林水産物の販売

拠点の充実強化で、施策のところに、（１）の

ア・イに、取り組み支援と販売拠点の強化とあり

ますが、具体的にどういうことをなさるのか、教

えていただきたい。 

○農政課長（中山信吾）これは、具体的にハー

ド事業とかは考えておりませんで、今、それぞれ

農産物販売所がいろいろ地域に点在しております

けれども、なかなかそこのネットワークが図られ

ていないという声を各それぞれの直売所の皆様方

からお伺いいたします。そういうところをソフト

的なところから入り込んでいただきまして、今後、

それぞれの直売所が活性化できるために、仮に

ハード的なものが必要であるというふうな結論が

出れば、そういう支援の検討もしていかないとい

けないというふうに考えておるところでございま

すが、まずここで申し上げますのは、それぞれ点

在しておりますそれぞれの販売所がそれぞれの地

域の販売拠点として生き残るためのノウハウを持

っていただいたりとか、横の連携をしながら、よ

り販売効率の高い直売所をつくるとか、そういう

ことのソフト的な対応を、当面は、そういうとこ

ろで市として支援させていただければなという思

いでの内容記述になっております。 

○議員（帯田裕達）大体わかりましたけど、こ

れからのことでしょうから、農産物直売所に対す

る取り組み支援と、その水産物の販売強化につい

ては、やはり出している人たちも、いろいろ悩み

事もあるだろうし、こういう生産について、大根

１本、こういうふうにしたらもうちょっといいの

ができるだろうなとか、今、課長がおっしゃった

ように、横の連携を密にして生産額につながるよ

うに要望しておきます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、農政課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△林務水産課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、林務水産課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第３６号一般会計予算を議

題とします。 

 まず、農林水産部長に概要説明を求めます。 

○農林水産部長（橋口 誠）それでは、林務水

産課の平成２９年度の施策の概要につきまして説

明させていただきますので、当初予算概要の

９０ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、９０ページ下段の森のめぐみの産地づく

り事業は、適正な竹林管理や整備を推進し、タケ

ノコ、竹材の生産増大を図るため、生産者による

竹材搬出、運搬に要する労務費や施肥に要する経

費を支援するものであります。 

 次に、９１ページの上段をごらんください。 

 かごしま竹の郷創生事業は、本市特産品の一つ

であります早掘りタケノコの生産振興を図るため、

竹林改良や管理路整備に対する支援を行うもので

ございます。 

 同ページ中段の有害鳥獣駆除対策事業は、イノ

シシ・シカ等によります農作物被害を防止するた

め、有害鳥獣駆除を市猟友会に委託するものであ

ります。 

 ９２ページ上段の甑島水産物地産地消促進事業

は、甑島産水産物の本市本土地域への販路の拡大

と新たな流通体系の構築強化に向けての甑島漁協

が取り組みます出荷に要する輸送費の補助を行う

ものであります。 

 同ページ中段の甑島漁業再生支援交付金事業は、

甑島地域におけます漁業の生産工場や漁場の再生

に関します実践的な取り組みにつきまして、集落
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協定に基づき事業実施しました漁業集落への交付

金であります。 

 ９３ページ上段をごらんください。 

 水産物供給基盤機能保全計画策定事業は、漁港

施設の長寿命化と更新コストの平準化・縮減化を

目的として、機能保全計画の策定を行うものであ

ります。 

 同ページ中段の県営事業漁港施設整備事業負担

金は、県管理漁港の県営事業漁港施設整備事業に

係ります負担金であります。 

 以上で、私のほうからの概要説明を終わります

が、予算の詳細な説明につきましては、課長のほ

うから説明させていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○林務水産課長（永田一朗）それでは、議案第

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算林務

水産課に係る当初予算について、歳出予算のほう

から御説明させていただきたいと思います。 

 予算調書の１６２ページをお開きください。 

 ６款４項１目林業総務費では、８,８６１万

２,０００円を計上しております。 

 内容としては、林務関係職員の人件費、各種協

議会の負担金及び林業施設の維持管理に係る経費

で、一般職１１名の人件費及び九州自然歩道であ

るいむた池遊歩道草払等業務委託料並びに県治山

林道協会負担金等が主なものでございます。 

 次に、下の段の６款４項２目林業振興費の林業

振興育成費では、７,２１０万７,０００円を計上

しております。 

 内容としましては、有害鳥獣捕獲、森林づくり

推進員活動、特用林産振興、森林整備地域活動支

援事業等による林業振興に係る経費で、経費の主

な内容につきましては、農林産物被害を防止する

ための有害鳥獣捕獲等業務委託や川薩地域たけの

こ振興協議会負担金、また補助金として、林業事

業体が行う民有林の間伐及び台風による被害木整

理等経費に対して支援する林業就労改善推進事業

補助金、タケノコ、竹林の生産増大を図るため、

生産者による伐竹材搬出、運搬、施肥に要する経

費を支援する森のめぐみの産地づくり事業補助金

や、更には竹林改良や管理路整備に対する支援を

行うかごしま竹の郷創生事業補助金、交付金とし

ましては、森林施業の集約を図り、効率的な林業

生産活動を促進するため、林業事業体が行う集約

化施業に必要な森林調査や森林所有者の合意形成、

作業路網の改良活動に対して支援する森林整備地

域活動支援交付金であります。 

 次に、予算調書の１６３ページをお開きくださ

い。 

 同じく６款４項２目林業振興費の松くい虫駆除

費では、２９５万７,０００円を計上しています。 

 内容としては、松くい虫被害対策自主事業に係

る経費で、被害木の伐倒駆除及び無人ヘリでの薬

剤散布の委託料であります。 

 下の段の同じく６款４項２目林業振興費の市有

林管理費では、５１６万８,０００円を計上してお

ります。 

 内容としては、市有林の管理及び森林保険料に

係る経費で、保険料及び支障木等伐採業務委託料

が主なものであります。 

 次に、予算調書の１６４ページをごらんくださ

い。 

 同じく６款４項２目林業振興費の市有林保全整

備事業費では、８７１万１,０００円を計上してお

ります。 

 内容としては、市有林の植栽・保育に係る経費

で、平成２７年度から、甑島を除く本土の市有林

の一部を地域を分け林業事業体へ経営委託してい

ますが、市有林において林業事業体が行う植栽や

下刈りの負担金が主なものでございます。 

 下の段の６款４項３目治山林道費の治山事業費

では、１,６９１万９,０００円を計上しておりま

す。 

 内容としては、山地崩壊から人家及び山林等を

守るための治山事業に係る経費で、測量設計業務

委託料及び工事請負費が主なものであります。 

 次に、予算調書の１６５ページをお開きくださ

い。 

 同じく６款４項３目治山林道費の林道管理費で

は、５,０８５万５,０００円を計上しております。 

 内容としては、林道の維持管理に係る経費で、

草刈り管理業務委託料や機械借り上げ料、補修工

事費、原材料費並びに広域基幹林道紫尾線の維持

管理協議会負担金などが主なものであります。 

 下の段の同じく６款４項３目治山林道費の林道

建設費では、２１２万７,０００円を計上しており

ます。 

 内容としては、林道整備等の事業に係る経費で、
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林道津田鬼川内線の簡易舗装の工事請負費が主な

ものであります。 

 次に、予算調書の１６６ページをごらんくださ

い。 

 ６款５項１目水産総務費では、５,６８５万

９,０００円を計上しております。 

 内容としては、水産関係職員の人件費、各種協

議会負担金及び水産行政に係る経費で、甑島地域

に配置しています水産専門員二人分の報酬と一般

職員６人分の人件費及び鹿児島県漁港漁場協会負

担金並びに鹿児島県漁業信用基金協会への出資金

などが主なものであります。 

 下の段の６款５項２目水産振興費では、

３,４４１万６,０００円を計上しております。 

 内容としては、水産資源の維持・増大を図るた

めの稚魚放流や甑島の漁業再生のための交付金な

ど水産振興の施策に係る経費で、川内市漁協青壮

年部の藻場、干潟の保全、再生などを目的とした

水産多面的機能発揮対策事業負担金、川内・甑と

れたて市場の実施に係る水産物消費拡大事業補助

金、甑島の漁協振興を図るための離島漁業再生支

援交付金などが主なものであります。 

 次に、予算調書の１６７ページをお開きくださ

い。 

 ６款５項３目漁港管理費では、４,０４０万

８,０００円を計上しております。 

 内容としては、漁港及び漁港緑地広場等の維持

管理に係る経費で、市管内の１１漁港と併設して

設置されている緑地広場等の施設の電気・水道料

金及び唐浜漁港しゅんせつ工事並びに２８年度か

ら取り組んでいます漁港施設の長寿命化や更新コ

ストの平準化・縮減化を図ることを目的とした水

産物供給基盤機能保全計画策定事業の委託料が主

なものであります。 

 下の段の６款５項４目漁港建設費の漁港県営事

業負担金では、４６４万円を計上しております。 

 内容としては、漁港県営事業に係る経費で、甑

島における県管理漁港の県営事業漁港施設整備事

業の実施に伴い、負担金を拠出するものでありま

す。 

 次に、予算調書の１６８ページをごらんくださ

い。 

 １１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧

事業費では、林務水産課分として５,８９７万円を

計上しております。 

 内容としては、現年公共農林水産施設災害復旧

事業に係る経費で、林道・漁港の公共災害復旧に

伴う測量設計業務委託料及び工事請負費が主なも

のであります。 

 下の段の１１款１項２目現年単独農林水産施設

災害復旧事業費では、林務水産課分として

２,４０８万３,０００円を計上しております。 

 内容としては、現年単独農林水産施設災害復旧

事業に係る経費で、林道・漁港の公共災害復旧の

対象とならない災害箇所を復旧する経費でありま

す。 

 続きまして、歳入予算の御説明をいたします。 

 戻りまして、予算調書の４１ページをお開きく

ださい。 

 歳入予算の主なものについて御説明いたします。 

 １３款１項１目農林水産業費分担金８０万円は、

治山事業の分担金として受益者から収入されるも

のであります。 

 １５款１項４目災害復旧費負担金３,９２０万円、

１６款２項４目農林水産業費補助金８,０１１万

４,０００円、１６款２項９目災害復旧費補助金

４７５万円、１６款３項４目農林水産業費委託金

の松くい虫駆除事業委託金１８５万２,０００円に

ついては、歳出に伴い、それぞれ収入されるもの

であります。 

 予算調書の４２ページをごらんください。 

 ２１款５項４目雑入の松くい虫駆除事業補償金

１１０万１,０００円についても、歳出に伴い、そ

れぞれ収入するものでございます。 

 続きまして、債務負担行為の御説明をいたしま

すので、予算に関する説明書の１０ページをお開

きください。 

 林務水産課分は、第３表債務負担行為の２枚目

の中ほどになりますが、甑島地域漁船建造資金利

子補給について、期間を融資を受けた資金の返済

の完了する日までとし、限度額については、漁業

者が経営安定のために融資機関から融資を受けた

額の利子補給額として債務負担行為を設定するも

のであります。 

 これは、甑島地域において、漁船建造等のため

に融資を受けた額の金利の３分の１を、市が契約

した金融機関へ補給するものであります。 

 以上で、林務水産課に係る平成２９年度当初予

算の説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま
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す。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（石野田 浩）松くい虫の件なんだけど、

大分、最近は、よく植えた新しい松が成長してい

るようなんだけれども、ちょっとまた大きくなっ

てくると入ったりするんだけど、そういう懸念は

ないのかな。今、状況はどうですか。 

○林務水産課長（永田一朗）この松くい虫の駆

除については、毎年行っているんですけれども、

今の状況について説明させていただきたいと思い

ます。 

 港町、あと網津町、こちらの部分についてでご

ざいますけれども、松くい虫の被害が、一応、今

のところは落ちついているのかなという状況でご

ざいます。 

 それと、あと久見崎町につきましても、市のほ

うで春に薬剤散布、あと秋季につきましては、伐

倒の駆除、そういうものを行っております。 

 同じく、被害についても落ちついているのかな

という形で考えております。 

 それと、あと寄田町のほうにもありますが、こ

れについては、一部を除き、松がもう枯れ尽くし

ている、そういう感じがあるということで、ここ

についても、今のところは落ちついているのかな

という形で一応推移しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（石野田 浩）最近、落ちついてきてい

るなというようには自分たちも感じるんですけれ

ども、さっき言ったように、木が成長してくると、

また入る可能性もあるんで、十分気をつけていた

だいて、入ってしまうと、また一斉にやられる危

険性があるもんだから、十分、前もって気をつけ

ていただいて、今の状況を余り安堵しないで、注

意深く見守ってほしいと思います。要望です。 

○委員（中島由美子）甑島水産物地産地消促進

事業ということで、卸し先が鹿児島市である水産

物を本市地域へということで、とれたて市なども

できたと思っているんですが、最近の状況ですね、

割合的にはどうなっているのか。鹿児島市がやっ

ぱり多いのか、それとも本市が結構ふえてきてい

るのか、その辺が把握できていたら、教えてくだ

さい。 

○林務水産課長（永田一朗）先ほどもとれたて

市の関係の部分がどうなのかという質問がござい

ましたので、その話にちょっと触れさせていただ

きたいと思います。 

 川内とれたて市場につきましては、昨年１１月

１１日にオープンしたところですけれども、

１１月の部分につきましては、直売所のほうが

７ ,３９６人のレジの通過者、この計画が

４,３２０名ということ。それと、あと薩摩海食堂

の部分につきましても、計画２,７２０名に対して

３,５３０名という形でございました。 

 １１月から１２月、１月、ここをちょっと平均

して考えた場合について、トータル的に、一応計

画よりは直売所のレジ通過者のほうですね、そう

いう部分も上回っていたと。 

 あと、薩摩海食堂の部分についても、計画より

も若干上回っていたという形でございます。 

 一応、甑島から荷揚げした部分について、鹿児

島のほう、あとこの川内とれたて市場のほうをま

た開設しておりますので、そちらの部分について

も、２８年度中については、一部、川内とれたて

市場のほうに一応入れてもらっているということ

なんですけれども。 

 ちょっと割合については、申しわけございませ

ん、今、把握していないところでございます。 

 そういう形で、とれたて市場が開設しましたん

で、そこを一応販売の拠点ということで位置づけ

ておりますので、そこを拠点とした形で、今まで

が、甑島のほうは、もう鹿児島のほうだけしか運

搬していなかったですけれども、そういう形で図

っていきたいと考えております。 

 甑島水産物地産地消促進事業、この部分につき

ましては、地産地消を促進するために、主な卸し

先が鹿児島である甑島水産物について、本市の本

土地域への販路の拡大、あと改革に伴う新たな流

通体系の構築強化に向けて、甑島漁協が取り組む

出荷に要する輸送費を補助するものということで、

２８年度については６０万円だったんですが、

２９年度については、その３倍ということで、一

応、その強化をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○農林水産部長（橋口 誠）実は、この事業は、

皆さん御存じのとおり、甑島から本土への船の関

係につきましては、国の補助金がございますので、

そちらから補助が出ます。 
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 これにつきましては、川内とれたて市場が昨年

できました。それによって、串木野港のフェリー

で運んでまいります。そこからここまで運んでく

る、要するに横持ち経費というのがあるんですけ

れども、その分の一部を補助するという制度でご

ざいます。 

○委員（中島由美子）大分、とれたて市ができ

たことで、甑島の魚が本市内に流通というか、食

べれるようになった状況になったんだなという理

解はできます。 

 まだまだスーパー等へ行きますと、甑島産とい

う魚はないんですよね、阿久根産とか。 

 キビナゴとか、結構おいしい魚が出ているなと

思って、新鮮なものは、なるだけ阿久根とかとい

うところのが甑島のなのかなとか思いながら買っ

たりするんですけれども、まだまだスーパー等で、

これは甑島の魚なんだよというのが出てくると、

またもっともっと甑島が本市内で身近になるのか

なと。なかなか行ったことない人たちもたくさん

いらっしゃるし、なかなか甑島の魚だよと言って

選んでいる人もいるのかどうかなかなか難しいも

のがあるなと思うので、せっかくこれ、拡大につ

なげていくというような事業なんで、もうちょっ

と流通していけばいいなと思いますので、頑張っ

てください。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）一応関連ですけれども、今

回、有人離島法の関係で、人の運賃は下がるんで

すけれど。流通の場合に、薩摩川内市にそういう

輸送の、船のですよ、そっちのコストがどれだけ

下がるのか。そして、やはり甑島に行った方が、

甑島で甑島の魚を食べられないということも耳に

するもんだから、少々旅行者というような腹づも

りが緩いですから、いずれにしても、向こうでや

っぱり食べさせていただく。そのアンテナショッ

プがとれたて市場だと思うし、これを有効に生か

して、どんどんアンテナショップとして広げてい

っていただきたいし、そういう運賃の関係は、薩

摩川内市のほうはどの程度なんですかね。 

○林務水産課長（永田一朗）今言われました輸

送費の話ですね、この部分については、離島活性

化事業、輸送費の支援事業というのが企画政策部

のほうが所管をさせていただいております。海上

輸送費の軽減により雇用拡大、あと離島の地域活

性化を推進し、定住促進を図るということでござ

います。魚介類だったりとか、水だったり、飲料

というものも、海上輸送するものについて支援す

るという形であります。 

 有人国境離島法についても、今、企画政策部の

ほうで調整をしているという形で聞いているとこ

ろでございます。 

 だから、我々も輸送費の支援だったりとかとい

う部分について、また協議していきたいと考えて

おります。 

○委員（川畑善照）今言われたとおり、だんだ

んそういう利便性が出てくると、甑島に行きたい

となってきますので、できるだけそれを有効利用

していただいて、薩摩川内市にそういう、例えば

駅市とか、とれたて市場をぜひ拡大するように努

めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（石野田 浩）とれたて市のところのレ

ストランというか、食堂の件なんですけれども、

あそこは今、昼食だけですよね。 

 やっぱりこれから先、ちょっと薩摩川内市で何

か新しいものを食べたいな、行ってみたいなと思

うのは、家族連れで、土曜日・日曜日だけじゃな

くて、普通の日の夕方、夕食でも食べに行けるよ

うな、そういう形のほうが、民営になっているん

で、皆さんのほうで、それをどうのこうのと言え

ないのかもしれんけれども、やっぱり指導すると

いう立場から、そういう方法と、それと少しお客

さんの話を聞くと、若干なんだけれども、高い感

があると。やっぱり１,０００円ぐらい、あるいは

１,０００円切るぐらいの昼食のメニューがあって

もいいんじゃないかというような話、そういう話

をよく聞くもんだから、林務水産課で、今、所管

がなっていますよね。 

 どうしても、所管のことをいろいろ言うわけじ

ゃないんだけれども、やっぱりあそこは観光を含

めたもので一緒にやっていかなきゃいけないのか

なと思うんで、縦割りでなくて、商工観光課、観

光・シティセールス課なんかも交えて、そういう

運営の仕方だとか、もちろん民のほうも一緒にな

って話をしながらやっていかないと。今、できた

てだからはやっているけれども、予想以上にはや

っていると、売り上げも上がっているというお話

なんだけれども、やっぱり持続性を考えると、リ

ピーターがいかにたくさん来てくれるかというの

が大事なんだと思うんで、その辺も十分吟味しな
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がら。 

 それから、物産のほうなんですけれども、農産

物の場合、特に生産者が見えてこない。ある意味、

業者の方が入れていらっしゃるよね、たしか。 

 例えば、石野田浩という名前の生産者のやつが

ぱっと出てくるとかというんじゃなくて、そうい

う業者の名前が頻繁に出てきて、本当の現地の農

産物だという感覚がちょっと薄いんじゃないかな

と思うんだけれども、その辺も十分、今後は気を

つけていったほうがいいんじゃないかというふう

に思いますけれども。 

○農林水産部長（橋口 誠）薩摩海食堂のお話

をいただきました。 

 これにつきましては、これは商工政策課がメー

ンになりながら飲食業組合の中で新しい会社をつ

くっていただいてされている。 

 ですから、私ども常に商工政策課を通じながら

お話もさせていただきながら、先ほど値段のお話

もございました。手ごろな価格から２,６００円と

いうマグロ定食なんかもありますから、その辺は、

どうしても生マグロを使っていますので、高い感

もあるのかなと思いますが、そのような値段にな

らざるを得ない。こういう御意見があったという

ことは、また商工政策課なりを通じまして御意見

としてお伝えしたいと思います。 

 それと、生産者の名前がなかなか見えないと。 

 ＪＡさんを主体としながら野菜を入れていただ

いている。その中では、お名前が張ってあるのも

ございます。また、別の農業を専門にされている

業者さんが入れているところもございますけれど

も、その辺、なるべく見える化ができるように、

その辺もまたお話をさせていただきたいと思いま

す。 

○林務水産課長（永田一朗）済みません、補足

で説明させていただきたいと思います。 

 １１月にオープンしてから、川内市漁協のほう

と、あと薩摩海食堂、それと我々薩摩川内市のほ

うにつきましては、林務水産課と、あと商工政策

課というのが組織になりまして、経営における検

討会議というのを毎月行うような形でやっており

ます。その中で、今、石野田委員のほうからあり

ました、そういう要望等について、また説明して、

その中でまたもんでいこうという形で考えており

ますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）ちょっと関連するんですけ

ど、やはりアンケート調査をとられたほうがいい

んじゃないですか。どこからいらっしゃいました

か、あるいは味はどうでしたか、そして買い物の

不便性はなかったですか、いい点はどこでしたか

と、そういうアンケートをとられたら、今後、リ

ピーターに対する対策が出てくるんじゃないかと

思います。 

 これは、一応意見です。 

○林務水産課長（永田一朗）ありがとうござい

ます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（森満 晃）１点です。 

 松くい虫の件について、先ほど説明いただきま

して、港町、久見崎町、寄田町、今は比較的落ち

ついているということですが、寄田町については、

もう枯れ尽くしたかなという感はあるんですけれ

ども。やはり今後も松を主体としてしていかれる

のか、何か松にかわる、そういう松くい虫にかか

らないような、例えば雑木でもいいのかなと思っ

たりもするんですけれども、またそういった今後

の方向性というか、そういったものがもしあられ

たら、ちょっとお願いします。 

○林務水産課長（永田一朗）今、松くい虫の部

分については、これまで国のほうの、唐浜の分に

ついては、白砂青松という形で、植栽をしてきた

という経緯がございますが、そこの部分について

も、一応、ある程度の植栽は終わったということ

で、今のところはもうやっておりませんけれども、

今のところについては、松くい虫駆除については、

駆除作業ということでヘリコプターによる薬剤散

布、あと伐倒駆除という形で、２９年度以降につ

いても、そういう形で今のところはやっていきた

いという形で考えております。 

 以上です。 

○議員（森満 晃）防風林としては、やはり松

が一番よろしいんですかね。 

○専門職（前迫俊一）海岸防風林の樹種につい

ては、やはりもともと砂地ですので、養分が少な

い、そういったところに生える樹種としては、高

木性の樹種としては松が一番適しているというこ

とで、実際植栽もされています。 
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 それ以外に、広葉樹としては、ハマヒサカキと

かトベラとか、海辺に近い樹種はあるんですけれ

ども、どうしても低木性になるもんですから、そ

ういう形で混合して、実際、試験的に植えている

ところもあるんですけれども、やはり高木性の防

風林としては、松が一番強いということです。 

 県のほうも、「スーパーグリーンさつま」とい

う抵抗性のある松のほうを開発して、これは抵抗

性ということがあるもんですから、普通の松より

は枯れにくいということで――絶対枯れないとい

うわけではないんですけれども――そういったも

のを海岸防災林に植栽しながら、先ほどから申し

ていますとおり、空中散布による防除と、枯れた

ものの伐倒駆除ということで海岸の防災林を守っ

ていくような取り組みをしていくというような形

になっております。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

○議員（松澤 力）済みません、ちょっと１点

だけお伺いさせてください。 

 当初予算概要の中で、甑島の離島の漁場再生支

援ということで交付金の事業があると思うんです

けれども、現状、この中では、先ほどの輸送費の

話とか、甑島の方は、かなり御苦労されていると

思うんですけれども、実際、１世帯当たりの収入

的には、甑島の漁業関係の方とそれ以外の川内の

方でどれぐらい違いがあるのかというのが、わか

れば教えていただけたらと思うんですけれども。 

これは、支援の目的としては、輸送のところを

サポートするということが目的というところにな

るんですかね、収入のサポートというところにな

るんですかね。 

○林務水産課長（永田一朗）予算調書の

１６６ページですね。離島漁業再生支援交付金に

つきましては、島内に７の漁業集落がございます。

言いますと、里町、浦内、平良、鹿島、長浜、青

瀬、手打、この７漁業集落でございますけれども、

魚場の再生力の向上等を目的にしまして、産卵床

の整備、あとウニの駆除だったりとか、それと今、

スジアラというアラなどの放流等を行っておりま

す。 

 その他、水産物の販路拡大を行うとともに、漁

村の活性化につながる取り組みに対して支援を行

うという形でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

 休憩いたします。再開は、おおむね１３時とし

ます。よろしくお願いします。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５８分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 ０時５６分開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、今回、当局からの報告事項はないようで

す。それでは、これより所管事務について審議に

入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、林務水産課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△畜産課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、畜産課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第３６号一般会計予算を議

題とします。 

 まず、農林水産部長に概要説明を求めます。 

○農林水産部長（橋口 誠）それでは、畜産課

の平成２９年度の施策の概要について説明させて

いただきますので、当初予算概要の８６ページを

お開きいただきたいと思います。 

 ８６ページ中段の甑地域獣医師委託料は、甑島

地域における獣医師の業務委託に要する経費でご
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ざいます。 

 同ページ下段の家畜防疫対策事業は、牛の異常

産発生防止のため、牛異常産四種混合注射に係る

経費の一部を助成するもの、また家畜伝染病発生

防止のため、消毒薬、消石灰及び消毒マットを購

入するものであります。 

 ８７ページの上段をごらんください。 

 青年就農給付金事業は、就農初期段階の青年就

農者に対する支援金の助成事業であります。 

 同ページ中段及び下段の産地農業後継者支援事

業及び産地農業活性化支援事業は、農政課の事業

と同様に、認定農業者等への施設整備、機械導入

等に対する助成事業であります。 

 ８８ページ上段の畜産施設整備支援事業は、肉

用牛生産農家の生産基盤の確立及び指標管理の効

率化に資するため、畜舎整備等の経費の一部を支

援するものであります。 

 同ページ中段の活動火山周辺地域防災営農対策

事業は、やはり農政課の事業と同様に、桜島降灰

対策としての共同機械の導入等に対する助成事業

であります。 

 ８９ページの中段をごらんください。 

 優良家畜保留導入支援事業は、血統、体系にす

ぐれた雌子牛等を地元に残すことにより、家畜の

改良を促進していくため助成事業であります。 

 ９０ページ上段の肥育素牛導入支援事業は、厳

しい経営の安定に資するため、肉用牛肥育農家に

対しまして、薩摩中央家畜市場等で肥育素牛を導

入した場合に、その費用の一部を助成するもので

あります。 

 同ページ中段の畜産基盤再編総合整備事業（県

北基盤地区）は、畜産の安定的発展を図るため、

遊休農地や低利用地等の開発可能地を活用した狩

猟基盤の開発整備や農業用施設の整備を図り、地

域畜産の活性化を促進しようとするものでありま

す。 

 以上で、私のほうからの説明を終わります。 

 予算の詳細は、課長のほうから説明させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○畜産課長（小城哲也）畜産課です。よろしく

お願いします。 

 議案第３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計

予算について、説明いたします。 

 畜産課予算のうち、歳出予算は、予算調書の

１６１ページをお開きください。 

 １６１ページの上段、６款２項１目畜産総務費

９,６９２万７,０００円は、畜産振興の担当職員

及び畜産行政に係る経費で、畜産業務嘱託員１人

及び畜産課職員１０人分の人件費ほか、甑地域に

おける家畜診療業務などの委託料、県有牛貸し付

け返納のための備品購入費、負担金として、川薩

畜産共進会負担金ほか４件分の７１万円を計上し

ております。 

 また、特別導入事業基金繰出金１万６,０００円、

優良牛導入資金貸付基金繰出金１万６,０００円を

計上しております。 

 次に、畜産振興育成事業費です。 

 続いて、下段の同じく６款２項１目畜産振興育

成事業費１億３,２０６万１,０００円は、各種畜

産共進会及び畜産振興に係る各種補助事業に係る

経費です。 

 補助金といたしまして、先ほども説明がござい

ましたが、経営の不安定な就農初期段階の青年者

に対しましての青年就農給付金事業給付金

１,２７５万円、これは９人分でございます。 

 ５５歳以下の認定農業者等への産地農業後継者

支援事業補助金１,２２７万円、９件分です。 

 産地農業後継者を除く認定農業者及び産地農業

後継者を除く３戸以上の団体に対しての産地農業

活性化支援事業補助金６９７万５,０００円、６件

分です。 

 桜島の降灰の影響を軽減するための活動火山周

辺地域防災営農対策事業補助金８９２万円、畜産

施設整備事業補助金１,３３１万６,０００円、優

良家畜保留導入事業補助金ほか１１件の畜産振興

に係る補助金２,４５０万１,０００円、畜産の安

定的発展を図るための飼料基盤や農業用施設の整

備を図るための畜産基盤再編総合整備事業（県北

基盤地区）負担金４,７１３万８,０００円を計上

しております。 

 以上のとおり、平成２９年度における畜産課分

の歳出予算は、平成２８年度当初予算より

７,０９３万４,０００円の減となっております。 

 以上が、歳出予算の概要です。 

 続きまして、畜産課予算のうち歳入予算は、予

算調書の４０ページをお開きください。 

 予算調書の４０ページ１行目、１４款１項４目

使用料のうち、農林水産使用料２４万８,０００円
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は、農業使用料のうち下甑堆肥センター使用料が

主なものです。 

 一つ飛びまして、１６款２項４目県補助金のう

ち、農林水産業補助金８２８万３,０００円、農業

費補助金は、活動火山周辺地域防災営農対策事業

補助金です。 

 その下、１７款１項１目財産運用収入のうち、

財産貸付収入４６万９,０００円、土地建物貸付収

入、これにつきましては、甑地域における牧場な

どの貸付料でございます。 

 一つ飛びまして、１７款２項２目財産売払収入

のうち、物品売払収入２４６万９,０００円は、甑

地域における６頭分の県有牛譲渡代金でございま

す。 

 一つ飛びまして、２１款５項４目雑入

３,４７９万９,０００円のうち、雑入５１万

６ , ０ ０ ０ 円 は 家 畜 共 済 病 傷 共 済 金 等 、

３,４２８万３,０００円は畜産基盤再編総合整備

事業に係る事業実施者の自己負担金分でございま

す。 

 次に、債務負担行為について説明させていただ

きます。 

 予算に関する説明書の１０ページをお開きくだ

さい。 

 １０ページ、第３表債務負担行為、畜産課分は、

資料の上から５段目です。 

 特別農協有牛導入等事業資金利子補給で、期間

は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間

です。 

 限度額は、畜産農家が経営安定のために農協か

ら融資を受けた額の利子補給額です。 

 これは、薩摩川内市特別農協有牛導入等事業利

子補給金交付規則に基づくもので、和牛生産農家

が当該事業を活用いたしまして繁殖雌牛を導入し

た場合、資金貸し付けに係る利子のうち１％を市

が利子補給するものでございます。 

 以上で、説明は終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願いいたしま

す。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか。 

○委員（石野田 浩）今、子牛の価格が非常に

よくて、畜産農家の人たちは大分所得向上になっ

ていると思うんですけれども、ただ生産者の数は

減っているんじゃないかと思うんだけれども、相

対的な頭数は減らないにしても、生産者の数はだ

んだん減りつつあって、後継者がやっぱり非常に

難しいのかなというのもあると思うんですけれど

も、その辺の状況をちょっと教えてください。 

○畜産課長（小城哲也）今、質問のありました

ことにつきまして、戸数の推移につきまして、平

成２７年度が、繁殖牛で３１７戸、２６年度は

３３２戸ということで、１５戸の減となっており

ます。 

 肥育につきましては、２２戸ということで、横

ばいということで、戸数は若干減ってはおります。

そして、頭数につきましては、繁殖のほうが、

２６年度に対しまして９０頭増の４,５５７頭、そ

れと肥育のほうが４２６頭増の５,７１６頭、あと

豚、ブロイラー、採卵等につきましては微増で、

減増というような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（石野田 浩）畜産は１次産業の中でも

非常にいいという話なんですが、それでもなおか

つ生産者が減っていくというところに問題がやっ

ぱりあるんじゃないかなと思うんですよ。 

 だから、これを、いい、いいと言われながら、

何で減っていくんだろうと。当然、後継者不足は、

高齢化しているもんだから、それに追いつかない

ということなんだろうけれども、やっぱり後継者

を育てる、あるいはそういう状況をつくっていく

というのが、また行政の仕事ではないかと思うん

ですけれども、その辺のお考えはどうですか。 

○畜産課長（小城哲也）今ありましたが、若い

後継者を育てる、また新規参入をふやしていきた

いというのは、当然、どの農業についても同じだ

と思っております。 

 そこで、先ほどありました、非常に畜産の場合

は初期投資がかかります。あと、技術も非常にな

いとやっていけないということで、いろいろ国・

県・市の単独事業を活用しながら、やる気のある

農業づくりを畜産はさせていきたいと思っておる

ところで、それにつきましては、技連会畜産部会、

関係機関、またそれとあと部会も一体となりまし

て、そういった育っているほうに、また前向きに

一人でも多くしていければと思っております。 

 以上です。 

○委員（石野田 浩）確かに初期投資が、これ

だけ子牛の価格も上がってくると、仕事としてや
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っていくには、非常にお金がかかるのかなという

気がするんですよ。 

 だけど、これやっぱりほっとけない状況だと思

うんで、何とかいろんなことを考えながら施策を

立てて、そしてやっぱり衰退しないようにしてい

かないと、せっかく日本一いい値段の牛が出てい

るところですから、それは大事にしていかなきゃ

いけないと思うんで、今におごらず、頑張ってい

っていただきたいなと、そう思います。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（永山伸一）畜産総務費が７,０９３万円

減、それから雑入が６,７５３万円減と、大きいの

か、そうでもないのか、その辺の判断はよくわか

らないんですが、要因を教えていただきたいと思

います。 

○畜産課長（小城哲也）先ほどの減の主な要因

につきましては、一応、公共事業、クラスターが

昨年まであったわけですが、それが繰り越しとな

った関係で減っているというのもございます。相

対的にいけば、それを除けば、大体毎年同じぐら

いかなということで考えております。 

  以上です。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、今回、当局からの報告事項はないようで

すが、それではこれより所管事務についての質疑

に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）先ほど農政課のほうでも、

キンカンだったりカボチャを加工してアジアのほ

うに貿易に出しているというのをお聞きしたんで

すけれども、私のとこにちょっとお話が来るのが、

やっぱり中国人が鹿児島の黒牛を相当欲しいとい

うことで、牛をなかなか海外に出すと、中国市場

だったりに出すのは難しいということなんです。

こういった規制緩和というか、枝肉にしたりとか、

そうやって加工にして出したりとか、今後、そう

いった考えがあるのか。そういったのをクリアす

るのには、相当大変だと思うんですけど、牛にも

車検証みたいなのがついているというのもお聞き

しますし、海外に出すのは厳しいというのを聞く

んですけれども、またそういった流れというか、

畜産課のほうにそういったお話とかがあれば、聞

かせてもらえればと思うんですけれども。 

○畜産課長（小城哲也）先ほども輸出の関係の

話がちょっとあったようですが、参考までに、本

県、鹿児島県からの認定施設牛肉の輸出状況とい

うことで、２７年の４月から９月までが、今、手

元に入っている情報ですが、２８７トン、アメリ

カ、香港、カナダ、約１１カ国ですね。こちらの

ほうに輸出をしているということで、２６年度が

５３０トンということで、２７年度につきまして

は、過去最大の１１０億円を輸出しておるという

ことで、あと加工等々につきましては、ちょっと

まだ何て回答したらいいのかあれなんですが、詳

細につきましては、主幹のほうにちょっと答えさ

せたいと思います。 

○主幹（木場憲司）ただいまの牛肉の輸出状況

につきましては、現状としましては、今、課長が

お話ししたとおりなんですが、薩摩川内市にのざ

き牧場がございます。あそこが独自で「のざきブ

ランド」という形で、香港、シンガポールをメー

ンとした牛肉輸出をしているという現状がござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質問はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、畜産課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△耕地課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、耕地課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 
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○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第３６号一般会計予算を議

題とします。 

 まず、農林水産部長に概要説明を求めます。 

○農林水産部長（橋口 誠）それでは、耕地課

の平成２９年度の施策の概要について説明させて

いただきますので、当初予算概要の９３ページを

ごらんいただきたいと思います。 

 ９３ページ下段の市単土地改良事業は、農業生

産基盤であります農道・水路等の改良事業や維持

補修に係る経費であります。 

 ９４ページ上段の団体営土地改良事業は、団体

事業によりまして農業生産基盤を整備するもので

ありまして、ため池ハザードマップ作成と祁答院

地区の暗渠排水、農道整備工事を行うものであり

ます。 

 同ページ中段の農業施設負担金補助は、市土地

改良区への運営補助金であります。 

 同ページ下段の多面的機能支払交付金事業は、

農業・農村の多面的機能の維持発展のための地域

活動に対しての支援を行うものであります。 

 ９５ページの上段をごらんいただきたいと思い

ます。 

 農業施設県営事業負担金は、県営事業によりま

す農業生産基盤及び農村生活環境基盤の整備に要

する負担金であります。 

 同ページ中段の維持管理適正化事業は、県営事

業において整備いたしました土地改良施設の整備

に要する経費、同じく下段の湛水防除施設管理事

業は、市内の１８排水機場の施設管理及び維持補

修に要する経費であります。 

 以上で、私のほうからの説明を終わります。 

 予算の詳細につきましては、課長からさせます

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○耕地課長（堀ノ内美年）それでは、一般会計

予算の歳出について、御説明申し上げます。 

 予算調書の１６９ページをお開きください。 

 ６款３項１目農業土木総務費９ ,４１４万

７,０００円で、行政事務嘱託員１名、一般職員

１１人の人件費、広域農道トンネルの電気料等で

ございます。 

 次に、下段になります。６款３項２目市単土地

改良事業費１億１,３４６万３,０００円で、農業

生産基盤整備のための農道・水路等、各種農業用

施設の改良工事、維持・修繕及び原材料費が主な

ものでございます。 

 次に、１７０ページでございます。 

 同目県単土地改良事業費３００万円で、農業農

村活性化推進施設等整備事業を導入しまして、大

村地区の揚水ポンプ整備工事を実施するものでご

ざいます。 

 次に、下段でございます。同目団体営土地改良

事業費４,９００万円で、農業基盤整備促進事業を

導入し、ため池ハザードマップ作成業務委託、そ

れから祁答院地区の暗渠排水工事、農道整備工事

を実施するものでございます。 

 次に、１７１ページでございます。 

 同目農業施設負担金補助金１億４,９４０万

２,０００円で、農業・農村の多面的機能の維持・

発展のための地域活動に対して支援を行う多面的

機能支払交付金、２９地区でございますが、これ

と薩摩川内市土地改良区の補助金が主なものでご

ざいます。 

 次に、下段でございます。同目農業施設県営事

業負担金３,１１２万４,０００円で、県営事業実

施に要する市の負担金であります。 

 次に、１７２ページでございます。 

 同目水路利用事業費７６４万９,０００円で、高

城川右岸で妹背橋上流に位置します川内右岸地区

第２揚水機場の運転管理に要する経費及び川内川

多目的取水管理組合負担金でございます。 

 次に、下段でございます。同目維持管理適正化

事業費１,５１４万円で、湯島排水機場ポンプ改修

工事にかかる経費でございます。 

 次に、１７３ページでございます。 

 同目ダム管理費６９２万１,０００円で、防災を

目的とする清浦ダム――入来町でございますが

――これらの維持管理に関する経費でございます。 

 次の下段になります。６款３項３目湛水防除施

設管理費９,７３９万７,０００円で、集中豪雨時

における排水機場１９カ所でございますが、の運

転経費及び施設管理や維持補修に関する経費でご

ざいます。 

 次に、１７４ページでございます。 

 １１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧

事業費１億１１３万６,０００円で、災害復旧費の

見込み額でございます。 

 次に、下段でございます。１１款１項２目現年
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単独農林水産施設災害復旧事業費３,０００万円で、

公共災害に該当しない単独災害復旧の見込み額で

ございます。 

 続きまして、歳入予算について御説明いたしま

す。４３ページをお願いいたします。 

 １３款１項１目農林水産事業費分担金は、土地

改良事業実施地区からの事業費の一部として歳入

する分担金でございまして、用排水施設等は５％、

圃場整備等は１０％でございます。 

 １３款１項３目災害復旧費分担金は、現年公共

農林水産施設災害復旧費分担金でございます。 

 １４款１項４目農林水産使用料は、農道占用料

と行政財産使用料でございます。 

 １５款２項４目農林水産業費補助金２,２００万

円で、団体営土地改良事業費補助金でございます。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金１億

９０９万７,０００円で、多面的機能支払交付金等

でございます。 

 １６款２項９目災害復旧費補助金は、現年公共

農林水産施設災害復旧事業費補助金でございます。 

 １６款３項４目農林水産業費委託金は、権限移

譲事務委託金でございます。主に土地改良区の検

査等に行う必要でございます。 

 ２１款５項４目雑入は、さつま町との行政界に

位置します広域農道のトンネルの電気使用料の負

担金分でございます。 

 それと、湯島排水機場ポンプ改修工事の土地改

良施設維持管理適正化事業交付金としての

９００万円でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、今回、当局からの報告事項はないようで

す。それでは、これより所管事務についての質疑

に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）基盤整備が終わって、大

分日にちもたちました。それで、いろんなところ

に、地盤沈下だとか、それから給水口の壊れだと

か、それから土砂が入り込んだとかというような

事象がたくさん出てきていて、そういうのを期限

が切れてしまったということで、なかなか行政の

手助けを得られないというような事象があちこち

出ているんですけれども、その辺については、何

か手だてする方法はないんですかね。 

○耕地課長（堀ノ内美年）その辺については、

網津地区のみでなくて、市内各地、圃場整備が完

了して大分たちますんで、経年劣化によるいろん

な支障が出てきておると思います。 

 最近の事例でいけば、祁答院地区、今、現在、

暗渠排水事業をやって、一旦、圃場整備は済んだ

んですが、その後、やはり排水がまた悪くなった

ということで、そのような事業展開をしておるわ

けです。ほかの地区についても、要望等と皆さん

の同意が得られることであるならば、それぞれに

対して、今後、県営事業とか、あるいは県単を用

いた市単事業とか、あるいは市の単独事業等で対

応をしていきたいと思いますが、何分、要望が多

いと、当然、優先順位を定めていくことになって

まいります。 

 現在、祁答院地区でも、長くかかってやってお

るわけですが、今後、それらの問題について、ど

れぐらいのレベルできるか、具体的なお話を聞か

せていただければ、またそれに県とも相談してや

っていきたいと思います。 

○委員（石野田 浩）国もそうなんですけれど

も、１次産業にてこ入れをしていきたいと、そう

いうことでないと、なかなか国力も上がらないと

いうようなことで、いろいろ検討もされておると

思うんですけれども、やっぱり何せ耕地課の予算

は少な過ぎるんですよね。もっとたくさんもらえ

るような何か施策を、今後、いろいろ研究しても

らってやってもらわないと、やっぱり農家に手厚

い補助だけということではいけないと思うんです

けれども、とにかくだけど基幹産業である以上、

そこが停滞していくようでは、まちの活性化も当

然なくなるわけだし、その辺を加味しながら、今

後、やっぱり課全体を通じて、部でもそうなんで
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すけれども、１次産業のてこ入れをもうちょっと

総体的にそういうふうになっていくように、何か

施策を考えてやってみてください。 

○耕地課長（堀ノ内美年）委員がおっしゃると

おり、予算も極めて少ないわけですが、少ない予

算の中で工夫をしていかなければならないんです

が、やはり制度の中で多面的支払交付金の制度も

ございますので、それらを活用していただくとい

うこと等も念頭に入れ、それと薩摩川内市土地改

良区の強化になるよう、我々のほうもまた協力し

てやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、耕地課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△六次産業対策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、六次産業対策課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第３６号一般会計予算を議

題とします。 

 まず、六次産業対策監に概要説明を求めます。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）それでは、私

のほうから、六次産業対策関係の平成２９年度の

施策の概要について御説明をさせていただきます。 

 当初予算概要の８４ページをお開きいただきた

いと思います。 

 平成２９年度におきましては、８４ページの下

段にございますとおり、まず平成２８年度に引き

続きまして、六次産業化推進事業を実施したいと

いうふうに考えております。 

 なお、同事業につきましては、平成２８年度当

初予算と比較をいたしまして、４００万円の増額

をお願いしたいというふうに考えております。 

 この中で、この事業内容の拡充、見直しを図り

たいというふうに考えております。 

 次に、次の８５ページをお開きください。 

 ８５ページ上段の六次産業化支援事業でござい

ますが、こちらにつきましては、農林漁業者がみ

ずから取り組む六次産業化を支援するための補助

の事業でございます。 

 それから、同じページの中段、販路拡大支援事

業でございますが、こちらにつきましては、農業

者が販路拡大のため販促資材の作成等を行う場合

に、これに係る経費を支援しようとするものでご

ざいます。 

 次に、同ページ下段の農商工連携促進事業でご

ざいますが、こちらは農林漁業者と商工業者等が

有機的に連携をいたしまして、新商品の開発等を

行う農商工連携の取り組みに対して支援をしよう

とするものでございます。 

 最後に、次の８６ページをお開きください。 

 ８６ページ上段の農産物販売促進協議会負担事

業でございますが、こちらにつきましては、先ほ

ど農政課のところでも御質問いただきましたけれ

ども、農産物販売促進協議会が実施をしておりま

す販売促進事業のうち、ハウスキンカンの海外輸

出、それから新たな輸出農産物等の掘り起こしに

係る経費、こちらの一部を負担しようとするもの

でございます。 

 以上で、六次産業対策課関係の２９年度の施策

の概要についての御説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○六次産業対策課長（山元義一）六次産業対策

課の当初予算について御説明いたします。 

 予算調書の１６０ページをごらんください。 

 ６款１項２目農業総務費で、事項名は六次産業

化推進事業費です。予算額は１億２,７７９万

４,０００円を計上しております。 

 内容につきましては、６次産業化を推進するた

めの人材育成のための講習会・研修会のほか、個

別支援異業種交流会等を実施するための委託料の

ほか、先ほど対策監が説明いたしました六次産業

化支援事業補助金、このほか販路拡大支援事業補

助金、農商工連携促進事業補助金、農産物販売促

進協議会負担金が主なものです。 

 次に、歳入につきましては、当課の説明箇所は

ございません。 
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 次に、債務負担行為を説明いたしますので、予

算に関する説明書の１０ページをお開きください。 

 六次産業対策課分は、債務負担行為の上から

３番目になりますが、六次産業化支援事業補助に

ついては、期間が平成３０年度から平成３３年度

まで、限度額が６,０００万円とし債務負担行為を

設定するものであります。 

 ６,０００万円は、新規予定件数の５件に、機械

購入などのソフト事業の上限額３００万円、事業

期間の最大５年間のうち２９年度を除く４年間を

乗じた額、５件掛ける３００万円掛ける４年間で

算出しております。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願いいたしま

す。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）最初、６次産業化という

話のときに、１次産業、２次産業、３次産業、連

携した事業ということで、６次産業になっていた

んですよね。 

 ところが、最近、やっぱり１次産業の農家の方

が直接なかなか携われないということで、２次か

ら先に事業になっているんじゃないかというふう

な気がするんだけれども、やっぱり１次産業で、

よっぽど大きい生産者ならともかくとして、なか

なか零細な農家の方では、話についていけないと

いうか、事業に乗れないというのが多いと思うん

だけれども、その辺はどういうふうに感じていら

っしゃいますか。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）まことに申し

わけないですけれども、ちょっと最初から御説明

をさせていただきたいんですが、ちょっと長くな

るかもしれません。 

 私どもが最初に６次産業化を進めるというのは、

１次、２次、３次の連携というよりは、言葉では、

そういう言葉を使ったかもしれませんけれども、

どっちかというか、１次部分の農林漁業者の方が

２次、３次に出張っていく。今、石野田委員がま

さにおっしゃったような、そういうスタイルを中

心的に支援をしましょうというので、２５年の夏

に条例をつくって、２６年４月から予算化してス

タートしていったわけです。 

 その中で、いろいろ委員会、あるいは本会議等

も含めて、いろいろ御指摘もいただきまして、今、

なかなか１次から２次、３次に当然出れない方々

もいらっしゃると。その２次、３次の方々と１次

の方々が連携をして６次産業化になってくる。広

い意味で言うと、６次産業化もあるので、その部

分の手だてができないかという御指摘も繰り返し

いただきまして、それを予算化したのが、先ほど

ちょっと私が御説明をいたしました予算概要の

８５ページの下段の農商工連携促進事業です。 

 予算的には、ちょっと１,２００万円ということ

なんですけれども、これは農業者の方々と本当に

２次の加工、３次の販売・流通なんかの方々がタ

ッグを組んで協働で計画をつくっていただくと。

それを承認が出ると、その商工業者に対して直接

的には補助が出るんですけれども、商工業者の

方々が協働で計画をつくった方々の農林水産物を

一定期間、大体３年ぐらいというふうには一応制

度上してあるんですけれども、大体おおむね３年

ぐらい取引していただくことによって、間接的に

農林漁業者の方々にもフィードバックされてくる

という仕組みになっているんです。 

 その辺で言うと、この８５ページの下段の事業

は、２次、３次への支援を中心に考えて、１次へ

のフィードバックというのを仕組んでいます。 

 そういう経過があって、私どももできたら条例

上位置づけた、農林漁業者の方々が２次、３次に

出張っていくということもしたいんですけれども、

６次産業化自体はいろんな意味があって、本当に

１次と２次、３次が連携をしてやっていくような

６次産業化もあるので、昨年度から、これは補助

事業ですけれども、農商工異業種交流会とか、本

当にそういう方々がなかなか出会う機会がないと

いう御意見もあったもんですから、昨年度からマ

ッチングのための機会の創出なんかもやっている

んです。 

 いろいろそういうのも御意見をいただいてやり

ながら、いろいろ１次から２次、３次に行く人も

ですけれども、２次、３次の人が１次を引き上げ

ていくようなパターンも、どういう形で行くかは

別として、ちょっといろいろバランスをとりなが

ら、試行錯誤をしながらやっていきたいなという

ふうには思っております。 

 済みません、長くなりました。 

 以上です。 

○委員（石野田 浩）今言われた説明は、よく



－31－ 

わかるんですよね。 

 やっぱり１次産業者がなかなか２次、３次に出

張っていくというのが非常に難しくて、最初とっ

つきにくかったんですよね。 

 そういう点もあるもんだから、やっぱり２次産

業は、業者の人は加工する業者、３次の人は販売

するという人は、それぞれ専門家がいらっしゃる

わけだから、そこに１次からつなげていけるよう

なふうになっていけば非常にいいのかなと思うん

だけれども、１次産業に携わっている人は、なか

なか加工に手をつけたり、販売に手を回したりと

いうのが非常に難しくて、精いっぱい体も心も注

いでいらっしゃるんで、なかなか次に行かないと

いうのが多いと思うんですね。 

 最近、そういう意味では、２次の人が１次を引

き上げる、さっき言われた２次産業と連携しなが

ら契約みたいにして、１次産業の人を引き上げる

という制度は非常にいいと思うんで、その辺をも

う少し農家の方にもわかりやすいように今後して

いってもらったら、もっとまたよくなるんじゃな

いかなと思うんだけれども、何かあったらまた。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）ありがたい御

意見、ありがとうございます。 

 御指摘のとおり、そういう部分にも気を払って

やっていきたいと思います。 

 ちょっと余談になるかもしれませんけれども、

おっしゃるとおり、１次産業の方々も、最初の

２６年度のスタートからですけれども、１次の

方々が２次、３次に行くのは難しいというのは、

もう農家自身のほうからも確かにございました。 

 私なんかがいつも申し上げているのは、そこを

気をつけているのは、無理くり２次、３次の方に

引っ張り込むんではなくて、後継者がいなかった

りとか、自分の生産の規模がまだ不十分でそこま

で行けないというような人を無理くり２次、３次

のほうに押し込むのではなくて、最初は、２次、

３次からの連携のほうが取っかかりになるかもし

れませんけど、最後は、いずれは実際に自分でも

６次産業化をやってみたいというような農業者が、

最近、ちょっと一人、二人出てきているので、そ

ういうほうからもあるんだなというのもあります

ので、先ほど申し上げた繰り返しになりますけれ

ども、バランスを見ながら気を払ってやっていき

たいというふうに思います。 

 ありがとうございます。 

○委員（川畑善照）今の関連なんですけれども、

私も前から言っているのは、そこなんですよね。 

 １次産業を育てて、今、１０件ぐらいが、

１１件、１２件とふえていくのは、１次産業を育

てる意味では大変いいことだと思うんですけれど

も、やはり我々も行政視察に、もう１０年ばかり

前ですが、行ったときに、女性社長でしたけれど

も、叙勲までいただいていらっしゃったところに

行ったことがあるんです、 

 だけど、加工して、その地域の産物を集めて、

ニンジン、トマト、ジャガイモ、何でも集めて、

そしてジャムにしたり、ジュースにしたり、そう

いう加工をしていらっしゃる。 

 やはり、地域の１次産業を底上げする意味では、

そういう意味で、将来的にどの時点でそうなるの

かなと私はいつも考えて頭の中に持っているんで

すけれども、まあまあある程度早い時期にそうい

う方向で２次加工するのが、地域の産物をどっと、

例えば規格外でも何でもいいから集めて、いい金

になるわけですから、育てる意味では、それも大

事なんですよ。そういう方がいらっしゃるという

ことは、全国にも何件といらっしゃるはずです。 

 そういうことも勉強されて、今後、この６次産

業の進め方のスピードアップをしてほしいなとい

う気がするわけですね。 

 そういう点では、せっかく対策課ができている

わけですので、ぜひそういう方向で、例えば１次

産業、２次産業、３次産業の方が協同組合をつく

ってぽっとやろうと、そういうのも募集をかけた

ほうがかえっていいんじゃないかなと。 

 １次産業さんだけでは、先ほどありましたよう

に、限度があるし、引っ込み思案的なところも生

まれますので、ぜひとも底上げをする意味では、

拡大を考えていただきたいということを感じてい

ます。それは前から申し上げています。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）おっしゃると

おり、川畑委員のほうからも前から御指摘いただ

いております。 

 今回、事業的には、予算的には、今年度から、

２８年度からこういうのをやっているわけですけ

れども、そういう部分も、１年前の代表質問でも、

たしか川畑委員のほうから、クラスタ関係のをい

ただきました。 

 そういうのも念頭に置きながら、ただ一つだけ

ちょっと申し上げておきたいのは、あくまでも
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我々、農林漁業者の所得の向上になるかというの

を常に思っています。 

 さっきもちょっと申したんですけど、あんまり

２次、３次の部分が強過ぎて、あのときの川畑委

員からの御質問の中にもあったと思うんですけれ

ども、１次が埋没するケースもあると。そういう

のがあるのは言われているのは事実なので、そう

いうのがないようにという部分もちょっと留意を

しながらさせていただきたいと思います。 

 できるだけ早くそういう姿ができればいいとい

うふうに思っているのは、私も一緒でございます。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）わかりました。 

 工業団地も、入来にしても、どこにしても、出

てきますよね。その場合に、１次産業、２次産業、

３次産業を含めて、そういう企業として出ていか

れたら、なおすばらしいんじゃないかなと思うも

んですから、そういう企業を育てていただきたい

と思います。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、当局の説明を求めます。 

○六次産業対策課長（山元義一）委員会資料の

２３ページをお開きください。 

 第１０号の承認を受けた六次産業化実施計画の

概要について説明いたします。 

 承認者は、入来町浦之名の有限会社今藤林業、

代表取締役今藤恒夫氏です。 

 計画の内容として、アの概要では、１段落目で

は、今藤林業のこれまでの取り組みを記し、２段

落目では、今年度の取り組みとして、国の補助事

業を活用し、オガ粉の品質向上に大きな効果が期

待できる新たなオガ粉製造機械を導入することか

ら、従来の家畜敷料としての用途に加え、高品質

オガ粉を活用した新商品開発や販路の拡大を図り、

オガ粉を活用した六次産業化事業に対応するため

の施設整備等を進め、収益の向上と経営の安定を

目指し、より一層の経営基盤の強化を図ることと

しています。 

 イの新たな商品の開発としては、一般家庭用や、

少量での利用を考えている事業所等が購入しやす

いよう、袋詰めのオガ粉を製造し、家庭菜園の土

壌改良資材、昆虫類の敷料、エビ・カニ用の輸送

資材等としての販売に取り組むこととしています。 

 ウの新たな販路の開拓としては、スギのオガ粉

は、エノキタケの菌床の培地に適していることか

ら、エノキタケ生産者への販売に取り組むほか、

２０リットル袋入りオガ粉を物産館等で販売する

ほか、パンフレットの作成やホームページの開設

により、新たな顧客の拡大に努めることとしてい

ます。 

 エの雇用の創出では、現在、従業員数は１８名

であるが、平成３０年度の目標年度には、２名程

度ふやす計画としております。 

 次のページをごらんください。 

 ③売上高及び経営費の状況です。 

 直近の平成２８年度８月期では、売上高が１億

７,５５６万５,０００円となっており、平成

２７年８月の台風の被害木の処理により、括弧書

きの前年度より４,４００万円増となっております。

経営費は、１億７,０７２万２,０００円です。 

 目標としている計画終了の平成３０年度は、平

年ベースので、その前の年の括弧書きの平成

２７年８月の売上高を基準に設定しておりまして、

１億４,６２９万３,０００円、経営費は１億

４,１８２万９,０００円としています。 

 最後に、④の各年度の事業内容です。 

 主なものは、オガ粉攪拌・乾燥及び新商品製造

等用施設の整備、袋詰め機械の購入のほか、販路

開拓のためのパッケージ作成費で、３年間の総額

で事業費が７,３００万４,０００円で、補助金が

３,２８８万１,０００円ですが、市の補助金は、

１,７８８万１,０００円となっております。 

 以上で、資料の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、このことも含め、これより所管事務

についての質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 
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 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、六次産業対策課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ありがとうございました。 

────────────── 

△商工政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、商工政策課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第２６号 工場立地法の一部改正に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第２６号

工場立地法の一部改正に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）では、議案第

２６号工場立地法の一部改正に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について、御説明いたしま

す。 

 議案つづりその２の２６－１ページをお開きく

ださい。 

 提案の理由でございますけれども、これにつき

ましては、本会議で部長が説明したとおりでござ

います。 

 あわせまして、別途配付しております議会資料

のほうの１ページをお開き願います。そちらで説

明させてください。 

 条例制定の目的でございます。地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の公布による工場立

地法の一部改正に伴い、関係条例を今回整理する

ものでございます。 

 改正の内容でございますが、工場を立地する際

の工場敷地内の緑地面積率等について、これはも

ともと市においては、基準の範囲内で市の権限で

定めることができるというふうにされていますが、

町村については、県において定めることとされて

おり、今回の改正により、町村につきましても市

と同様の権限を移譲し、町村の権限でそれを定め

ることができるようにするものでございます。 

 したがって、この改正により、市の取り扱いが

変わるものではなくて、いわゆる文言の整理のみ

の改正でございます。 

 では、資料の２ページのほうをごらんください。 

 今回の改正に関連する議案が二つございます。 

 まず、薩摩川内市企業立地の促進等による地域

における産業集積の形成及び活性化に関する法律

第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例、

それともう一本が薩摩川内市工場立地法第４条の

２第２項の規定に基づく準則を定める条例、この

二つでございますが、いずれも表題及び条文中に

出てきます「第４条の２第２項」、これを「第

４条の２第１項」に文言を改正するものでござい

ます。 

 先ほど申し上げましたように、この制度の改正

によって中身の率等が変わるというわけではござ

いません。文言の整理をさせていただくものでご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

 御審査方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第３６号一般会計予算を議題と

します。 

 まず、商工観光部長に概要説明を求めます。 

○商工観光部長（古川英利）それでは、商工政
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策課の関係の予算の概要について説明をさせてい

ただきますので、予算概要の９６ページをお願い

いたします。 

 新規事業を主に概要説明させていただきます。 

 ９６ページ中ほどにＵＩＪターン者就労環境支

援事業、これにつきましては、企業の人材確保と

地元就労を支援するために、本市に転入後、市内

中小企業者等に就職したＵＩＪターン者に対しま

して賃貸借契約を結んだ家賃の一部を補助するも

のでございます。 

 また、その下の段の中小企業女性人材育成支援

事業につきましては、女性が活躍しやすい職場環

境の整備や管理職等につけるための研修等に取り

組む事業主に対しまして、その負担軽減と経営の

安定化を目的に費用の一部を補助するものでござ

います。 

 この二つの事業で、新卒者の市内就職率を

２０％を目指して取り組もうというものでござい

ます。 

 次のページ、９７ページの一番下の段をお願い

いします。 

 甑島地域総合支援事業につきましては、これま

で市全体の総合支援事業をやっておりましたが、

甑島地域に特定した民間事業者の雇用増を伴う創

業または事業拡大を支援するため補助をするもの

でございます。 

 ９８ページの一番上につきまして、創業スクー

ル運営事業でございますが、これは川内商工会議

所が実施する創業スクールの運営を支援するもの

でございます。 

 めくっていただきまして、９９ページでござい

ます。 

 一番上、食を核とした中心市街地にぎわい事業

につきましては、いわゆる食のうんまか市、これ

につきまして、食だけではなくて、市街地の活性

化を図ることを目的に、うんまか市としてリニ

ューアル、新しくされるんですけれども、その補

助をするものでございます。 

 ページ中ほどの入来工業団地企業誘致ターゲッ

ト調査事業につきましては、立地可能性のある企

業のリストアップを行って、効率的な企業誘致活

動の展開を図ろうとするものでございます。 

 一番下の企業誘致セミナープロモーション事業

につきましては、県外企業に対して積極的なセー

ルスを行うため、企業誘致セミナーの開催を計画

しているものでございます。 

 この企業誘致関係につきましては、この二つの

事業を中心に立地協定者数を５社ということで、

新年度の目標としているところでございます。 

 詳細につきましては課長のほうから説明をさせ

ます。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）それでは、平成

２９年度当初予算について御説明申し上げます。 

 まず、歳出について説明いたしますが、予算調

書のほうで説明いたします。予算調書の

１７５ページをお開きください。 

 ５款１項１目労働諸費、事項、労働者福祉対策

費は、事業費２６５万７,０００円で、これは勤労

青少年支援のための嘱託員報酬、勤労青少年が受

講する各種講座の講師謝金等が主なものでござい

ます。 

 次に、事項、労働者福祉施設管理費は、事業費

１,２９３万１,０００円で、勤労者のための社会

福祉施設である東郷共同福祉施設、入来勤労者技

術研修館及びひまわり友あい館の管理運営費等を

計上したものでございます。 

 また、工事請負費については、東郷共同福祉の

トイレ１基を洋式化する改修工事を、備品購入費

では、各施設の卓球台の購入を計上しております。 

 予算調書、次のページ、１７６ページになりま

す。 

 ７款１項１目商工総務費、事項、商工総務費は、

事業費３億８,５７０万７,０００円で、主なもの

は商工観光部内の職員４６名に係る人件費でござ

います。 

 ７款１項２目商工振興費、事項、商工振興費は、

事業費１億８,８２１万３,０００円で、商工業振

興に関する経費でございます。 

 主な内容を説明いたします。 

 商工会議所等指導事業補助金２,７００万円は、

川内商工会議所及び薩摩川内商工会の企業育成指

導事業等に対する運営補助でございます。 

 新卒者等就労支援事業奨励金は、平成２８年度

から取り組んでいるもので、新卒者等の地元企業

への就職を促進するものでございます。 

 次の甑島地域創業支援事業補助金は、新規事業

であり、特定有人国境離島地域社会維持推進交付
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金を活用し、甑島において創業しやすい環境整備

を図るものでございます。 

 では、この内容について詳細説明いたしますの

で、別冊、お配りしてございます企画経済委員会

資料の１ページをお開きください。 

 この事業の目的については、今説明したとおり

でございます。補助対象者につきましては、甑島

地域において創業する者及び事業拡大を行う者と

なります。対象経費は設備費、広告宣伝費、店舗

等借入費、人件費等が主なもので、対象事業費は

新規創業の場合が６００万円、事業拡大の場合が

１,６００万円でございます。補助率は国が５０％、

県が１０％、市が１５％となります。 

 今回の当初予算では、創業、それから事業拡大、

それぞれ１件分を予算として計上させていただい

ております。 

 補助の条件として、必ず１名以上の雇用が見込

めることとされており、助成の期間は特に認めな

い場合に限り、最長で５年間ということになりま

す。 

 では、最後、予算調書の１７６ページに返って

いただきまして、次に、ＵＩＪターン者就労環境

支援事業補助金、これも平成２９年度からの新規

事業で、市内企業の人材確保を促進しようという

ものでございます。 

 では、内容説明をいたします。企画経済委員会

資料、先ほどの資料の１ページ、先ほど見ていた

だいた分の下段になります。 

 対象者は、本市に転入後１年以内に市内の事業

者と正規雇用された者で、住宅の賃貸借契約を結

んだ４０歳未満の者でございます。正規雇用及び

住宅の定義については、資料に記載のとおりでご

ざいます。補助率が３０％、補助の上限額を月額

２万円とし、補助期間は１年間でございます。 

 なお、企業によっては住宅手当等が支給される

場合がございますが、その場合は、その金額を控

除した額が補助対象額となるものでございます。 

 では、再度、予算調書の１７６ページのほうに

お戻りください。 

 次に、中小企業女性人材育成支援事業補助金ほ

か１３件でございますが、まず、新規創業を後押

しする創業支援事業補助金、地域の頑張る地域商

店街を支援する頑張る地域商店街等支援事業補助

金、中小企業元気づくり補助金、国家資格等を支

援する中小企業等人材育成支援補助金、退職金共

済制度への加入を促進する中小企業等雇用安定事

業補助金、そのほか店舗改装費補助金、創業ス

クール運営補助金などが主なものでございます。 

 では、平成２９年度から行います、この中の新

規事業２件について、また内容を説明いたします

ので、先ほどの企画経済委員会資料の２ページの

りほうをごらんください。 

 まず、中小企業女性人材育成支援事業でござい

ますが、女性が働きやすい職場環境の整備や研修

等に取り組む事業者に対し支援することで、女性

の活躍を推進するもので、その対象経費は研修会、

講習会等の経費とし、補助率は２分の１で、上限

額が１０万円以内とするものでございます。 

 次の下段のほう、創業スクール運営事業の概要

でございますが、薩摩川内創業支援ネットワーク

と連携して、川内商工会議所が実施する創業ス

クールの運営を支援することで、新たな事業の創

出及び雇用の創出を図ろうとするものでございま

す。 

 補助内容はスクールの運営費で、スクール自体

は６月から７月にかけ日曜日に５回、開催する予

定でございます。 

 なお、このスクールの受講者につきましては、

市の創業支援事業補助金の補助率、上限額が引き

上げるなどの特典がございます。 

 資料のほうに過去２年間の受講者の実績を記載

しておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。 

 では、再度、予算調書の１７７ページのほうに

お戻りください。 

 事項、中心市街地活性化事業費は、事業費

４,７８７万４,０００円で、中心市街地の活性化

に係る経費を計上してございます。主なものは、

観光特産品館きやんせふるさと館管理業務委託費、

中心市街地活性化推進業務委託費、これはこれま

で実施してきました街中情報発信事業、まちあい

サロン運営事業、まち・ひとと会える事業、いわ

ゆるリブンプラスの運営事業でございますが、こ

れらを一体的に取り組むとともに、地域とのコミ

ュニケーションを図り、中心市街地活性化の具体

的な事業を推進していこうというものでございま

す。 

 中心市街地テナントミックス支援事業につきま

しては、空き店舗を活用する事業者に対する家賃

補助で、次の食を核とした中心市街地にぎわい事
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業補助金は、これまで商工会議所に委託していた

食のうまか市が、参加事業者で構成された実行委

員会により実施されることになることから、その

経費を補助するものでございます。 

 次に、下段の事項、企業立地対策費は、事業費

２億９,３２０万円で、企業誘致活動及び内発型企

業育成に係る経費であり、その主なものは、企業

誘致に対する審査を行う企業立地審査会委員６名

に対する報酬、委託料では、産業支援センターの

運営委託費、企業連携協議会の運営業務委託費、

及び入来工業団地への企業誘致を推進するため、

県外企業への積極的なセールスを行うとともに、

本市の企業立地優遇制度の周知は、本市の魅力を

発信するためのセミナーを開催する企業誘致セミ

ナー、プロモーション委託料などを計上している

ところでございます。 

 では、この事項の中で新たに取り組む事業の内

容について説明いたしますので、企画経済委員会

資料、これの３ページ目をお開きください。 

 まず、入来工業団地企業誘致ターゲット調査事

業、これにつきましては、企業誘致を推進するた

め、本市の企業立地の優遇制度をＰＲするととも

に、可能性に関するアンケート調査を実施し、効

率的な誘致活動の展開を図ろうとするもので、電

源地域振興センターが実施しております企業誘致

支援サービスの事業を活用して、全国１万

２,０００社に本市のＰＲ及びアンケート調査を実

施するものでございます。 

 次の企業誘致セミナープロモーション事業につ

きましては、今、説明いたしましたターゲット調

査で可能性のある企業、約１５０社程度を集めて、

本市のプレゼンテーションや交流会を実施し、さ

らに積極的かつ効率的なセールスを行おうとする

ものでございます。 

 なお、この企業誘致セミナーにつきましては、

川内港ポートセミナーと同時開催したいというこ

とで計画しております。 

 参考といたしまして、昨年７月から分譲を開始

いたしました入来工業団地の優遇制度等の概要を

記載しておりますので、ごらんいただきたいと思

いますが、この中で優遇制度の中の①、これにつ

いては入来工業団地に特化した制度で、優遇制度

の②は、入来工業団地を含む市内地域の誘致企業

に対する制度となります。 

 では、また再び予算調書の１７７ページをごら

んいただきたいと思います。 

 企業立地対策費の中の備品購入費でございます

が、独立電源型ソーラーＬＥＤ灯の普及促進事業

として、市内企業連携協議会で開発、製造した通

称スマコミライト５０基を市内の指定避難所等に

設置する経費を計上しております。 

 補助金の主なものにつきましては、企業立地支

援補助金でございまして、立地協定を締結いたし

ました５社６件に対する用地取得費補助、施設設

備費補助、新規雇用補助金を交付するものでござ

います。 

 以上が歳出についての説明でございます。 

 次に、歳入について、主なものについて説明い

たしますので、予算調書の４４ページをお開きく

ださい。 

 まず、１４款１項５目の商工使用料９００万円

は、商工政策課所管に係る行政財産の使用料を、

それぞれの条例等に基づき計上したものです。 

 １６款２項５目商工費補助金２０万円について

は、中小企業災害復旧利子補助金を、１６款３項

５目の商工費委託金３７万円は、商品量目調査に

係る県からの権限移譲委託金を計上しております。 

 １７款１項１目の土地建物貸付収入は、入来工

業団地に企業立地する１社分の借地料を計上した

ものです。 

 ２１款５項４目雑入では、きやんせふるさと館

の電気料等の実費収入、これが主なものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査くださいますようお願いいたし

ます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）予算調書の１７７ページ

の中心市街地テナントミックス支援事業補助なん

ですけど、本当に非常にいい企画で、商工会議所

が最初のチャレンジデポの企画から始まって、や

っとここまでという感じで、昼間も結構、商店街

のちょっと外れも営業をやって、こうやって補助

金を活用しているところがあるんですけど。でき

るだけそういうところは昼も夜もやっているとこ

ろもありまして、できるだけ時間短縮だったりと

か、規制緩和じゃないですけども、もうちょっと

緩やかに、大目に見て補助とか、そういった企画、



－37－ 

もしくは町中がどうしても定期検査が終わったら

がた落ちするような暇になったという、居酒屋な

んかもちょっと暇になったということで、そうい

うことのお話を聞く中で、商店街の方に話を聞き

ますと、固定資産税が高いと。そういった関連も

ありながら、宮里課長なんかは、この前は本当、

通り会のいろんな集まりにも来てもらって、いろ

いろお話を聞いていると思うんですけど、予算も

本当に、これに何かちょっと町中の手助けという

か、そういったのがまた今後考えがあるんだった

ら、そういった企画もあるんだったら、ちょっと

お聞かせしてほしいなというのもあるんですけど。

本当に非常に昼間のほうも、ランチをいろんな企

画をしながらやっているところもあって、いい企

画だと思っていますので、それに何か上回るよう

な何かがあれば、また聞かせてもらえればと思う

んですけど。 

○商工政策課長（宮里敏郎）テナントミックス

事業につきましては、平成２４年度から着手して

いる事業でございますけども、これまで延べ

３８件、もう既に補助期間が終わったのもござい

ますので、現在２９件ほど補助をしているという

のが実績でございまして、そのうち太平橋通りの

空き店舗に１０店舗入っていただいております。 

 今塩屋委員が言われたとおり、この制度を始め

たおかげで、多くの店舗の方に入っておりますけ

ども、ただ、条件といたしまして、我々補助がで

きるのは、現段階の補助制度では、昼間を中心に

営業していただくということで、昼間の営業時間

のほうが夜の営業時間より長いことということで、

要するに昼間のにぎわいを創出するというのを所

期の目的としておりましたので、現在もその補助

内容で支援をさせていただいているところでござ

います。 

 そこの拡充については、今後の課題というふう

に思っておりますので、また十分検討させていた

だきたいと思っておりますが、創業については、

このほかに創業支援事業補助金、いわゆるそこは

もう飲食店であろうが何であろうが、新しく創業

されるについて支援する補助制度というのを持っ

ていまして、その制度を使って、この中心市街地

に飲食店を出されたというケースもございますの

で、そういうのも含めて我々のほうで事業者にと

って一番効率的に支援できるような投資ができる

ような支援制度というのをきちんと周知しながら、

この中心市街地のいろんな意味でのにぎわいに対

して支援していきたいというふうに思っておりま

す。 

 今、具体的に、またこの内容を見直すというと

ころまでは行っておりませんけども、また、地域

商店街の方々の意見も参考にしながら、今後の検

討としていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（今塩屋裕一）ぜひとも先進的なところ

のいろいろ視察とか勉強とかもされていると思う

んですけど、継続的に、例えば家賃補助が、３年

ですね。３年をまた更新、更新でちょっとまた

３年とかできれば、非常にまたにぎわいも、今か

らちょっと始まったところもあって、いろいろ企

画しているところもあって、大きな居酒屋から分

家して、独立する若い方々もいらっしゃるので、

そういった声を聞いての私のほうはこういった質

問もあったもんですから、そういうものの継続と

か更新とか、そういうのもちょっと取り上げても

らえればと思います。 

 以上です。 

○商工政策課長（宮里敏郎）確かに創業をされ

た方の後押しについても、ここについては従来で

ありますと、商工会議所の経営指導員は、去年

４月から開設いたしました産業支援センターのほ

うにも出向いていただいて、いろんな悩みとか経

営状況等で御相談を受けるようにというふうにさ

せていただいております。 

 また、できればテナントミックスを、支援を受

けている事業者さん同士の交流会というのも、一

部ですけども、ことしの１月から始めております

ので、そういった方々のお声も聞きながら、いろ

んな意味で事業が継続できるように支援はしてい

きたいと思います。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

○委員（落口久光）ＵＩＪターンの件なんです

けど、これ転勤は対象外ですね。転勤で来た人は

対象外なんですよね。転入して、それから職を探

して、就職をした人たちが対象ですね。 

 あと、この市内企業というのは、市内に本社を

抱えている企業ですか。そうでなくてもいいんで

すか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）市内企業について

は、市内に本社というわけではなくて、市内に事

業所登録をしてあって、きちんと雇用についても、
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よく本社のほうだと、本社採用になってこちらで

営業、それはだめですよという意味でございます。 

○委員（落口久光）ということは大きい会社で

すね。大きい会社に、こっちに帰ってきて中途で

入った人は対象ですね。こっちに帰ってきた後で

入社した人は。 

○商工政策課長（宮里敏郎）ＵＩＪターン者で

すので、向こうで会社をやめられて、こちらに帰

ってきて１年以内にこちらの企業に就職していた

だければ、それは対象になります。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）企業のさまざまな誘致など

で雇用の場をふやそうという試みはわかるわけで

すが、しかし、一方で、正規雇用を促すと、非正

規ではなく正規雇用、それからやっぱり本当なら

ば公契約条例などをつくって、公共事業の下請と

か、そういったところなんかの働く人たちの賃金

を安定したものにするとか、やっぱり働く人の所

得がふえるというふうにしないと、結局は所得増

につながらなければ消費につながらないというこ

となので、そういったところも考慮するというの

は、何かされていらっしゃるのでしょうか。正規

雇用をふやす努力とか、そういうことです。 

○商工政策課長（宮里敏郎）我々も井上議員が

言われたとおり、雇用についてはもちろん正規雇

用で採用していただくことが一番だと思っていま

すし、そのことがそれぞれ従業員の生活安定につ

ながりますので、我々がことし創設しました新卒

者等の就労支援事業補助の内容につきましても、

来年度から真剣に取り組もうというＵＩＪターン

者の就労環境支援事業につきましても、就労する

条件といたしましては、正規雇用というのをうた

っております。我々としては、こういう意味から

も、正規雇用を推進したいというのが大きな狙い

でございます。 

 それと、もう一つは、企業誘致の補助金のほう

にも、今回から、本年度から新しくやはり正規雇

用のほうを優遇するつもりで、正規雇用のほうを

さらに手厚く支援するというふうに制度内容を改

正しているところでございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

○議員（松澤 力）ちょっと１点だけお伺いさ

せてください。 

 いろいろ雇用とか就労支援について事業を組ん

でいただいていると思うんですけども、一方で、

サービス業とか介護とか、割と建設関係の職人さ

んとか、現状余り若い人がやりたがらない仕事と

いうところでは、人材不足というのも深刻になっ

ているという話も伺っております。例えば、もう

既に民間の方で職人さんとかが若い人もなかなか

来ないので、いろいろ賛否があると思うんです。

外国の方を、真面目な人を連れてきて、育成して、

職人さんとして育てようというふうに動いていら

っしゃる方もいらっしゃると、実際にその方から

もお話を聞いているんですけれども、この外国人

の方で、この薩摩川内市で仕事をしてもらうとい

うような、いろいろ課題とか気持ち的な問題もあ

るとは思うんですけれども、そのあたりの外国人

の方の雇用というか、採用についての現状の市の

取り組みとか考え方とか、また、課題等があれば

ちょっと教えていただけたらと思います。 

○商工政策課長（宮里敏郎）外国人の雇用につ

いては、国が定めた研修制度というものを条件に

合う場合について、企業さんが採用されていらっ

しゃる部分があります。もちろん薩摩川内市にも

あります食品加工業で我々が情報を仕入れている

企業さんもいらっしゃいます。これはあくまでも

技術研修ということで３年――済みません、間違

ってなければですけども――将来的にはこれが

５年に延長できるというふうに新聞報道もなされ

ているみたいですけども、今、我々の人材確保に

対する取り組みとして、市として積極的に、外国

人研修枠を今の段階で積極的に企業の皆さん、と

りましょうねということは、今の段階ではですね、

我々のほうでは今はまだ考えてはおりません。 

 ただ、今、企業さんのほうから既に相談がある

のが、どうしても人が足りないと、働く人がいな

いということを言われておりますので、今の段階

ではまだ実は薩摩川内市内にも働きたくても働け

ない一般の若い人とか女性の方とかいらっしゃる

んじゃないかということで、まずはそういう人た

ちがうまく働けるような環境づくりに何とか市が

支援できないだろうかというのに取り組むという

ことで、確か前回の委員会の中で鹿児島労働局と

協定を結んだ後に、薩摩川内市の雇用環境の改善

推進会議というのを庁内、あるいは企業の方々と

持って、そういう方々といろいろ協議しながら、
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市内の皆さんが少しでも働きやすいような環境づ

くりに対する検討をしていきましょうという会議

を立ち上げたばかりでございます。今、議員が言

われるように、人が足りないからといって、積極

的に外国人をというところまでは、現段階では市

としてはそこまでは今は検討していないというこ

とでございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）それでは、商工政

策課の取り組みについて、２点、報告をさせてく

ださい。 

 企画経済委員会資料、商工観光部の４ページに

なります。 

 まず、１点目が、平成２８年度薩摩川内市市営

横馬場駐車場指定管理運営評価について御報告い

たします。 

 この評価は、指定管理期間が終了する１年前に

実施するいうものでございます。評価の対象施設

は市営横馬場駐車場で、指定管理者は薩摩川内市

観光物産協会です。指定期間は平成２５年４月か

ら平成３０年３月末までの５年間となっておりま

す。 

 評価委員会を１月２４日に開催いたしました。

委員については記載のとおりで、評価の採点結果

につきましては、６００満点中４７６点で、得点

率が７９.３３％となっております。 

 評価結果といたしましては、５ページ下段の評

価基準により、すぐれていると認められるという

結果となっております。 

 なお、委員会でのコメントといたしまして、

サービス券の利用促進と工夫した運営が行われて

いる。中心市街地活性化のためにさらなる利用促

進やサービス向上を視野に入れた対象をお願いし

たいというような意見が出されたところでござい

ます。 

 次に、資料のほうが６ページになります。昨年

４月に開設いたしました薩摩川内市産業支援セン

ターの活動状況について報告いたします。 

 これは２月末までの実績の数値でございます。

まず、相談件数が８１９件、相談企業数が４１１、

うち創業予定者が６８ということで、相談を受け

ております。 

 相談内容といたしましては、創業、売り上げ拡

大、経営改善、これが多い状況となっています。

さらに、創業に関する相談者につきましては、エ

の創業予定者の状況に記載のとおり、創業相談者

数６８人のうち、既に１６人が開業済みであり、

３０人が準備中ということになっております。 

 また、情報収集を行うための企業訪問について

は、甑島地域を含め１９１社の企業を訪問してい

ただいております。 

 このほか資料に掲載しておりませんが、２月末

までに産業支援センター主催によるＩＴ、ものづ

くり、女性活躍、健康経営等に関する講演会を

３回、人材育成、創業、経営継承、財務等に関す

る独自のセミナーを８回開催し、延べ４９２人の

方に受講していただいたところでございます。 

 支援センターの活動目標との比較につきまして

は、相談件数は目標値年間６００件に対し

８１９件、新規企業者数は目標１０人に対し

１６人、創業等に伴う新規雇用者数が目標２０人

に対し３４人と、２月末現在で目標数値を上回っ

ておりまして、支援センターとしての機能が果た

せているというふうに考えているところでござい

ます。 

 今後はさらに創業を支援するとともに、企業間

の事業マッチングを進め、新たな商品開発、製品

開発、販路拡大につながるような支援ができるよ

うに活動を推進していくことといたします。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、このことも含め、これより所管事務

についての質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑がないと認めます。 

 次に委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（帯田裕達）今後、企業連携の方々とど

のようなかかわりを持っていかれるのか。もちろ

ん支援していかれると思うんですが、企業連携が

本当にどのような対策というか、進み方を考えて
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いらっしゃるのか、わかっている範囲でお願いし

ます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）企業連携協議会に

ついて、今も約１６０社の方に加盟していただい

て、それぞれ活動していただいておりますけども、

毎年、目標を掲げていただいております。今年度

については地元人材の育成ということで、定住等

について企業さんと学校が連携して高卒、大卒の

新卒者を地元に引きとめようということも大きな

取り組みとしてやっていただきましたし、第２の

スマコミライトを目指した商品開発、製品開発に

ついても尽力していただいております。 

 平成２９年度の大きな目標といたしましては、

先ほどあったように、人材育成、それから人材支

援ということを含めまして、あと企業さん同士の

マッチングというのももう少しうまくできないか

ということを考えて、来年度については市内企業

のいろんな持っていらっしゃる機械の所有状況と

か、あるいは人材の所有というか技術者の所有状

況、それらのことについても調査をしまして、企

業さん同士でもう少し連携して、外からの仕事を

取ってこれないか。単体ではなかなか取ってこれ

ないんだけど、それを複数の企業が連携すること

によって受注ができる、そういう仕組みをうまく

とれないかというのを研究していこうというのを、

企業連携協議会と一緒にやっていきたいというこ

とで、今、検討しているところです。 

○議員（帯田裕達）今の話を聞きますと、

１６０社の協議会に参加されて、スマコミライト

をはじめ、いろいろな成果を出されているという

ことは、１６０社をここじゃなくて、もう大きな

企業が誘致できたというような成果を上げていら

っしゃいますので、商工政策課のほうでも一緒に

連携して、なるべく雇用を増大、それから成果が

上がるように、ぜひこれは支援していただきたい

と思います。 

 我々は去年、その前のとき、総務文教委員会で

この企業連携の方々といろいろ話をしたときにも、

もうとちょっとこういうことが足りないとかとい

うこともありましたけど、とにかく自分たちで一

生懸命頑張っていらっしゃるのは、もう成果が出

ているということで評価できると思いますので、

どんどん支援していただくようにお願いしておき

ます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、商工政策課を終わります。御苦労さま

でした。ありがとうございました。 

────────────── 

△交通貿易課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、交通貿易課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第２７号 財産の無償貸付について 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第２７号

財産の無償貸付についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、議案第

２７号財産の無償貸付について御説明させていた

だきます。 

 議案その２、２７－１ページをお開きください。 

 提案理由につきましては、本会議で説明済みの

ため、省略させていただきます。 

 説明は、事前に配付させていただいております

別途議会資料により説明させていただきます。議

会資料の３ページをお開きください。 

 １、貸し付けする財産でございますが、土地に

つきましては所在地が薩摩川内市上甑町中甑字前

田４９０番８ほか４筆で、地目は宅地、面積は

１,５２８.９８平方メートルでございます。建物

につきましては、鉄骨造平屋建てなど４棟、面積

は４８５.２２平方メートルです。 

 ２、貸し付けの相手方は、鹿児島市中央町

１８番地１、南国交通株式会社代表取締役 萩元千

博氏でございます。 

 ３、貸し付けの条件は、コミュニティバス等の

運行に関する敷地及び施設として使用することと

しております。 

 ４、貸し付けの期間は、平成２９年４月１日か

ら平成３４年３月３１日までの５年間となります。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第３６号一般会計予算を議題と

します。 

 まず、商工観光部長に概要説明を求めます。 

○商工観光部長（古川英利）それでは、当初予

算概要の１０１ページをお願いいたします。 

 １０１ページ中ほどから交通貿易課所管の事業

が羅列されておりますが、１０２ページの一番上

を見ていただきたいと思います。 

 甑島航路事業でございますが、これにつきまし

ては、マルポツの真ん中、有人国境離島法に係る

運賃割引負担金が新規となっております。詳細に

ついては、後ほど説明をさせていただきます。 

 それから、めくっていただきまして、

１０３ページでございます。 

 一番上の川内港利活用推進事業、それから川内

港利用促進・物流モデル構築推進事業、開港

３０周年記念イベント開催事業、いずれも新規で

ございますが、新年度はこれでコンテナの取り扱

い１万６,０００ＴＥＵを目標としているところで

ございます。 

 １０４ページの一番上につきましては、薩摩川

内市貿易調査団派遣事業ということで、今年度締

結いたしました港湾貿易促進に関する常熟市との

協力協定に基づきまして調査団を派遣しようとす

るもので、現段階ではまずは木材の輸出からとい

うことで最終の詰めをやっているところでござい

ます。 

 詳細について課長のほうから説明をさせます。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、平成

２９年度当初予算について御説明申し上げます。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 予算調書の１７８ページをお開きください。 

 ２款１項８目、事項、国際交流事業費

２,４３２万５,０００円は、友好都市である中国

常熟市や韓国昌寧郡との友好交流、国際交流員招

致、国際交流協会の運営支援などに要する経費で

ございます。 

 経費の主な内容は、国際交流員１名の人件費の

ほか、韓国昌寧郡との友好都市締結５周年記念事

業に係る業務委託、また自治体国際化協会など

３件の関係団体への負担金、国際交流協会運営補

助金などが主なものでございます。 

 ここで友好都市締結５周年記念事業について補

足説明いたしますので、企画経済委員会資料の

８ページをお開きください。 

 １、韓国昌寧郡友好都市締結５周年記念事業で

ございますが、まず、（１）目的でございます。

平成２４年５月１６日に昌寧郡と友好都市締結を

行い、ことしで５周年の節目を迎えることから、

記念事業としまして薩摩川内市で開催する記念式

典や昌寧郡で開催される祝賀会などへ出席し、友

好都市締結５周年を祝うとともに、今後の交流を

推進するため、貿易・観光促進に向けた協議も合

わせて行うものです。 

 （２）事業概要につきましては、昌寧郡公式来

日団が５月１６日から１８日の２泊３日で来日し、

記念式典への出席と甑島等の視察を予定しており

ます。 

 また、薩摩川内市公式訪韓団につきましては、

７月１２日から１４日の２泊３日で訪韓し、祝賀

会への出席と貿易・観光促進に向けた事務協議を

行う予定としております。 

 それでは、予算調書１７８ページへお戻りくだ

さい。 

 事項、国際交流施設等管理費２ ,７１０万

４,０００円は、国際交流センター等の適切な維持

管理に係る経費でございます。経費の主な内容は、

国際交流センターの指定管理代行委託と経年劣化

により破損が目立つカーテンの取りかえに係る備

品購入費、また、平成３０年度に予定しているコ

ンベンションホール棟の照明設備整備事業に係る
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設計業務委託が主なものでございます。 

 次に、１７９ページをお開きください。 

 ７款１項１目、事項、在来線鉄道対策事業費

３５万１,０００円は、在来線鉄道に関する事業に

係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、隈之城駅トイレに係る維持

管理費と、県鉄道整備促進協議会負担金が主なも

のでございます。 

 次に、事項、並行在来線鉄道対策事業費

１,２００万８,０００円は、肥薩おれんじ鉄道事

業に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、草道駅トイレに係る維持管

理費と「ななつ星 in 九州」受け入れに係るおも

てなし事業補助金と、肥薩おれんじ鉄道経営安定

化支援事業補助金が主なものでございます。 

 次に、予算調書１８０ページをお開きください。 

 ７款１項２目、事項、川内港利活用推進事業費

１億３０９万６,０００円は、定期コンテナ航路の

安定的継続と、川内港の利活用推進、川内港ター

ミナルの適切な維持管理に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、川内港利活用推進員１名の

人件費のほか、川内港待合所及び川内港ターミナ

ルの管理業務委託、川内港開港３０周年記念イベ

ント会場設営運営委託、薩摩川内市貿易調査団派

遣事業委託、川内港利用促進物流モデル構築推進

事業業務委託、財団法人日本関税協会賛助会員会

費など５件の負担金、かごしま川内貿易振興協会

への補助金が主なものでございます。 

 ここで、川内港開港３０周年記念イベント会場

設営運営委託について、補足説明をいたしますの

で、企画経済委員会資料の８ページをお開きくだ

さい。 

 ２番の川内港開港３０周年記念イベント開催事

業でございます。 

 （１）の目的でございますが、川内港が昭和

６２年４月に関税法に基づく開港指定を受けてか

ら平成２９年度で３０周年を迎えることから、川

内港で交流イベントを開催し、川内港の現状を広

く市民にＰＲするとともに、高速船の利用促進、

及び地域活性化、交流人口の拡大を図るものでご

ざいます。 

 事業概要につきましては、開催時期を１１月ご

ろとし、例年実施しております川内港にぎわい祭

りと同時開催を行い、来場者の増加を図りたいと

考えております。 

 また、会場としましては、川内港京泊埠頭、高

速船ターミナルの２会場で開催し、内容としまし

て、それぞれの会場で開港記念式典や船舶等展示、

特産品の販売などを考えているところでございま

す。 

 次に、薩摩川内市貿易調査団派遣事業委託につ

いて補足説明いたします。 

 ３番の薩摩川内市貿易調査団派遣事業でござい

ます。 

 （１）目的と事業概要でございますが、平成

２８年、友好都市である常熟市と締結した港湾貿

易促進に関する協力・協定に基づき、両港間の貿

易促進を図るため、定期的な港湾関係者の相互交

流や商談会等を開催し、ビジネスの拡大を図るこ

ととしております。今年度は、常熟市との協議の

結果、本市が派遣する年となっております。 

 次に、川内港利用促進物流モデル構築推進事業

業務委託について補足説明いたしますので、企画

経済委員会資料の９ページをお開きください。 

 川内港利用促進物流モデル構築推進事業でござ

います。 

 目的でございますが、今年度実施しました川内

港利用促進実証事業で、集荷戦略に基づき、物流

モデルを構築し、合わせてタグボート導入に係る

検討を実施するものでございます。 

 事業概要につきましては、混載・小口サービス

などを利用した輸送モデルやリーファー輸送サー

ビスを利用した輸送モデルなどの構築をすること

としております。 

 次に、鹿児島川内貿易振興協会への補助金につ

いて補足説明いたします。 

 ５番のリーファーコンテナ利用促進事業でござ

います。 

 目的でございますが、リーファーコンテナの取

り扱い量をふやすため、リーファーコンセントの

使用料を志布志港並みに半額助成するものでござ

います。 

 事業概要につきましては、補助対象者を川内港

で作業する２００業者としております。補助内容

は、鹿児島県港湾管理条例、１時間当たり

３５０円の２分の１、１７５円を補助するもので

ございます。 

 それでは、予算調書、１８０ページへお戻りく

ださい。 

 事項、コミュニティバス等運行対策費２億
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７６８万８,０００円は、コミュニティバスの運行

に係る経費であります。 

 経費の主な内容は、コミュニティバスなど、市

内１３路線の運行委託料でございます。 

 次に、１８１ページをお開きください。 

 事項、甑島航路事業費１億２９０ ０万

６,０００円（本ページ右記の発言により訂正済

み）は、串木野・川内甑島航路の維持及び甑島各

港待合所の維持管理等に要する経費でございます。 

 経費の主な内容は、里港及び長浜港ターミナル

の管理代行委託、甑島各港旅客待合所の維持管理

業務委託、高速船の共有建造に係る鉄道運輸機構

への返済及び甑島航路運賃低廉化事業負担金のほ

か、フェリー代船事業補助金、高速船甑島活用イ

ベント推進補助金などが主なものでございます。 

 それでは、甑島航路運賃低廉化事業負担金につ

いて御説明いたします。 

 １０日の金曜日に鹿児島県がプレスリリースを

したことを受け、議員の皆様方には御報告をして

いるところでございますが、改めまして御説明さ

せていただきます。 

 本年４月から施行されます有人国境離島法に基

づき、甑島に居住し、住民登録を行っている方を

対象に、平成２９年４月１日から甑島航路のフェ

リー運賃をＪＲ在来線運賃並みに、高速船運賃を

ＪＲ特急自由席並みに、両船ともに限度額まで引

き下げるものでございます。 

 なお、主な運賃につきましては、高速船の川内

港から里港・長浜港間を現行の離島住民割引、片

道１ .５割引きですが、これが往復で現在

５,８４０円でありますが、今回の低廉化により、

４,２３０円となり、値下げ幅割合が２７.５％と

なります。 

 また、フェリーの串木野港から里港・長浜港・

鹿島港間が現行の離島住民割引、往復で

３,９２０円が今回の低廉化により２,９５０円と

なり、値下げ幅割合が２４.７％となります。 

 以上が歳出についての説明となります。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 予算調書の４５ページをお開きください。 

 １４款１項１目総務使用料３０３万１,０００円

は、国際交流センター等の施設利用に関する使用

料であります。 

 同項５目商工使用料１８２万８,０００円は、甑

島各港及び川内港並びに高速船ターミナルの待合

所使用料でございます。 

 １６款２項県補助金、５目商工費補助金

９００万円は、甑島で運行するコミュニティバス

運行に対する県の地方公共交通特別対策事業補助

金でございます。 

 １７款１項財産運用収入、１目財産貸付収入

３万７,０００円は、川内港待合所にあります自動

販売機設置に係る貸付料でございます。 

 ２１款５項雑入、４目雑入１６０万１,０００円

は、各待合所及び国際交流センター跡への入居者

の電気、水道料金等の実費収入でございます。 

 済みません、先ほど説明いたしました

１８１ページの事項の甑島航路事業費が、１億

２９０万６ ,０００円と言いましたが、１億

２,９００万６,０００円の間違いです。失礼いた

しました。（本ページ左記で訂正済み） 

 以上で、交通貿易課に係る平成２９年度一般会

計予算についての説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、所管事

務調査について２点、委員会資料に基づき説明さ

せていただきます。 

 企画経済委員会資料の１０ページをお開きくだ

さい。 

 １、薩摩川内市地域公共交通ネットワーク再編

事業についてでございます。 

 薩摩川内市地域公共交通活性化協議会で策定し

た薩摩川内市地域公共交通網形成計画に基づき、

今年度は本土側の各地域で検討会を開催し、地域

の実情を反映したコミュニティバスのネットワー

クの再編案を作成するものでございます。 
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 今年度の進捗状況は、昨年１０月に民間路線バ

スの乗降調査を始め、１１月からは各地域の検討

会を実施しました。 

 （２）です。スケジュールでございますが、今

月、第２６回薩摩川内市地域公共交通活性化協議

会において、再編ネットワーク案を報告すること

となっております。 

 次に、２、川内港利用促進実証事業についてで

ございます、川内港の利用促進を図るため、関係

機関、企業へのヒアリング調査及び先進港湾の事

例などを踏まえ、目標設定、利用促進策を検討し、

集荷戦略案の策定を今月末に向け行っているとこ

ろでございます。 

 集荷戦略の骨子としましては、川内港を南九州

の農林水畜産品、食品の輸出入拠点港湾として位

置づけ、今後、鹿児島県の産地港湾としての役割

をさらに果たすために取り組む項目として、集荷

力の向上、物流サービスの拡充、基本的な機能資

質の確保、商流の拡大、誘致などを積極的に推進

していくこととしております。 

 以上で、所管事務調査について説明を終わりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明がい

りましたが、このことも含め、これより所管事務

について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（中島由美子）川内地域公共交通ネット

ワーク再編事業についてですが、今、２６回の協

議会が行われたということですが、どんな意見が

出ているのかというか、そんなのは教えていただ

けるんですか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今、委員が言われ

ました協議会につきましては、地域公共交通活性

化協議会でありまして、我々が今、進めているの

が、地域に入っての検討会ですので、恐らく地域

の声を聞きたいのかなと思うんですが、よろしい

でしょうか。 

 地域では、まず、本土側の地域にことし入って

おります。まず、入来、東郷、祁答院地域ではデ

マンド交通を今実施しているところですが、皆さ

ん、御存じのとおり、予約が大変だとかという声

もありますので、まず地域に入って、いろんな説

明会を進めていまして、入来で６回、東郷で

１０回、祁答院で１１回、それぞれ１５０人ぐら

いの人を集めて説明会をしているところでござい

ますが、ここにつきましては、路線の見直しの声

があったりしますので、その辺を再編していきた

いなというのも考えております。 

 また、特に樋脇地域では、今現在、路線バス、

コミュニティバスを走らせていますが、今、樋脇

地域の方々の声としては、デマンド交通にしてい

ただきたいという声が大きいので、こちらのほう

もデマンド交通に向け、今、動き出しているとこ

ろでございます。 

 あと、冒頭言われました、協議会は今月末に実

施する予定でございます。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）今、話題になっている認

知症検査ですね、高齢者の方々が認知症というふ

うに判断をされてくると、強制的に免許が取られ

るというか、自主返納じゃなくて、もう乗れなく

なるという、そこあたりが薩摩川内市としては認

知症の方の割合というのが大変高いわけですから、

多くなっていくのかなとか、実情はよくわかって

いない部分もあるんですけど、結構、質問したと

きに返しておられる方もいらっしゃるけれども、

今度は自主じゃなくて取られるというところにな

ると、やっぱり動きが悪くなるのかなと。 

 そうしたときに、高齢者の方々が、今、病院側

が迎えにきてくれるバスというか、そんなのも出

てきていて、本当にいろんなサービスが出てきて

いるんだなというのを感じるんですけども、本当

に、やっぱり高齢者の人たちが動くやすくしてい

くための公共交通ネットワーク再編というのがで

きたらいいと思いますので、また、今、東京では

短い区間のタクシー料金の引き下げとかいうのも

あって、結構伸びたという話も聞いたりしていま

すから、何かいろいろ本当に、やっぱりひきこも

るのではなくて、皆が動きやすくしていけるよう

な交通体系にしていただきたいなと要望しておき

たいと思います。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今言われたような

意見が確かに地域からあります。高齢者もそうな

んですけども、１件、具体的に言われたのが、難

聴の方がいらっしゃると、そういった方々の電話

対応が大変じゃないかという御意見もありました。 

 そういった方々も含め、説明して、皆さん方の

声もあったのが、やっぱり地域で協力して、公共

交通も進めていかないといけないなということも
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言っていらっしゃいますので、その辺も含めて、

よりそういう電話連絡等もしやすいような、例え

ば、全部番号ではなくて、登録して一つのボタン

を押すだけで電話がつながるようなとか、そうい

ったことも地域に入って、丁寧に説明して、利用

者の増をふやしたいと考えます。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、交通貿易課を終わります。御苦労さま

でした。 

 それでは、ここで休憩に入ります。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５４分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時１５分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、観光・シティセー

ルス課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第５２号―議案第５３号 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第５２号

財産の無償譲渡について及び議案第５３号財産の

無償貸付についての議案２点を一括審議とします。 

 これらの議案２点については、旧市の浦キャン

プ場に係るものでありますので、当局の補足説明

及び質疑については一括して行い、討論、採決に

ついては、議案ごとに行うこととします。 

 それでは、当局の補足説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

それでは、議案の説明に入らせていただきます。 

 議案第５２号財産の無償譲渡について、議案第

５３号財産の無償貸付についてを説明させていた

だきます。 

 議案第５２号は、議案つづりその３の５２－

１ページを、議案第５３号は、同５３－１ページ

であります。 

 この２件の議案につきましては、里町にありま

す旧市ノ浦キャンプ場の建物の無償譲渡、土地の

無償貸し付けを行おうとするものであります。 

 ５２－２ページをお開きください。 

 具体の建物は、事務所、倉庫、バンガロー２棟

など、５棟を無償譲渡し、続きまして、５３－

１ページをお開きください。 

 土地は里町里字宮ノ前４１３５番１ほか、

２３筆を無償貸し付けするものであります。 

 それでは、商工観光部の議会資料の１ページを

お開きください。 

 これまでの経過は、昨年の１１月２５日に民間

譲渡の募集を開始し、１月６日まで募集を行いま

したところ、３社から応募がございました。その

後、選定委員会を１月２６日に開催し、優先候補

者を選定し、２月２４日に仮契約を締結したとこ

ろでございます。 

 譲渡先法人は、株式会社塩田建設で、代表取締

役は純浦勝志氏、住所は薩摩川内市里町、資本金

は ２ , ５ ０ ０ 万 円 、 直 近 売 り 上 げ は ３ 億

５,２６２万円、業務内容は土木建築請負業等であ

ります。 

 今後のスケジュールは、最終本会議で議決をさ

れましたら、同日、譲渡先法人が事務調整を開始

され、４月１日に建物譲渡、土地貸し付けが成立

し、営業が開始される予定でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査くだ

さいますようお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 まず、議案第５２号財産の無償譲渡についての

討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第５３号財産の無償貸付について討

論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第３６号一般会計予算を議題と

します。 

 まず、観光・スポーツ対策監に概要説明を求め

ます。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）それで

は、観光・シティセールス課の平成２９年度施策

の概要につきまして、御説明申し上げます。 

 当初予算概要の１０５ページをお開きください。 

 中段のところから観光・シティセールス課分と

なってございます。 

 まず、川内川水系かわまちづくり推進協議会の

負担金でございます。川内川水系かわまちづくり

を中心といたしまして、川内川ブランドを確立し、

交流人口及び物産販売を拡大し、地域経済の発展、

活性化を図るため、川内川流域の自治体等で事業

を行うものでございます。 

 次に、下段の薩摩国ブランドＥＣプロジェクト

事業でございます。 

 地域雇用の創出と所得向上等の活性化を図るた

めに、薩摩国ブランドを構築いたしまして、情報

発信、ＩＴ利活用等々の事業を行うもので、ＥＣ

事業を展開するものでございます。 

 次に、１０６ページでございます。 

 （仮称）薩摩川内市みらい創り会議事業でござ

います。交流人口の増加等、定住、移住者の増加

による地域住民の所得の向上を図るため、地域づ

くりと観光を結びつけた事業を行うもので、地域

住民みずからが薩摩川内市のみらいを考えていく

プロジェクトを展開するものでございます。 

 次に中段の明治維新１５０周年記念事業でござ

います。 

 平成３０年に明治維新１５０年記念の節目を迎

えますので、本市を訪れる観光客とのおもてなし

の向上を図るため、本市にゆかりのあるエピソー

ドや、薩摩藩の足跡を紹介するとともに、平成

３０年に放送される「西郷どん」ゆかりのエピ

ソードマップ等作成するものでございます。 

 このほか、甑島観光ライン実証事業、物産販売

事業等々の事業を展開することにしてございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（下園政喜）それでは、当局の補足説

明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

それでは議案の説明に入らせていただきます。 

 議案第３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計

予算について、予算調書の１８２ページをお開き

ください。 

 ２款１項６目、事項名、地域おこし対策事業費

は、２,５８２万１,０００円であります。 

 これは、地域おこし協力隊、ぽっちゃん計画プ

ロジェクトに係る経費で、経費の主なものは第

３期ぽっちゃん計画プロジェクト事業として、八

つの地区の活性化に取り組んでもらう地域おこし

協力隊員１６名の活動経費を計上しております。 

 経費の主な内容は、シティセールス活動支援事

業業務委託、これにつきましては、ぽっちゃん計

画プロジェクトへのアドバイスや、開発商品のテ

スト販売等を委託する予算を計上しております。 

 次に、７款１項３目、事項名、シティセールス

企画総務費は、６５１万６,０００円であります。 

 主なものは、川内川水系かわまちづくりを中心

とした川内川ブランドの確立、交流人口及び物産

販売等を拡大し、地域経済の発展、活性化を図る

ための川内川流域の自治体等で事業を行う推進協

議会の負担金１８７万２,０００円、鹿児島市、指

宿市、霧島市、南九州市、及び出水市、並びに大

隅地域が一帯となり、「本物。の旅かごしま」を

全国に向けてＰＲする「本物。の旅かごしま」誘

客拡大キャンペーン事業負担金１００万円。観光
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かごしま大キャンペーン推進協議会負担金６３万

７,０００円。県内で国の重要伝統的建造物群保存

地区を有する南九州市、出水市、本市が相互に連

携、協調して、広域的な観光への展開を図るため

の、武家屋敷観光協議会負担金２０万円。県特産

品協会負担金１５万２,０００円。北薩地域の活性

化を図るため、地域が一帯となった情報の発信や、

地域資源の掘り起こしなどに取り組む北薩摩振興

推進協議会負担金１３６万５,０００円。そのほか、

県観光連盟など、３件の負担金５７万４,０００円

を計上しております。 

 次に、観光振興基金積立金６,０００円は、基金

から生じた利子相当額を基金に積み立てるもので

あります。 

 続きまして、１８３ページの上段をごらんくだ

さい。 

 ７款１項３目、事項名シティセールスプロモー

ション事業費は、９,８３５万円であります。 

 これは、情報発信、ＰＲ広告に係る経費で、経

費の主なものは、旬なイベントや、物産にまつわ

る観光情報を周知するために、情報発信媒体を活

用して、観光ＰＲを図るための、シティセールス

情報発信事業業務委託等７６７万７,０００円。本

市を市内外にＰＲしていただくための観光親善大

使運営業務委託等８８万６,０００円。情報発信セ

ミナー開催のための地域メディアプロデューサー

育成事業業務委託等４５７万５,０００円。ｅコ

マースの構築を行う薩摩国ブランドＥＣプロジェ

クト事業業務委託等３,１２０万円。甑島への個人

観光客の増加に伴い、島内の２次交通対策の実証

事業を行う甑島観光ライン実証事業業務委託等

２,５３１万１,０００円。観光誘客増加につなげ

るための、エージェントメディア招聘事業業務委

託、高速船甑島とＪＲとの連携を図り、効果的な

ＰＲを行うためのＪＲキャンペーン事業負担金

２５０万円。本市を海外に広くＰＲするため、各

種団体等が海外遠征する際の経費の一部を助成す

るシティセールス海外プロモーション支援補助金

３０万円などを計上しております。 

 続きまして、７款１項３目、事項名、物産販売

事業費は、４,４９０万円であります。主要都市の

百貨店での対面販売等を通じて、ＰＲを図りなが

ら、お客様の声を事業者にフィードバックして、

本市の商品開発につなげる販路拡大推進事業業務

委託等であります。 

 続きまして、１８４ページの上段をごらんくだ

さい。 

 ７款１項３目、事項名、旅行誘客事業費は、

１億３,５０３万２,０００円であります。観光誘

客に関するＰＲ活動や、体験型観光の促進、川内

大綱引き等観光交流イベント補助に係る経費で、

経費の主なものは、観光案内場運営業務委託

１,４０８万５,０００円。 

 本市への誘客を目的とした、旅行エージェント

等が造成する旅行商品に対して助成を行う、旅行

商 品 造 成 支 援 事 業 業 務 委 託 １ , １ １ ６ 万

３,０００円。本市への誘客を目的とした観光イベ

ントの補助金交付事務や、観光地経営の視点に立

ち、関係者と共同しながら、明確なコンセプトに

基づく観光地づくりを実現するための、日本版Ｄ

ＭＯを目指す観光振興推進事業業務委託

２,２６７万７,０００円。地域づくりと観光を結

びつけ、住民みずからが本市の未来を考えつくる

みらいづくり会議業務委託等６２０万円。体験型

修学旅行生受け入れ対策に係る鹿児島県教育旅行

受け入れ対策協議会負担金５万円。薩摩川内はん

やまつり補助金１,０００万円。川内大綱引き補助

金１,０００万円。修学旅行体験学習受け入れのた

めのグリーンツーリズム推進協議会運営補助金

４００万円。いむた池納涼花火大会補助金ほか

２４件３,１２３万円であります。 

 続きまして、７款１項３目、事項名、観光物産

施設事業費は、１億１,５０６万６,０００円であ

ります。 

 観光船を含む、観光施設の管理及び施設整備に

要する経費であり、経費の主なものは観光船かの

この運航に伴う嘱託員３人に係る人件費、観光施

設の備品台帳作成業務委託等１５０万円。道の駅

樋脇等の管理代行委託などに係る委託料等

７４９万２,０００円。観光船の航路変更業務委託

等２５９万４,０００円。生態系保存資料施設など、

本 土 地 域 の 管 理 代 行 委 託 等 ３ , ７ ４ ２ 万

８,０００円。上甑県民自然レクリエーション村な

ど、甑島地域の管理代行委託などに係る委託料と

２,３４１万５,０００円。甑島地域活性化施設、

厨房機器設置工事等２４９万円、県旅客船協会負

担金等２７万３,０００円。観光客受け入れ施設、

整備促進補助金４００万円。海水浴場運営費補助

金１６０万円などを計上しております。 

 続きまして、予算調書は、１８５ページの上段
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をごらんください。 

 １１款４項１目、事項名、現年公共施設災害復

旧事業費は、２００万円であります。 

 観光施設等の救急災害時の復旧に係る経費で、

復旧のための修繕料１００万円。工事請負費

１００万円であります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の説明をいたしますので、予

算調書の４７ページをお開きください。 

 １４款１項５目使用料の商工使用料につきまし

ては、観光施設の使用料や、観光施設敷地内へ電

柱、電話柱設置などに伴う行政財産使用料等

１,１００万円であります。 

 次に、１７款１項１目財産運用収入の財産貸付

収入につきましては、普通財産となった観光施設

内への電柱、電話柱設置などに伴う、貸し地料

５万１,０００円と川内大綱保存会事務所の貸し家

料６３万７,０００円であります。 

 続いて、４８ページをごらんください。 

 １７款１項２目財産運用収入の利子及び配当金

につきましては、観光振興基金の利息額

６,０００円であります。 

 次に、１９款１項５９目、基金繰入金の観光振

興基金繰入金につきましては、観光振興基金を取

り崩し、旅行誘客事業などに充当する１,０００万

円であります。 

 次に、２１款５項４目雑入は、１２万

６,０００円で、道の駅樋脇に設置してあります。

電気自動車の充電施設利用の実費収入及び観光施

設における電話、電気、水道使用に伴う実費収入

であります。 

 以上で、歳入についての説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（落口久光）済みません。ちょっとお願

いも含めてになると思うんですけど、個人的にも、

観光の促進とシティセールスのところにすごく興

味があって、余りこういうたら失礼かもしれない

ですけど、ちょっとアピールの部分いうのがちょ

っとまだまだ足りないところがあるかなというふ

うに思ったりするところもあるんですよ。ちょっ

と失礼ながら、あえて言わせていただきますけど。

そういう中で、いっぱいいろんな観光部門のとこ

ろに委託業務があると思うんですけど、ここらの

過去５年間ぐらいのそれぞれのいろんな業務の予

算の割り当ての内容と、できたら、過去のやつや

ったら予算と実績がずっとあって、今年度の予算

だったら、今年度の予算だけで結構ですので、そ

こを入れていただいたやつをいただきたいという

お願いと、その各項目の中で、数値化してんのか、

判別できる項目があれば、あえて何か数値化であ

らわせられないかなと。評価点でも何でもいいん

ですけど、もしくは有益性の上位の部分、中位の

部分。要らんものはないと思いますので、重要度

であったりとか、仮に数値化できんようなところ

であっても、例えば、駅をおりて、観光案内所が

あったりしたときに、年間のそこの観光案内所に

問い合わせに来たお客様が何件あったのかとか。

一番そこから大事なのは、その問い合わせがあっ

た内容に対して、市であったりとか、いろんなそ

の委託してるところに、こういう案件がありまし

たよとか。こういう問い合わせがすごく多いです

とかいうのがあって、それを翌年度フィードバッ

クできてるのかできてないのかいうそういう分析

であったりとか、そういうのがされているのかと

いうのも、予算決めであったりとか、その事業を

やるに対して、やるべきやとか。これちょっとや

り方考えないのかなとかいうのに対しては、すご

く大事な指標になるかなっていう気がするもんで

すから、すごく数値化できないところもいっぱい

あると思うんですけど、その中でもあえて少しで

も優越つけるような形にして、もっとかけるお金

に対してもっともっと身がとれるような方向で、

年々充足できるようなやり方というのができるよ

うであればというのがありまして、まず、今の現

時点でそういうのが出していただけるような資料

があれば、またちょっと提出をお願いできないか

なと。その中でも知らんかったらまたちょっと議

論できるかなと思いますので。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

今、おっしゃられました観光・シティセールス課

のアピールが足りないということで、また、我々

もアピールをどんどんしていきたいというふうに

思っております。 

 それから、過去５年の委託というものにつきま

しては、次の議会等に所管事務の中でのまた説明

ということでもさせていただければというふうに
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思っております。 

 それから、観光案内件数につきましては、これ

につきましても、統計をとっております。また、

問い合わせの件数とか、それから、問い合わせの

多い内容、こういったものも把握をしておりまし

て、そういったものも観光物産協会に案内を委託

している部分もありまして、その部分でのやりと

りの中で、また、こういう部分がありましたら、

このように改善というものはやっております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありますか。 

○委員（川畑善照）１８４ページの甑島活性化、

地域活性化施設厨房機器設備工事という、この

２４９番、これの内容とそれから、鹿児島県観光

客受け入れ施設整備促進補助金、これは何件ぐら

い予定されてるか、前年度でどのぐらいあったの

か、どういう施設だった、設備だったかというこ

と、この２つを教えてください。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

１８４ページの甑島地域活性化施設厨房機器設置

工事等につきましては、これにつきましては、甑

島のてうちん浜やと、コシキテラスがございます

が、そちらのほうをオープンしたところでござい

ますけれども、その中の一部分に施設の部分で少

し、勝手の悪い部分がございましたので、そちら

のほうについての改修を来年度行うというふうに

計画しているものでございます。 

 あと、もう一つの施設整備費の４００万円の観

光客受け入れ施設整備促進補助金の４００万円に

つきましては、ホテル、旅館、こういったところ

の改修に伴う補助を２分の１、上限で１００万円

補助しておりますけれども、こちらのほう４件掛

ける１００万円ということで、４件を予定をして

いるところでございます。 

 本年度の実績につきましては、グループ長に答

弁させます。 

○シティセールスグループ長（中村年男）本

年度は、今のところでいきますと、６件の

４８８万６,０００円が今のところ管理をしており

ます。 

○委員（川畑善照）てうちん浜やとテラスです

ね。二つともこれまだ新しいですよね、ただ、工

事のちょっとふぐあいがあったということのこと

ですね。それともう一つ、今、言いました６件の

内容は、例えばトイレだとか、そういう風呂だと

か、そういうのなのかなと。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

ふぐあいというか、少し利用のところとの勝手が

悪かったということで、そういうことで今回、改

修をしようということでございます。 

 ６件の主なものは、グループ長に内容は答弁さ

せます。 

○シティセールスグループ長（中村年男）本

年度は、民宿が多くて、民宿の鍵がないところに

鍵を取りつけられたり、あとは畳、それから外壁

の塗りかえ等が主な工事になっています。 

○委員（川畑善照）わかりました。甑のてうち

ん浜やとコシキテラス、それはわかりましたけど、

この観光客の受け入れ施設というたら、やはり申

請しなければ補助を受けられないと思いますので、

ＰＲをされるべきだと思うし、できるだけ来客に

対する不自由がないように若い人たちは普通のト

イレにしても、ウォシュレットとかそういうこと

をほとんどどこもやってますので、そういうとこ

ろなんはやっぱりＰＲをもうちょっとされて、進

めていただきたいなと思います。 

 以上、意見を申し上げておきます。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑ありませんか。 

○議員（井上勝博）地域おこし対策事業費です

が、８つの地区で１６人の方が地域おこしで活動

されていると、これは、主に人件費だとすると、

１６名で単純に割ると１６０万円で、１６０万円

という報酬という形なのかわかんないけど、そう

いう形で活動されていらっしゃるのかどうかをお

尋ねしたいんです。 

 それから、そういう方々は、身近には私市比野

にそういう方がいらっしゃるの知ってるんですけ

れども、そういう方々のエリアというか、それは

もう市比野というふうになったら市比野なのか、

樋脇地域までエリアが広がらないのかっていうこ

ともちょっとお聞きしたいところです。 

 それから、１８４ページに道の駅樋脇管理代行

委託費というのがありますが、道の駅は無償譲渡

されて、トイレと駐車場が指定管理と、その委託

費がこの７４９万円なのかを確認したいんですけ

ど。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）
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ただいまの地域おこし対策事業費ですけれども、

内訳につきましては、隊員の人件費につきまして

は、企画政策課のほうで所管している部分で、人

件費のほうは支出をしております。 

 うちのほうに今、来ておりますのは、うちのほ

うで所管しております現在８つの地区で１６名の

活動経費を計上しておりますけれども、現在は、

９名おります。それで、来年度またさらに募集を

していこうというところでございます。内訳は隊

員の旅費、これらにつきまして、今、そちらの節

のほうのところにも書いておありますが、

４４８万円とかですね。あと、隊員の需用費、そ

れから、負担金と２３５万５,０００円とかありま

す。あと、委託料につきましては、シティセール

スの活動支援業務委託ということで、地域おこし

協力隊を支援いただくということでの委託料をこ

ちらに計上しているものでございます。 

 それと、道の駅の管理委託の部分につきまして

は、議員がおっしゃいましたように、トイレ、そ

れから駐車場等の管理のための委託料でございま

す。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）地域おこし隊というんでし

ょうか、そういう方々がいろいろとアイデアとか

出されたりして、一緒に地域おこしをされる地域

の方々と一緒に活動されるんだというふうに理解

してるんですけれども。じゃあその地域おこしを

するところというのは、一体どういうふうにして

決められるのか、そして、その方々は、実際人件

費は先ほどここにはないと言われたんですが、人

件費はどのぐらいでやられているのかを教えてい

ただきたいものです。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

先ほど、人件費につきましては、嘱託員というよ

うな形での人件費をとっております。 

 １人当たり月額１５万７,５００円。１５万

７,５００円の人件費というような形になっていま

す。あと、そのほか諸経費がございます。 

 それから、先ほど説明を少し抜けましたけれど

も、エリアの件です。エリアの件につきましては、

市比野のところを例によりますと、市比野であっ

ても他の地域との連携が必要であれば、例えば、

藤本であったり、樋脇であったりというようなこ

とで、市比野に限らず、いろいろと協力をしなが

らやっていただいているところでございます。 

 あと、協力隊のどのように選定しているかとい

うのは、私どものほうでは、その地域でいろいろ

と頑張っていらっしゃる地域等と連携をとりなが

らやってきた部分がこれまでの観光シティセール

スでそういう形でやってきたんですけれども、今、

企画政策課のほうで、各地区コミ等に募集をかけ

て、その中に手を挙げていただいての平成２８年

度からスタートしておりまして、平成２７年度の

ときに、企画のほうで各地区コミ等に応募をされ

たというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○議員（松澤 力）１点質問させていただきた

いと思います。 

 予算の中で、シティセールス情報発信事業業務

の委託とか、また、シティセールスの海外プロ

モーション支援の補助金というのもあると思うん

ですけれども、私からちょっと大きな考え方のと

ころをちょっと伺いたくて、市民の方からもちょ

っとよく聞かれるものでして、いろんな形で今後、

情報発信をされていって、観光客をふやしていく

という方向を目指していくとは思うんです。特に、

この薩摩川内市の今後の方針として、観光の目玉

というか、自然とか食とか、いろんな薩摩川内市

の魅力があると思うんですけども、どういったこ

とを特にＰＲをされて、観光客を呼んでいくのか

と、またその呼んでくる方々は国内のどこなのか

とか、海外の方なのか、どういったところに力を

入れていかれる方針というか、ターゲットなのか

というところが１点。あともう一つが、いろいろ

旅館の方からも言われるのは、甑島に観光客を呼

んでも、甑島だけじゃなくて、薩摩川内市と本土

と長く滞在してもらって、ある意味お金を落とし

てもらうように工夫しないといけないということ

もよく言われることなんですけれども、そのあた

りのその甑島と本土の観光の連携というか、滞在

期間を長くするような形にどうしていくかという

ところが、現状でお考えがあるところがあれば、

教えていただけたらと思います。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

情報発信のほうにつきましては、私どももホーム

ページ、フェイスブック等で情報発信等をさせて

いただいてるところです。 

 どういう視点で薩摩川内市を売り出していって
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るのかというような、テーマ性につきましては、

旅、食、品、この三つの視点を根本に置きながら、

旅で来てもらうにはどうしたらいいのか、そして、

来ていただいた方々に食の提供とか、お土産品の

提供とか、そういった部分でのＰＲがどういった

形でできるのかといったものを、日々、例えば、

きゃんぱくというような旅のテーマの体験プログ

ラムをつくったりとか、それから、食につきまし

ては、グルメ等のお手伝いをさせていただいたり、

土産品の開発や、それから、百貨店等への売り込

みとか、そういったものをやっているところでご

ざいます。 

 エリアにつきましては、これまで国内、しかも

特に九州、それから、情報発信の東京とか、とい

うようなこと、それから、一番近い県庁所在地で

あります鹿児島市等をエリアをターゲットとしな

がらやってきた部分もありますけれども、近々オ

リンピック等も迫ってきておりますので、国外の

インバウンドのほうも目を向けて、そして、例え

ば、入来地域での武家屋敷を生かした観光とか、

そういった部分、本土地域も今後ＰＲをどんどん

やっていきたいというふうに思っております。 

 あと、甑島だけでなく、観光連携ですね、本土

と甑島との連携というものも、甑島だけ我々も当

然やってはおりませんので、本土のＰＲできる部

分をもっともっと掘り起こして、そして、また、

市民の皆さんと対話をしながら、その地域で頑張

ってらっしゃる方々とそこのところをまた話し合

いながら、ＰＲやっていければというふうに思っ

ております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありますか。 

○議員（成川幸太郎）物産販売事業についてち

ょっと教えてください。 

 これも継続事業だと思うんですが、去年の物産

販売事業でこういった販路拡大であるとか、商品

企画・開発、御当地グルメ販路拡大とか、先ほど

言われた特別販売事業というのが百貨店等での販

売じゃないかなと思うんですが、実績としてどの

程度投資をした割に把握していらっしゃるのか。

また、ことし４,４９０万の予算を組まれてますけ

ど、これに対する、これだけのお金を使ってやっ

た結果、どの程度の事業の拡大というのを見込ん

でいらっしゃるのか。先ほどの落口委員の質問と

も投資と実績ということでダブるかもしれません

けども、この物産販売事業について、去年の実績

がわかれば、それか２７年か。ことしこの

４,４９０万を組むことに当たって、目標としてい

らっしゃるところがどの程度なのか教えてくださ

い。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

物産観光イベントの特に平成２７年度の販売総売

り上げの実績、こちらにつきましては、観光物産

協会の独自実施分を除きますけれども、２４件、

販売総売り上げは１,７８４万１,０００円という

販売総売り上げとなっております。 

 これにつきましては、平成２８年度も今現在も

やっておりまして、例えば、４月のホテルグラン

ヴィア京都の鹿児島グルメフェアとか、山形屋で

の薩摩川内特集、それから、かごしま遊楽館

２１周年誕生祭や、伊勢丹新宿店、それから、立

川店、こういったところでの物販等を主にさせて

いただいたところでございます。 

○委員長（下園政喜）数字が出ますか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎） 

済みません。前年度比較して、平成２８年度の実

績でいいますと、前年度同期比でいたしますと、

１９８％の売り上げを平成２８年度にしていると

ころでございます。前年度同期比で１９８％の売

り上げをしているというところでございます。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

ことしの２９年度につきましては、これまで

１,７００万程度をやってきましたので、これにそ

れよりも上回る１,９００万とか、２,０００万ぐ

らいをいければというふうに思ってます。済みま

せん。 

○議員（成川幸太郎）今、２,０００万程度弱の

ということですが、４,４９０万投資をして、

２,０００万ぐらいの売り上げでは、ちょっと効果

が薄いんじゃないかなと思います。 

 先ほど、観光物産協会の分を除いてと言われま

したけども、これ観光物産協会も市も投資をして

る株式会社といえ、会社でありますし、そこでど

ういう取り組みやって実績はどれぐらい上がって

いるのか。こんだけの事業費を使うわけですから、

それも把握した回答をしてもらえるようにお願い

したいんですが、それはできますか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

これにつきましては、次の議会の所管事務で報告

ということをさせていただいてよろしいでしょう
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か。 

○委員長（下園政喜）それでいいですよ。 

 それでは、先に進みます。 

○議員（持原秀行）観光物産の施設事業費の中

で、先ほど説明を受けたんですが、甑島地域活性

化施設厨房機器設置工事等ということで、先ほど

てうちん浜やとコシキテラスのところに不都合が

あったということで、これを変えられるというこ

とやったんですが、この中身、私も何回もこっち

利用させてもらって、１点気がついたところがあ

ります。といいますのが、貸し切りで夜やったこ

とがあるんですが、なかなかあそこに動かせない

テーブルがあって、しかもそれ使われた形跡がな

いんですね。それで、円テーブルになっておりま

して、コンクリートなもんですから、立ち上がる

ときに、膝を打ったり、むかすねを打ったりする

んですね。そして、やっぱり使い勝手が非常に悪

いんですが、これは、てうちん浜やのほうは特に

大きくて、真ん中で焼いたのは箸でとれません。

非常に使い勝手が悪いんですが、この今までこの

使われてきて、こういうのをきちっと精査されて、

おたくたちもちゃんと行かれて、食事をされてみ

て、そこの中で使い勝手が悪いというのは変えな

いかんと私は思うんですが、こころあたりに変え

るというここの工事は入ってませんか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

今、持原議員のおっしゃられた部分の工事は現在、

入っておりません。 

 これにつきましては、厨房の換気フードの設置

工事を今現在予定をしているところで、今、議員

のおっしゃられた部分のところは、現在、入って

おりません。 

○議員（持原秀行）やはり、つくったらつくっ

ただけじゃだめだと思います。やはり、責任があ

る人と見に行ったり、あるいは利用したりして、

ここはもっとこう変えないかんねというようなの

を実地に検証していかないと。そういうのも向こ

うで委託されているところの人たちとかも、ちゃ

んときちっと話し合いをされて、つくってすぐだ

からできないというのじゃなくて、今後、やっぱ

り使い勝手のいいように、観光客もふえてくると

いうことを踏まえたら、使われない設備をそのま

ま放置していいのかな、無駄なやり方やったんじ

ゃないかなというように思います。そういう意味

では、外に設置したテントとか、ああいうテラス

なんかも全部使いができんような感じで、ほとん

ど撤去したままですよ。ですので、地元で働く人、

向こうで受けているその人たちときっちりと話を

しながら、観光客も地元の人たちも使いやすい、

使い勝手のいい施設のほうに変えていくべきだと

私は思うんですが、その方向性と、やはり、現場

見に行ってください。そして利用してください。

そして、きちっと沿うようなやっぱり事業を運営

していかないと、このままでは私は飽きられると

思いますので、そういう意味では向こうの人たち

の悩みとかも吸い上げる努力を一つお願いしてお

きたいと思います。 

○委員長（下園政喜）意見がありますか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）今回、

工事の中で一応計上がなされてますので、その中

でも工事の可能性について、御指摘の部分を含め

まして、ちょっと精査してみたいと思います、 

 ただ、設計を現在やった上での計上をやってご

ざいますので、難しい点はあるかもしれませんが、

とにかく精査をやってみたいと思います。 

 それとその方向性につきましては、御指摘のあ

りましたとおり、やはり実際、利用される方々を

まずは第一視点で、それと、そこで御利用いただ

く、あるいは施設を活用していただく方々が大事

だちゅうことでございますので、その点について

は、検証しつつ、私のほうも直接そういう地域の

方々の話も聞きながら、取り組んでいきたいと思

いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

それでは、所管事務調査の説明をさせていただき

ます。 

 企画経済委員会資料商工観光部の１３ページを

お開きください。 

 所管事務調査説明資料の観光・シティセールス

課でございます。 

 観光物産施設に関する民間譲渡の進捗状況につ
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いてでございます。 

 大きく２点ございます。鷹の巣冷泉について。 

 こちらにつきましては、募集を行いましたが、

平成２９年１月６日まで募集をいたしましたけれ

ども、応募がございませんでした。 

 今後の取り扱い方針につきましては、指定管理

期間の満了に伴いまして、平成２９年４月１日以

降の営業を終了するというものでございます。 

 あと、個別交渉によりまして、施設の利活用に

つなげる譲渡先等を探ってまいりたいというふう

に思っております。 

 主な経緯等につきましては、（３）に書いてあ

るとおりでございます。また、終了につきまして

は、広報薩摩川内２月２５日号に営業終了の掲載

を行っております。 

 次に、２番目の竜仙郷についてでございます。 

 こちらにつきましても、ことし１月６日まで募

集をいたしましたけれども、応募がございません

でした。 

 こちらのほうは、現在の状況ですけれども、募

集期間を延長して募集を継続しております。３月

１７日までの募集期間というふうにしております

が、現在のところ、まだ応募は至っていない状況

でございます。 

 （３）の主な経緯等につきましては、以下のそ

こに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、このことも含め、これより所管事務

についての質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）今の鷹の巣と竜仙郷、いず

れにしても、前は町なりやっとって、市で引き継

いだ、そしてまた民間したったけれども、採算が

合わずにやめられた。そして、この鷹の巣にして

もですけれども、これは地域の方々にとって、こ

の鷹の巣はなくていいんですか、地域から要望は

出てないんですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

地域の方にも主な経緯のところにもございますよ

うに、昨年の１１月２９日に地元説明を行いまし

た。 

 あと、明けて２月８日にも募集の結果等もお示

しして、そして、地元説明をさせていただいたと

ころでございます。 

 現在、説明につきましては、一旦４月１日で営

業終了しますということで、お話をしているとこ

ろで、ある程度の御理解は得たのかというところ

もありますが、ただ、引き続き、個別交渉等も行

いながら、利活用も探ってみたいというふうなこ

とで、話をしているところでございます。 

○委員（川畑善照）わかりました。いずれにし

ましても、やはり、新しくできて、数年しかたっ

てないと思うんですが、ぜひともこれをこぎつけ

ていただきたいと思うんですけれども、つくった

業者なんかどんなふうに思ってるのかわからんけ

ど、やっぱり温泉施設業をされる方なんかが、や

っぱり一番わかってらっしゃると思うんだけど、

ぜひ個別先に当たってみてください。よろしくお

願いします。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）鷹の巣

につきまして、地元協議も説明して、一定の了解

を得たと思っております。それと、基本的にこの

鷹の巣につきましては、施設としまして、経費が

かかるという一番の課題がございまして、それは

燃料費でございます。そういうことで、燃料を要

してその分が経営を圧迫するちゅうことがこれは

明らかになっておりますので、これまで指定管理

をされた指定管理者さんを含めて、そこのところ

が課題だちゅうふうに一応、それと、地域の方々

もそういう施設であると御承知いただいてます。

そこのところがクリアできれば、ある意味、簡単

に言うと、燃料費がなければ、とんとんもしくは

とんとんまでになるというのは一定の皆さん御理

解されてますんで、そこが一番の課題になってご

ざいます。説明がありましたとおり、できますれ

ば一定の法人なりにそういうことを経営していた

だきたいというのは我々の願いではございますが、

実質的にはかなり浴場として経営していくには厳

しいものがあるということでございます。 

○委員長（下園政喜）他にありませんか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑ありませんか。 

○議員（井上勝博）今の鷹の巣のことなんです

けれども、地域のこれは私自身も反省ということ

あるんですよ。入ってくる人たちがほとんど地域

外という方が多い、１日８０人ぐらいふえれば何

とかペイできるような状況なんで、やっぱりその

地域の人たちがいわば無関心というところまでい

きませんけれども、高いわけですよね。３５０円
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ですから、そう簡単に入れないというのもあった

と。しかし、施設そのものは、地域振興の拠点と

して陳情もあってつくられたということもあって、

やっぱり、みんなで守っていこうという、この施

設を守っていこうという、そういう空気ができな

かったというのが問題だったのかなと私は思って

いて、やっぱり、サポートというか、地域のサ

ポートができれば、私はまた運営できるんじゃな

いだろうかというふうに思っているんです。 

 ですので、今回、営業は終了ということで、間

に合わないですけれども、そういう地域サポート

をどうするかということも含めた議論をしながら、

また、まだ新しい施設ですね。１４年から１５年

ぐらいですかね、１７年ですかもう、そのぐらい

の施設で、まだ、体裁まだ立派なところだし、鷹

の巣そのものが温泉としては特別に昔から守られ

てきたところですので、営業終了ということであ

るけれども、引き続き再開できるような方向で、

地域の人たちと一緒にちょっと相談をしていただ

きたいなと、私もそういう点では、地域の人たち

とも話をしていきたいなというふうに思っており

ます。その辺の可能性も探っていっていただけれ

ばと思ってるんですが、その辺はどうでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

先ほども対策監のほうからも説明がありましたよ

うに、その冷泉を沸かす燃料というか、そういう

部分がやはりネックがあるということで、こちら

のほうも市内のところでも、いろいろと当たった

りはしました。市内の方、旧樋脇町内のところに

もお話をしたりもしたんですけれども、なかなか

やはり厳しい状況もございました。こういった部

分も井上議員がおっしゃいました。また、地域の

サポート等というのもお話もありましたけれども、

引き続き、こういうさらにできないかという部分

は、また模索はしていきたいというふうには思っ

ているところではございますが、ただ、こういっ

たところが年月がずっとたっていくと、やはり厳

しい状況には最終的になってくる部分もあるかと

思いますが、引き続き、また厳しいところであり

ますけれども、模索していきたいというふうに思

います。 

○委員長（下園政喜）他にありませんか。 

○議員（帯田裕達）１点だけ、新規事業で、薩

摩川内市みらい創り会議事業について説明があっ

たんですけど、薩摩川内市の未来を考えつくって

いくプロジェクト、地域の人たちと一緒になって

ということですが、これもうちょっと詳しく説明

というか、メンバー、会議ですからメンバーがい

ると思うんですが、どのような形で進められてい

くのか、教えていただきたいと思います。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

みらい創りにつきましては、それぞれ市民の方々

に呼びかけたり、観光の関係者、それから関係者

だけではなく、また観光に興味のある方、地域づ

くりに興味のある方、こういった方々に呼びかけ

てワークショップ等を行いながら、薩摩川内市の 

観光、そういったものをどういったふうにしてい

ったらいいかというものを対話方式で探るという

ような形をとっていきたいというふうに思ってお

ります。 

 いろいろな御意見をいただきながら、そしてそ

れをみずから築いて、そして、地域住民がどうい

ったところが足りないのか、そういった部分を対

話をしながら可能性を見つけていく、そういった

部分を今回のみらい創り会議でやっていきたいと

いうふうに思っています。 

 ですので、これにつきましては、広く呼びかけ

て公募という形でワークショップ等を行いながら

やっていき、そして薩摩川内市の魅力、こういっ

たもののコンテンツ、そういったものを洗い出し

ながら、そして実績という形の報告というような

部分で、さらにそれを実施という形に次年度、

次々年度以降に持っていけるような計画を今考え

ているところです。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、観光・シティセールス課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△市民スポーツ課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、市民スポーツ課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第２８号 薩摩川内市屋外運動場照

明施設条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第２８号

薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長
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（坂元安夫）それでは、議案第２８号薩摩川内市

屋外運動場照明施設条例の一部を改正する条例の

制定について、説明申し上げます。 

 資料は、議案つづりその２の２８－１ページか

ら、また商工観光部議会資料につきましては、

４ページを御参照願います。 

 議会資料のほうで説明をさせていただきたいと

思いますので、４ページのほうをごらんいただき

たいと思います。 

 今回、各小学校等に設置されております屋外運

動場照明施設のうち、滄浪小、吉川小、陽成小、

西方小、高城西中、寄田屋外運動場、樋脇小、藤

本小、南瀬小、山田小、藤川小及び藺牟田池屋外

運動場の１２の屋外照明施設につきまして、公有

財産利活用基本方針におきまして、特定の自治会

やコミュニティ協議会により、専ら専用利用され

ていることから処分財産として無償貸し付けの方

針が定められてございます。この方針に基づきま

して地元と協議を重ねてきましたところ、資料の

処分の区分欄がございますが、この欄のとおり無

償貸し付け、もしくは廃止の方針を決定いただい

たところでございます。このことから、屋外運動

場照明施設条例につきまして、所要の規定の整備

を図るものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審査のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９号 市比野小屋外運動場照明

施設等の指定管理者の指定について 

○委員長（下園政喜）次に、議案第２９号市比

野小屋外運動場照明施設等の指定管理者の指定に

ついてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）それでは、議案第２９号市比野小屋

外運動場照明施設等の指定管理者の指定について

を説明申し上げます。 

 資料は、議案つづりその２の２９－１ページか

ら、また商工観光部協議資料は５ページからとな

ってございます。 

 議会資料のほうで説明申し上げますので、

５ページをお開きください。 

 まず、指定管理の施設は、市比野小、鳥丸小、

祁答院中に設置されている屋外運動場照明施設の

３施設につきまして、新たに指定管理者に管理を

行わせるもので、管理形態は委託料制の施設でご

ざいます。 

 指定する期間は、平成２９年４月１日から平成

３３年３月３１日まででございます。 

 指定管理者に指定する団体は、薩摩川内市民ま

ちづくり公社でございます。 

 応募方法につきましては、非公募としてござい

ます。 

 資料のほうは、７ページの上のほうに選定理由

を示してございますので、御参照いただきたいと

思います。 

 これにつきましては、当該地元住民が専ら専用

使用している地元密着型施設でございまして、当

該地元住民で組織する団体が管理することが望ま

しい非営利施設につきましては、非公募としてご

ざいます。 

 このことから、今回指定管理とする屋外運動場

照明施設の設置個所は、小中学校でございまして、

設置個所周辺の固定化した利用者が専ら利用して

いる地元密着型施設に類似した施設でございます。

このため非公募としてございます。 

 なお、川内地域の屋外運動場照明施設につきま

しては、非公募としてございまして、平成１８年

度から指定管理者で管理を行ってございます。今

回の施設につきましても条件がほぼ同一でありま
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すことから、川内地域と同一の指定管理者が一元

管理を行うことにより、維持管理運営により一層

の効果が期待できると考えてございます。 

 選定経過の概要、採点結果につきましては、議

会資料の７ページと８ページのほうにお示しして

ございますので、御参照願いたいと思います。 

 以上で説明を終わります。御審査のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）済みません、ちょっとよく

わかんなくてですね。先ほどの議案２８号と

２９号。２８号については、地元が貸し付けを希

望した場合は貸し付け、そうでない場合はもう廃

止と。こっちの２９号のほうは、指定管理者の指

定と。ここは、なぜこういうふうに違うのかが、

まだよくわかんないんで、ちょっともう少し説明

いただければありがたいですけども。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）説明申し上げましたとおり、公共施

設につきまして、財産処分等につきまして、公有

財産利活用基本方針というのが定められてござい

ます。この中で、先ほどの施設も含めまして今回

の屋外照明施設につきまして処分の形態が示され

てございます。そういうことで、基本、処分の方

法については、もう既に決定をしてるということ

でございます。それに準じまして、作業のほうを

進めてるということで御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第３６号一般会計予算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）それでは、当初予算につきまして御

説明を申し上げます。 

 まず、歳出予算について説明申し上げます。 

 予算調書によりまして説明申し上げますので、

予算調書の１８６ページをお開きください。 

 １０款６項１目、事項、スポーツ企画総務費は、

スポーツ推進審議会及び全国市長会市民総合賠償

補償保険等に係る経費で６７万２,０００円でござ

います。 

 経費の主なものは、スポーツ推進審議会出会謝

金及び費用弁償、市民総合賠償補償保険でござい

ます。 

 次に、予算調書１８６ページの下段をごらんく

ださい。 

 １０款６項１目、事項、生涯スポーツ事業費は、

スポーツ推進委員活動、生涯スポーツ推進委員事

業及び市民運動会に係る経費で２ ,２００万

５,０００円でございます。 

 経費の主なものは、スポーツ推進委員９０人の

研修会と出席に伴う出会謝金及び旅費、川薩地区

スポーツ推進委員協議会負担金など負担金５件、

総合型地域スポーツクラブへ生涯スポーツ教室開

催の指導業務委託料、市体育協会への市民運動会

の運営業務委託料、川内川河口マラソンウオーキ

ング大会の運営に要する経費に補助を行う川内川

を生かしたスポーツ推進事業補助金などでござい

ます。 

 続きまして、予算調書の１８７ページをごらん

ください。 

 １０款６項１目、事項、スポーツ振興事業費は、

競技スポーツ推進事業及びスポーツ合宿誘致事業

等に係る経費で、５,３４３万２,０００円でござ

います。 
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 経費の主なものは、合宿団体等の全国トップク

ラスの選手指導者等によるスポーツ教室開催の講

師謝金、合宿誘致を行う旅費、全国ボート場所在

市町村協議会の会員負担金などの負担金、全日本

バレーボールチームの強化合宿の招聘に係る旅費

の２分の１相当額を市バレーボール協会に補助す

る全日本バレーボールチーム強化合宿招聘事業補

助金、市体育協会が合宿団体の希望に応じて人材

を派遣するスポーツ合宿支援サポーターの登録制

度を支援するスポーツ合宿支援サポーター制度補

助金、本市のスポーツ資源を有効に活用しながら

スポーツ合宿やスポーツイベントの誘致と受け入

れ時の調整を一元的に行うスポーツコミッション

事業補助金、市体育協会の運営に要する経費の補

助を行う市体育協会運営補助金、全国九州大会等

への出場者に派遣・助成を行うスポーツ振興補助

金などの補助金が主なものでございます。 

 続きまして、予算調書の１８７ページの下段で

ございます。 

 １０款６項２目、事項、総合運動公園管理費は、

総合運動公園の施設管理に要する経費で、１億

３１５万２,０００円でございます。 

 経費の主なものは、スポーツ交流研修センター

運営協議会委員の出会謝金、総合運動公園の有料

施設を市民まちづくり公社へ、スポーツ交流研修

センターをＮＰＯ法人市体育協会へ、管理代行を

行わせる指定管理委託料、アリーナトレーニング

室の管理運営業務委託、総合運動公園の突発工事

に対応するための工事請負費でございます。 

 次に、予算調書の１８８ページの下段のほうを

ごらんください。 

 １０款６項２目、事項、スポーツ施設設備整備

費は、第７５回国民体育大会鹿児島大会に伴う施

設整備に係る経費で３億９,０３０万９,０００円

でございます。 

 経費の主なものは、ウエートリフティング競技

会場の入来体育館の改修、ホッケー競技会場の樋

脇屋外人工芝競技場の改修の工事請負費でござい

ます。 

 続きまして、歳入予算について説明申し上げま

す。 

 予算調書の４９ページをお開きください。 

 まず、１４款１項７目、教育使用料の保健体育

使用料は５,２５３万１,０００円で、総合運動公

園施設やスポーツ交流研修センターなどのスポー

ツ施設の使用料でございます。 

 次に、予算調書の５１ページをお開きください。 

 中ほどの１５款２項８目教育費補助金の社会教

育補助金は６５万５,０００円で、国の社会資本整

備総合交付金でございます。 

 次に、１６款２項８目教育補助金は１億

８７１万１,０００円で、入来体育館、樋脇屋外人

工芝競技場、総合運動公園野球場の整備に係る県

の国民体育大会市町村有施設整備費補助金でござ

います。 

 次に、１７款１項１目財産貸付収入の土地建物

貸付収入は３８万５,０００円でございます。これ

らにつきましては、自動販売機設置等に伴う土地

建物の貸付料でございます。 

 次に、１７款１項２目利子及び配当金の利子及

び配当金は６万５,０００円でございます。これに

つきましては、スポーツ振興基金の利子相当額で

ございます。 

 次に、１９款１項２７目スポーツ振興基金繰入

金のスポーツ振興基金繰入金は１,０００万円でご

ざいます。スポーツ振興基金の取り崩しによるも

のでございます。 

 次に、２１款５項４目雑入の雑入は１２３万

４,０００円でございます。スポーツ施設における

コインロッカー収入金、電気・水道実費収入金な

どでございます。 

 以上で説明を終わります。御審査のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）樋脇屋外人工芝競技場改修

工事について予算がつきましたが、これについて

は、ホッケー場のことだと思うんですが、どの程

度の改修工事を予定されてるのかというのを教え

てください。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）議員もよく御承知のとおり現場のほ

うが人工芝の状態が好ましくない状態であるとい

うのは、もう御承知のとおりかと思います。まず

は、その改修を全てやることになってございます。 
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 それとこの点につきましては、中央競技団体日

本ホッケー協会のほうが、もう２年前に御視察も

いただいてまして、その点は指摘事項となってご

ざいますので、まずは、その点をクリアしなけれ

ば国体開催基準を満たさないということなってご

ざいますんで、それはやりたいと思ってます。基

本的には、それを中心た付随する部分が一部ござ

いますので、そこらも改修の中に入れていきたい

というふうに思ってございます。 

 以上であります。 

○議員（井上勝博）やっぱりああいう人工芝に

なると、あんなにぼろぼろになるんだなというこ

とを私も改めて思ったわけですが、やっぱり耐久、

要するにどのぐらい持つのかということについて

は、ほぼわかってきたというか耐久性というんで

すかね、何というんですかどのぐらい持つかとい

うやつ、そういう期間が大体わかってきたわけや

ないですか。そういう意味では、また同じことが

繰り返されるわけですので、やっぱりある程度そ

ういうことも基金を積み立てておくとか、何かそ

ういうふうにしておかないと、また同じことで後

で悩むことになると思うんですよね。その辺のこ

とも考えながら、施設というのはそういうもので

すから、考えていく必要があると思うんですが、

その辺の考え方どうなんでしょう。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）御指摘の耐久性の部分については、

これは施設規模、施設の大きさ、施設の種類によ

ってかなりの差が出てくるというふうに思ってご

ざいます。いずれにしても大規模施設になればそ

れなりの投資が必要になってくるというのは、こ

れは当然のことでございます。 

 ただ、そういうことで本市においても先ほどの

公共施設の財産仕訳の話もございましたけれども、

かなりの施設がございまして、一部署でそれをや

っていくかどうかということになりますと、その

基金的な部分というのは非常に難しいものがある

というふうにも思っておりますので、長寿命化で

あったり施設の大型更新というのについては、大

きなくくりで考えていかないといけないというふ

うに思ってございます。 

○議員（松澤 力）済みません、ちょっと１点

だけ。 

 全国大会とかいろいろ小学校、中学校、高校で

いろいろ出場される方も出てくると思うんですけ

ど、例えば私住んでる近くの育英小学校とかは、

バスケットボールで全国大会とか出場されたりと

かしてるんですけど、結構、募金活動とかされた

り、いろいろお金集めをされてらっしゃりはする

んですけども、できればそういう限られた予算で

すけれども、全国大会とかそういった市を代表さ

れて出場されるようなところには、少し支援があ

ればいいのかなと思ってるんですけども、育英小

学校とか具体的にどのぐらい支援があったのかと

いうことと、今後のそういった全国大会とか代表

される方々へのサポートというか、そういったこ

との考え方を教えていただけたらと思います。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）まず、

全国大会等への支援はということでございますが、

これは先ほどのスポーツ振興補助金ということで

説明した中で、年間これまだ約１,０００万円、総

額ですね。これまでずっと続けて支援を行ってき

ております。まずは、県代表として九州大会、あ

るいは全国大会を権利を獲得された団体もしくは

個人の方に支援を行っておりまして、それとただ、

いろんな競技、スポーツによって違うんですけど

も、いろんな競技団体が、当然、競技の種類が多

いということと主催される団体が、もう万とある

ということでございますので、市といたしまして

は、純粋に競技団体、まだ言うと日本体育協会に

加盟している競技団体の全国大会では日本を総括

する団体、九州であれば九州を総括する団体が主

催される大会に限って支援を行っております。 

 育英小さんについてもそういうほとんど競技を

団体する主催者の大会に出場されておりますので、

支援をこれまでずっと行ってきております。当然、

申請に基づいてということになりますが、行って

おりまして、ただ、金額、実績は２７年度ベース

でいいますと。 

済みません、ちょっと手元に２７年度を見てお

りますが、育英さんは２７年度は行ってらっしゃ

らないので、２８年度の実績はありますので、済

みません。ちょっと今、数字はここにはございま

せんが。 

○議員（松澤 力）後でも大丈夫ですので。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）ただ、支援額は、個別にとかという

のはちょっと調べさせてください。済みません。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

 ほかにありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず当局に説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）それでは、市民スポーツ課の所管事

務につきまして御説明を申し上げます。 

 商工観光部企画経済委員会の資料の１４ページ

をお開きください。 

 まず、樋脇グラウンド・ゴルフ場竣工式等につ

いてのお知らせでございます。 

 樋脇グラウンド・ゴルフ場につきましては、さ

きの１２月議会、本委員会におきまして概要等の

説明をさせていただいたところでございます。 

 本施設につきましては、４月１日に供用を開始

をいたしますが、完成の運びとなりましたので、

これに先駆けまして竣工式を開催するものでござ

います。 

 期日につきましては、平成２９年３月２２日に

樋脇町の樋脇グラウンド・ゴルフ場で開催いたし

ます。 

 議員の皆様につきましては、議長、副議長を初

めとしまして、本企画経済委員会の委員の皆様並

びに地元の議員の方々に御案内をしてあるところ

でございます。ぜひ御参列いただきたいと思いま

す。 

 なお、竣工式典終了後に市内各地区のグラウン

ド・ゴルフ協会の方々によります竣工記念試打会

を開催するということにしてございます。 

 続きまして、中ほどのスポーツ合宿の状況につ

いてでございます。 

 まず２８年度の合宿団体数につきましては、お

示ししてありますとおり７７団体、延べ宿泊数が

１万４０８人の見込みとなってございます。 

 ただ、これにつきましては、資料提出後に新た

に今、合宿を年度内に合宿をやりたいというとこ

ろも言ってきておりまして、ほぼ昨年並みに近づ

くというふうに踏んでございます。今のこの状況

で見ますとマイナスになっているところがござい

ますので、これにつきましては、大きな要因とし

まして３点ほどございます。 

 実は、全日本女子バレーボールチームの合宿が

例年実施いただいておるんですけれども、昨年の

３月２３日から４月３日ということで、年度を実

はまたいで実施いただきました。これが通常であ

れば、年大体１回なんですが、２７年度にはこう

いう年度をまたいだ関係で２回実施いただいたよ

うな数字になっておりまして、その分が減となっ

てございます。 

 それと韓国プロ野球が、実はおいでいただきま

して、ＳＫワイバーンズ球団がおいでいただいて

るんですけれども、このキャンプ期間はほぼ同数

であったんですけれども、入ってこられる選手の

メーンの方々の入りが若干ちょっとおくれてしま

って、その人数減がマイナスとなってございます。 

 それと現在、今、早稲田大学の競走部が合宿を

やっていただいておるんですけれども、これが前

回の人数が少なくなった関係で、これもマイナス

として影響したところでございます。 

 この３点が大きな要因というふうに見てござい

ます。 

 １５ページのほうには、各競技種別ごとの団体

としてお示ししてございますので、御参照いただ

きたいと思います。 

 一番多いのが、バレーボールの強化指定セン

ターになってることもございまして、バレーボー

ル団体が一番多いとなっております。順次、野球、

陸上となってございます。 

 下のほうにスポーツ交流センター、いわゆる合

宿所の利用状況をお示ししてございます。これに

つきましても昨年度比較で見ますと減になってご

ざいますが、新たに先ほどありましたように複数

団体、予定が３月中にやりたいというとこが一応

今やってきておりますので、これも昨年並みに近

づくことになってございます。 

 あけていただいて１６ページのほうには、本年

度の主な合宿団体をお示ししてございます。バ

レー、陸上関係が主な団体となってございます。 

 今回、実はバレーでございますが、下から４行

目のところに大阪商業大学バレーボール部という

ことがございますが、これらにつきましては、男

子の植田前々監督、あるいは女子の真鍋監督の卒

業された大学ですが、そういう方々の御支援で、

この大学が合宿していただくことに、初でしたけ

れども合宿していただいたことになりまして、来

年度もぜひ来たいということで言っていただいて



－60－ 

るところであります。 

 以上であります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、このことも含め、これより所管事務

についての質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（帯田裕達）合宿の誘致活動について、

行政と一緒に民間の方も一緒になって誘致活動に

県外に行かれたり、大阪・京都だったかな、そう

いうところに行かれて一緒にやってる活動の内容、

それからその成果、それとこの全日本の男女のバ

レーボールが今までどおり監督がかわったんだけ

ど薩摩川内市で合宿ができる、そういう約束があ

るのか。その推移はどうなってるのかなというの

と。 

 最後に、今まで旅館・ホテルで合宿なさった方

が合宿所ができてから合宿所に変わられた。交流

研修センターに変わって、民間からそこに移って

合宿をなさってるチームがあるのかないのか、そ

の３点をお伺いします。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）まず、合宿誘致活動等についてのお

話でありました。 

 民間との協働的に取り組んでいるというのは、

県が主催されるセミナー事業がございまして、そ

ちらのほうに職員を含めて民間の方々も一堂に会

してという機会の中で合宿の活動を展開しており

ます。基本、ここで実現する団体というのは、合

宿の中でもサークル的な活動をされてる団体がほ

とんどでございまして、その実現につながってる

と。民間のほうでは独自にセミナーをきっかけと

して実現されてるところはございます。一緒に取

り組んでるというのはありまして、成果的には、

我々としてはこれまで実は競技団体、実業団であ

ったりプロであったりというところに力点を置い

ておるところですが、サークル的な部分はかなり

民間のほうが力を発揮いただいているという状況

であります。 

 それと全日本の合宿が今後どうなるかというこ

とでございますが、実は、先ほど総合体育館が、

ＪＯＣが認めるバレーボール強化センターにリオ

デジャオリンピックまでは承認されておったんで

すけれども、リオまででしたので、この活動をず

っと、２年前からずっと日本バレーボール協会に

お願いしてきておりまして、今回２月に、実は訪

問した際に、ごめんなさい。１月に副市長以下関

係者と訪問した際に言われたんですけれども、一

応、推薦を、日本バレーボール協会がＪＯＣに推

薦して、ＪＯＣが初めてそれを認めるという制度

になってございまして、自治体が何らかのそうい

うＪＯＣに働きかけをするものではないというこ

とは、これまでもわかっておったんですけれども、

今回、推薦をするというのを一応お聞きしました

ので、推薦をされて、既に実は推薦をいただきま

したという結果も聞いておりますので、ＪＯＣの

ほうで判断されるというふうになってますんで、

淡々と進めば間違いなく東京オリンピックまでは

日本バレーボール強化支援センターということで

の承認をいただけるものと思ってございます。 

 合宿につきましては、今、実は、全日本の新た

な監督も女子はほぼ固まってる状態でそのまま行

くということに聞いておりますが、男子のほうは、

ちょっと事故等がありまして正式な決定というの

は、まだちょっと我々がはかり知れないところで

ありますが、ただ強化委員長というのが別途おら

れまして、男子も女子も。その中で強化委員長か

ら、男子のほうはぜひ来たいという言葉はいただ

いております。女子のほうは、選手編成の関係で

ちょっと課題等もあるので難しいというふうに聞

いております。そういうことで、男子のほうは、

とにかく来ていただけるというふうに期待をして

おります。 

 それともう一点、民間の団体が合宿所に変わっ

たかというのは、現在のところ民間に宿泊されて

て合宿に変わったというのは基本ございません。 

 ただ、全日本のバレーボールチームについては、

確かに民間に宿泊されてて、合宿所ができたとき

に変わられたというのは、全日本だけでございま

す。 

 以上であります。 

○議員（帯田裕達）それから今度、県が有明高

校跡地にこういうスポーツセンター、研修セン

ターをつくっていらっしゃいます。そして、この

前、南日本新聞にも載ってたんですけど、関西の

学生を招聘して、観光を含めた誘致活動をなさっ

たわけですね。ほとんどサンフラワーを利用して

くるということで、金額的にも安いということだ
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ろうと思いますが、そういった情報を聞いて、対

策監としての対策は。 

○観光・スポーツ対策監兼市民スポーツ課長

（坂元安夫）御意見のとおり、県といえども施設

的にはライバルだというふうに思ってございます

ので、ただ、やはり向こうは県がつくった施設で

あって、かなり立派な施設であって、そういう陸

上に特化してございますので、施設、機能、これ

は整っておると思います。 

 あと、ないのが宿泊。現在では宿泊と言われて

おりますので、そこの宿泊で勝負をするのが、ま

ずは大事かなというふうに思ってます。陸上に特

化したそれでは勝てるはずがないので、そういう

部分で勝負をしていく必要があると思います。そ

れについては、民間の方々と、先ほどもありまし

たように一体となった取り組みは、当然ながら必

要だというふうに思ってございます。 

○議員（井上勝博）２点ぐらいあるんですが、

１つは、グラウンド・ゴルフ場のことなんですが、

４,０００万円ぐらいの委託で、指定管理者に委託

をするということで、それは鹿屋などを参考にし

てそのぐらいの金額が出たとおっしゃるんですが、

その内訳というのは、一体どういう内訳なんだろ

うかと。今回、生芝ですので、管理のために相当

お金もかかるだろうなということが予想されるわ

けですけれども、それと大会の誘致などの指定管

理者で行っていくとしたら、ある程度、知識・経

験そういったものを持った方でないと誘致とかそ

ういうことはできないだろうなと思うんですよね。

そういうことなどはどういうふうになってるのか

というのをお尋ねしたいのと。 

 それから市民スポーツ課ですから、やはり市民

のスポーツがどうなっているのかという現状です

よね。市民がどれだけスポーツに親しんできてい

るのかということの観点というのは、私見えない

んですよね。総合スポーツクラブは、０１と樋脇

のコミュニティしかないわけですけれども、そう

いったところは、誰でも希望すれば入れるわけで

すよね。 

 しかし、同好会というのもあるけれども、同好

会というのは、やっぱりあくまでも入る入らない

というのは、人間関係もありますからね。だから、

そういう総合スポーツクラブをつくっておくと誰

でも参加できる、スポーツに親しめるということ

で、そういったのが補助金などが全額打ち切られ

たんだっけな。打ち切られてしまって、参加して

いるとだんだん持ち出しのお金がふえてくるとい

うことで、なかなかお金の面で大変になってきて

るというところなんかがあるわけですよ。 

 だから、そういった市民がスポーツにどれだけ

親しむ環境づくりをするのかという、そういう観

点がちょっと私弱いような気がするんですが、そ

の辺のことについてお尋ねしたいと思います。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）まず、

樋脇グラウンド・ゴルフ場の管理経費の内訳とい

うことでございました。 

 議員御意見のとおり、あれだけの広い場所でご

ざいまして、そのほとんどが芝の施設でございま

すので、この芝管理経費が主なものでございます。

約３,８００万のうちの中身は、芝管理業務費が約

１,５００万円となってございますんで、その管理

経費が主なものであります。残りは、それらに付

随する建物もございますので、機械設備だとか消

防用施設だとかということになってございます。 

 それと当然、その次は人件費ということになっ

てございますので、大きくはその二つになってご

ざいます。 

 それと誘致についての部分ですが、これは当然、

市のほうとしましても施設をつくった側でござい

ますので、施設をつくった側としての誘致活動は、

当然、やっていきたいことになっております。当

然、指定管理者のほうとしてもリスクを負ってる

追ってる部分がございますので、当然、お客さん

が来てくれて初めて施設の使用料が上るというこ

とになりますので、施設管理者としてもできる限

りのそういう活動をやっていただく考えでありま

す。当然、後はやはり指定管理者だけでもできな

い部分というのは、当然あるわけでございまして、

地域を巻き込んだ、あるいは地域にはホテル・旅

館等の事業者もおられますので、そちらとも本当

はぜひ連携を図って一緒になって取り組みをやっ

ていただきたいということや、これはお願いです

けれども、これまでもずっとお願いをしてきてお

りますので、できますならばそういう部分が具体

となって波及効果にもつながりますんで、そうい

うふうになってほしいというふうに思っておりま

す。 

 それと市民スポーツがどうなっているかという

ことも１点ございました。 

 補助金の関係については、多分打ち切りという
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のはひわきＹＯＵ遊クラブのことかなと思います

が、現在、いずれのスポーツクラブにも補助金と

いうのは、支出は確かにしてございませんで、ス

タート当初からスポーツクラブというのは自立し

てほしいというのが設立の趣旨でございましたの

で、そういう部分では自立に向けて取り組んでお

られるというふうに思っております。 

 ただ、地域型スポーツクラブとしては２団体し

かないわけですが、この両者だけで比較するとか

なりの事業費、規模に差があるのは確かでありま

すが、川内スポーツクラブ０１においては、売り

上げベースで約１億を上げるスポーツクラブにな

ってございますので、多少ちょっと同じ同類で比

較するというのは、ちょっと厳しいかなとは確か

に思ってます。 

 ただ、それと市民がどれだけスポーツをやって

るかという部分は、今回、総合計画を策定するに

当たって、そのアンケートの中では調査をやって

ございます。この数値を我々としては、ふやして

いかないといけないということで各種の取り組み

を今やってるところでありますが、具体には数値

としましては、本市の社会体育施設を御利用いた

だいたのが、約６０万人いらっしゃいます、年間。

総合運動公園ベースに行きますと総合運動公園全

体で約、そのうち４０万人となってございますん

で、それからすると、当然この施設利用者数にな

ってございますので、そういう合宿をされた方々

の人数も入ってまいりますが、それを差し引いて

もかなりの方がそういう運動施設を御利用して、

生涯スポーツの一端も取り組んでおられるという

ふうに思っておるところであります。 

○議員（井上勝博）わかりました。市民スポー

ツの関係でいうと６０万人というのは多いように

見えますが、年間ですから、例えば一人が年間に

１週間に１回使ってれば、それなりの１人の数で

も相当大きくなりますよね。だから、それを考え

ると本当に多いのかどうなのかというのはあると

思うんですよ。今、計画を立てられていらっしゃ

るということなんですが、その計画の中では、そ

ういう数字なんかも明らかに、総合計画はもうで

きてるんでしたっけ、じゃあわかりました。そう

いう視点を大事にしていただきたいということで

す。お願いします。 

○委員長（下園政喜）質疑が尽きたと認めます。 

 以上で、市民スポーツ課を終わります。御苦労

さまでした。 

 ここであらかじめ本日の会議時間を延長いたし

ます。 

 あと一つです。よろしくお願いします。 

────────────── 

△国体準備室の審査 

○委員長（下園政喜）次に、国体準備室の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第３６号一般会計予算を議

題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼国体準備室長（坂

元安夫）それでは、予算について説明を申し上げ

ますので、予算調書の１８９ページをお開きくだ

さい。 

 １０款６項１目事項国民体育大会準備事業費は、

第７５回国民体育大会鹿児島大会開催準備に係る

経費で９００万３,０００円でございます。 

 経費の主なものは、本市で開催するホッケー、

バスケットボール、ウエートリフティング、軟式

野球、空手道の、この５競技の運営方法等につき

まして愛媛国体を視察する旅費、鹿児島国体ＰＲ

用懸垂幕などの消耗品、薩摩川内市国体実行委員

会への負担金でございます。 

 鹿児島国体開催までの主な流れにつきましては、

本年７月ごろに開催日程が決定される予定でござ

います。これを受けまして、現第７５回国民体育

大会薩摩川内市準備委員会を薩摩川内市実行委員

会へ移行することにしてございます。 

 なお、当室の歳入予算はございませんので、以

上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 
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 ここで、議案第３６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行

います。 

 まず、今回、当局からの報告事項はないようで

す。それでは、これより所管事務について質疑に

入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）ありがとうございます。

質疑はないと認めます。 

 以上で、国体準備室を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（下園政喜）本日の委員会は、これで

延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会はこれで延会いたします。 

 次の委員会は、１５日、午前１０時から、ここ

第３委員会室で行います。 

 本日は、大変御苦労さまでございました。終わ

ります。 
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